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         概要 

建築物の防火性能の高度化を誘導するには，防火性能を総合的に評価・表示す

る仕組みが必要であるが，特に非住宅分野では整備が遅れ，建築主が防火仕様

を選択する際の判断材料がないままとなっていた．そこで本研究では，非住宅

建築物において高い防火性能を確保する利点を分かりやすく説明するための

新しい防火性能指標およびその評価プログラムを開発した． 

 

              ｷｰﾜｰﾄﾞ ： 性能指標，防火性能，性能評価，非住宅建築物 

 

         Synopsis 

To enhance fire safety performance in buildings, it is crucial to establish a 

comprehensive evaluation and display system. Unfortunately, there is no such system 

available for non-residential buildings, leaving building owners without clear criteria to 

make informed decisions about fire safety measures. In response to this, we have 

developed a new fire safety performance indicator and evaluation program for 

non-residential buildings. 

 

              Key Words ： Performance indicator, Fire safety performance, Performance 

evaluation, Non-residential building 
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1．はじめに 

1.1 研究の背景 

建築基準法は，建築物において，避難安全，倒壊防止，延焼防止等に関する諸性能が満足

すべき水準を定め，火災による人的・物的被害の発生の抑止を図っている．ただし，建築基

準法の要求水準は，個人の権利（財産権）を保護する観点から最低限に留められている．こ

のため，建築基準法の要求を満足していることが，大規模な被害の発生の回避を保証するも

のではない．例えば，2017 年 2 月に埼玉県三芳町の物流倉庫で発生した火災では，延床面

積約 7 万 2000 平方㎡のうち 4 万 5000 ㎡が焼損し，被害総額が 121 億円に及んだ［1.1］．ま

た，被災した建築物は，解体後に建て替えられたが，火災発生から竣工までに約 3 年を要す

など，事業継続上の課題が露呈した［1.2］．被災した建築物は，当時の建築基準に適合して

いたことが確認されており［1.3］，法が定めるいわゆる最低限の安全性を保持していなかっ

たわけではない．また，このような大規模な火災においても，死者の発生は回避されている

こと，近年の建物火災において，多数の死傷者を伴うような火災の発生が抑制されているこ

とを踏まえれば，現在の法による要求水準が，その根拠となる社会全体の合意から大きく逸

脱しているとは考えにくい．こうした中で，法令を遵守した建築物であっても大きな被害を

免れない場合があることは，建築主自身の判断によって最低水準を上回る性能を建築物に

付与し，防火性能の高度化を図ることが，特に物的被害および間接被害の大規模化を回避す

る上で欠かせないことを示している． 

 建築物の防火性能の高度化を目的とした制度には，住宅の品質向上を誘導するための「住

宅性能表示制度」があり，既に普及が進んでいる．これは，「住宅の品質確保の促進等に関

する法律」に基づく制度であり，住宅の性能（耐震性能，防耐火性能，耐久性能，省エネル

ギー性能，環境性能等）に関する表示の適正化を図るための共通ルールを設け，消費者によ

る性能の相互比較を行えるようにすることを目的としている．ただし，住宅性能表示制度は，

その名称が示す通り，住宅を対象としている．非住宅については，建築物の防火性能を分か

りやすく表示する制度が未整備のままで，建築主が防火仕様を選択する際の判断材料がな

いことが長らく課題として認識されてきた．このため，社会資本整備審議会は，建築物の質

の向上に向け，特に住宅分野に比べて総合的な評価・表示・誘導体系の整備が遅れている非

住宅建築物における質の向上を誘導する政策のあり方について継続して検討していく必要

性を指摘している［1.4］． 

非住宅建築物の性能表示を検討していくにあたっては，すでに制度化されている住宅性

能表示制度の内容を参考にすることができる．同制度では，以下の観点から建築物の火災安

全に関する性能を等級化している［1.5］． 

・ 早期覚知対策：住宅から発生した火災を早く知るための感知・警報装置の設置を評価 
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・ 避難安全対策：共用廊下における二方向避難経路の確保などを評価 
・ 緊急脱出対策：避難器具などの緊急的な脱出手段の確保を評価 
・ 火災拡大・倒壊防止対策：住戸間の壁および床の耐火性を評価 
・ 隣棟延焼対策：外壁，軒裏，および開口部の耐火性を評価 
 

表 1.1 住宅性能表示制度における評価項目（火災安全に関すること）［1.5］ 
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より詳しい評価項目の内容は表 1.1 に示す通りである．同制度では，建築物の該当する「部

分の仕様」（例えば，外壁開口部の保有耐火時間）が一定の条件を満たすことを確認すると

いった簡単な手続きにより，建築物の等級化を行えるようになっている．こうして，性能向

上の要件が明確化されていることが，必ずしも建築物の性能に精通した専門家でなくても

評価を行うことを可能にし，ひいては同制度の普及につながったものと考えられる．  

一方で，評価手続きの簡便さは，設計の自由度を犠牲にして成立している面があることは

否めない．住宅性能表示制度における「部分の仕様」の確認は，本来であれば，それらが組

み合わさることによって形成される「全体の性能」を代替的に評価しているものに他ならな

い．ここで，「全体の性能」と「部分の仕様」を火災安全対策の文脈の中で捉えれば，前者

は「目的」，後者は「手段」に相当する．「手段」が「目的」を担保しているのであれば，「目

的」を「手段」で代替することは可能である．ただし，「手段」の選択肢を絞ることは，本

来であれば多様な「目的」の実現手段を制限してしまう可能性がある．例えば，表 1.1 の「2.5 

耐火等級（延焼のおそれがある部分（開口部））」は，建築物の延焼防止に関する「目的」を

達成するための「手段」を開口部強化に限定している．しかし，そうした「目的」であれば，

例えば外壁・軒裏の強化や敷地境界までの離隔距離の確保などの条件も，「手段」の候補に

挙がってもよいはずだが，現在は選択肢に含まれていない．設計自由度の向上を図るという

立場からは，仕様という「手段」を制限するのではなく，むしろ性能という「目的」の到達

度を評価することにし，そこに至る過程は設計者の工夫に委ねるようにする必要があるも

のと考えられる．  

1.2 研究の目的 

本研究では，物販店舗，倉庫，事務所，庁舎，病院等の非住宅建築物において，高い防火

性能を確保する利点を説明するための新しい防火性能指標およびその評価プログラムの開

発を行う．本評価プログラムが想定する利用者は，建築物の防火に関する知識を必ずしも持

っていない建築主および設計者である．建築主および設計者は，建築物の設計における意思

決定の主体およびその補助者と見なすことができる．両者が建築物の防火上の課題を正し

く認識し，適切な設計仕様を選択できるようにするには，専門家ではなくても理解できるよ

うな，分かりやすい性能の表示が必要である．本研究では，どのような設計仕様を選択すれ

ば，どのような性能の向上が見込まれるのか，設計時の検討に使えるような評価プログラム

の開発を目指す． 

また，前節に示したような既存制度が抱える課題を踏まえ，本研究では，以下に示す事項

に留意しながら検討作業を進める．  

(1) 工学的知見に基づく評価 

住宅性能表示制度で採用されるような，建築物の「部分の仕様」に基づいて性能を等級付



4 
 

けする方法には，比較的簡単な手続きで，建築物の性能に精通した非専門家でなくても評価

が行える利点がある．その一方で，「部分の仕様」がどれだけ建築物「全体の性能」を代表

しているのか判断が難しく，本来であれば多様な性能向上の選択肢が制限されているとい

った課題がある．そこで，入力条件として与えられた「部分の仕様」を建築物の「全体の性

能」に換算することで，性能の実態をより直感的に把握できるようにする．こうして，「全

体の性能」を確保するための手段を設計者の判断に委ねられるようにし，設計自由度の向上

を図る． 

本研究では，建築物を構成する「部分の仕様」が建築物「全体の性能」に及ぼす影響を，

建物火災および避難に関する工学的な知見に基づいて定量化する．同様の考え方に基づい

て，建築物の性能を検証するために開発された手法に，避難安全検証法［1.6］と耐火性能検

証法［1.7］がある．本研究では，両検証法の考え方を参考にしながら，建築主が設計条件を

検討する際に必要となる性能を網羅的に評価できるようにする．こうした工学的知見に基

づく評価の利点として，評価手続きの拡張性の高さを挙げることができる．すなわち，一度

整備された評価手続きが固定化されることはなく，その後の知見の蓄積に応じて随時改良

を重ねていくことが可能になる．  

(2) 最低水準を上回る性能の評価 

新たに開発する防火性能指標は，防火性能が最低水準を上回っているのか否かといった，

建築物の建築基準法への法適合性を判定するものではない．むしろ，最低水準より上位の防

火性能を位置付けていくためのものであり，建築基準法による要求は踏まえつつも，防火性

能の向上につながるものであれば，同法に位置付けられていない性能あるいは対策につい

ても積極的に評価できるようなものとする必要がある．そこで本研究では，性能については

機能維持性能，対策についてはソフト対策にそれぞれ着目し，防火性能指標の評価の枠組み

に組み込む． 

本研究では，火災による被害を受けても，なお機能を維持することができる性能，あるい

は機能の喪失を抑止し，機能を喪失した部分を早期に復旧することができる性能を機能維

持性能と呼ぶ．建築基準法では，防火避難上の性能を，出火防止性能，避難安全性能，倒壊

防止性能，延焼防止性能，消防活動支援性能などに分類することが多く［1.8］，機能維持性

能に関する議論が行われることはほとんどなかった．しかし，特に非住宅建築物においては，

例えば，倉庫等はサプライチェーン維持のため，病院等は地域医療拠点維持のためといった

ように，火災による機能継続上の影響を回避・低減できることが重要となる．このため，機

能維持の観点から防火性能を評価することは，非住宅建築物の質の差別化を図る上で有効

と考えられる． 

 建築基準法の防火避難規定では，主に建築物の構造的・設備的仕様に基づいて火災安全を

評価している．しかし，建築物の火災安全は，可燃物や火気の適切な管理，関連する設備の

日常的な点検管理，あるいは火災が発生した場合の在館者の対応行動など，いわゆるソフト
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対策によって大きく変化することが知られている．こうしたソフト対策のうち，防火シャッ

ターや排煙設備などの防火・建築設備に対して定期点検の実施が義務付けられていること

などを除けば，ソフト対策は，法令において火災安全を担保するための条件として認められ

ていない．この理由は，対策の履行を確実に担保することの難しさにあると考えられる．し

かし，ソフト対策の適切な実施を促す上では，防火性能指標の評価項目として採用する意義

が大きいと考えられる． 

1.3 研究の構成 

 本報告は，以下に示す 5 章構成となっている． 

1 章 はじめに 

2 章 新しい防火性能指標の開発 

3 章 火災被害を受けた建築物の機能維持性能 

4 章 防火性能評価のケーススタディ 

5 章 まとめ 

 2 章では，出火防止性能，火災成長防止性能，倒壊防止性能，延焼防止性能，避難安全性

能，消火活動支援性能，機能維持性能の 7 つの個別性能から構成される新しい防火性能指標

を定義する．これらのうち，現時点では評価方法が定まっていない出火防止性能，消火活動

支援性能，および 3章で説明する機能維持性能を除く，4つの個別性能の計算手続きを示す．  

 3 章では，7 つの個別性能のうち機能維持性能に着目し，その計算手続きを示す．また，

過去に火災被害を受けた建築物の機能復旧に関する調査，火災による間接被害の大きさを

左右する各種現象の模型実験など，機能維持性能の定式化にあたって考慮すべき要因につ

いて検討を加えた結果を整理する． 

 4 章では，2 章の計算手続きを実装したプログラムを使用してケーススタディを行う．対

象は，用途および規模が異なる 6 つの建築物であり，各種防火対策が講じられた場合の性能

向上効果を調べて，新たに開発した防火性能指標の特徴と課題を分析する． 

参考文献 

1.1) 日本経済新聞，2017 年 2 月 28 日，

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ28HOO_Y7A220C1000000/ (2023 年 3 月確認) 

1.2) 日本経済新聞，2020 年 2 月 12 日，

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55531920S0A210C2L72000/ (2023 年 3 月確認) 

1.3) 総務省消防庁：埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に

関する検討会報告書，2017． 

1.4) 社会資本整備審議会：今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方（第三次答

申）及び建築基準制度のあり方（第四次答申）について，2022． 
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1.5) 国土交通省住宅局住宅生産課：新築住宅の住宅性能表示制度ガイド，

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/081001pamphlet-new-guide.pdf  

(2023 年 3 月確認) 

1.6) 国土交通省住宅局建築指導課ほか：2001 年版避難安全検証法の解説及び計算例とそ

の解説，井上書院，2001． 

1.7) 国土交通省住宅局建築指導課ほか：2001 年版耐火性能検証法の解説及びその計算例

とその解説，井上書院，2001． 

1.8) 辻本・遊佐・竹市：火災安全性の工学的評価，日本建築学会大会学術講演梗概集，

pp.117-120，1999． 
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2．新しい防火性能指標の開発 

建築物に対して建築基準法が要求する防火性能は，生命保護等の観点から必要とみなさ

れる最低限の水準に留められている．このため同法を遵守することは，必ずしも大きな火災

被害の発生防止を保証しない．より高度な性能への誘導には，性能を数量的に表示する枠組

みの利用が欠かせない［2.1-2.4］．こうした枠組みでは，評価項目ごとの条件適合度をチェ

ックシート評価方式または段階評価方式で評価し，その結果を集約して建築物の性能指標

に換算することが多かった．こうした方式による評価手続きは簡便である一方で，評価項目

同士の関連性が曖昧で，評価軸の数量化や評価結果の解釈が難しいといった課題も抱えて

いる．そこで本研究では，総合的なリスク評価を活用することにより，防火性能指標を合理

化する方法について検討する．  

2.1 建築物に対する防火上の要求 

新しい防火性能指標によって高度な防火性能を位置付けていくにあたっては，建築物の

どのような防火上の特徴を評価すべきかを整理しておく必要があるが，建築基準法で要求

される項目を評価できるようにするだけでは十分ではない．建築基準法は最低限の基準で

あるため，建築物が「備えておくべき火災安全上の要件」は記されていても，より高度な防

火性能を位置付けるために必要な「備えておくことが望ましい火災安全上の要件」を網羅し

ている訳ではないためである．「備えておくことが望ましい火災安全上の要件」を含めた広

義の火災安全上の要件は，防火設計者らの間で経験的に認知されているものが多いが，近年

になって学会刊行物の形でまとめられ，広く共有されるに至っている［2.5-2.7］．本研究で

は，これらの要件を，建築物の防火性能を構成する個別の性能（以下，個別性能）に紐付け

ることで，広義の火災安全上の要件の全体像を整理することを試みる． 

建築物の防火性能を構成する個別性能は，過去に提案された防火性能評価の枠組みの中

で様々な形で分類されてきた．例えば，防災計画書の作成手引きとして作成された指針では，

建築物に対する要求を，出火防止，早期覚知（発見，感知，警報，報知），初期展炎防止・

初期消火，居室（区画）避難，拡大延焼防止，避難・安全（建物全体），崩壊防止・再使用，

救助・本格消火，外部からの類焼防止の 9 つの個別性能に分けて検討している［2.8］．また，

1993 年から 1998 年にかけて行われた建設省総合技術開発プロジェクトでは，防火上備えて

おくべき個別性能として，日常火気による出火を防止できること，火災の危険性から安全に

逃げられること，建築物の一部／全部が崩壊しないこと，消防活動を容易に行えること，容

易に延焼しないことの 5 つを挙げている［2.9］．一つで複数の要件を対象としている個別性

能もあるため，個別性能は数が多いほどより網羅的であるという訳ではない．どういった個
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別性能を掲げるのかは，当該評価において重視される要件の扱いやすさ，同じくシナリオの

設定のしやすさ，あるいは評価結果の解釈のしやすさなどの観点から判断されるべきであ

る．本研究では，以上のような点を考慮して，建築物に対して要求される防火上の性能を以

下に示す 7 つの個別性能に分類する． 

(1) 出火防止性能 
(2) 火災成長防止性能 
(3) 倒壊防止性能 
(4) 延焼防止性能 
(5) 煙制御・避難安全性能 
(6) 消防活動支援性能 
(7) 機能維持性能 
これら 7 つの個別性能に，広義の火災安全上の要件［2.5-2.7］を紐付けるにあたっては，

性能規定型の技術基準の構成原理を説明するために利用されることの多い NKB5 レベルの

概念を利用する． NKB5 レベルは，北欧 5 か国が域内市場の統一のために設置した NKB

（ノルディック建設委員会）により 1955 年に提示された概念で，それ以前は各国で独自に

行われてきた規制の調和を目指して，各国の法令の構成をいくつかの階層に分けて整理し

たものである［2.10］．これを国内の建築基準法令に対応付けたものが図 2.1 である．最上層

である第一階層は法令の目的が掲げられており，建築基準法の法体系では法第 1 条に相当

する．第二階層では，第一階層の目的を達成するために建築物が備えるべき機能上の要件が

記されており，建築基準法のその他の各条に相当する．第三階層では，各機能に要求される

性能が，定性的あるいは定量的な表現をとって記されており，政令に相当する．最下層であ

る第四階層は 2 つの部分に分かれており，第三階層に示された性能要求を設計が満足して

いることを検証するための工学的計算方法や試験方法，または具体的な解決方法が記され

ているもので，告示に相当する．  

 

 

図 2.1 NKB5 レベルと国内の建築基準法令の対応 

(1) 出火防止性能 

表 2.1 は，建築物の出火防止を実現するための要件を整理したものである．出火防止の機

能要件は，「A 日常的火気による火災の発生防止」，「B 放火による火災の発生防止」，「C 危

1．⽬的
2．機能要件
3．性能要求

4．検証⼿段 5．解決⽅法

法（第1条）
法（その他の各条）
政令
告⽰
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険物による火災の発生防止」に分けられる． 

このうち A の性能要件は「日常的火気からの容易な着火の防止」に集約され，その解決

方法が 3 項目に分類されている．最も基本的な考え方が「日常的火気の周辺での容易に着火

する材料の仕様制限」と「建築物の各部位の日常的火気からの離隔距離の確保」の 2 つであ

り，現行法令においても，火気使用室を指定してその内部で使用可能な内装の仕様を制限し

たり，火気から一定の距離をとることを求めたりしている．「日常的火気器具の管理のしや

すさの確保」は，日常的火気器具が適切に使用されるために建築物側で採り得る解決方法を

示しており，具体例として見通しの良い平面計画の確保が挙げられている． 

B の観点に基づく性能は，現在の法令で要求されていないが，全ての火災のうち放火によ

る火災の割合は大きく，大きな被害を伴う放火火災も発生している．例えば，2019 年に京

都市伏見区のアニメ制作会社で発生し，36 名の死者を出した火災は，同社に恨みを持つ者

による犯行であったとされる［2.11］．2021 年に大阪市北区の雑居ビルで発生し，27 名の死

者を出した火災は，出火元となった 4 階クリニックの元患者による犯行であったとされる

［2.12］．ただし，A の場合とは異なり，B の場合には火災の発生箇所を事前に絞り込むこ

とが困難であり，内装制限や離隔距離の確保といった場所に依存する解決方法を採用する

ことが常に有効であるとは限らない．このため，放火を抑止する建築的対策の選択肢は必ず

しも多くないが，人目がつきにくい建築物の外周部が放火犯に狙われやすいとされること

を考慮すれば，死角の少ない敷地内配置計画とすることなどは，対策として有効と考えられ

る． 

C の性能要件は，「危険物の排除」，「火災時の一般居室への影響の排除」，「火災時の他の

建築物への影響の排除」に分けられる．危険物による火災は，日常的火気による火災に比べ

て火源の規模が大きくなる可能性が高いことから，排除することを基本とし，仮に貯蔵の 

 

表 2.1 出火防止に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 
日常的火気による火

災の発生防止 

日常的火気からの容易な

着火の防止 

日常的火気の周辺での容易に

着火する材料の使用制限 

・火気制限 

・内装制限 

建築物の各部位の日常的火気

からの離隔距離の確保 
・離隔距離 

日常的火気器具の管理のしや

すさの確保 
・平面計画（可視性） 

B 
放火による火災の発

生防止 

放火による火源からの容

易な着火の防止 

火災発生を発見しやすい空間

の確保 
・敷地配置計画（可視性） 

C 
危険物による火災の

発生防止 

危険物の排除 危険物の持ち込み制限 
・用途規制 

・管理計画 

火災時の一般居室への影

響の排除 
危険物の一般居室からの隔離 

・貯蔵装置 

・離隔距離 

火災時の他の建築物への

影響の排除 
危険物の敷地境界からの隔離 ・離隔距離 
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必要がある場合であっても，数量を制限したり，一般居室や他の建築物からは隔離したりす

るなどの対応が求められる． 

(2) 火災成長防止性能 

 表 2.2 は，建築物内部で出火した後の火災成長防止を実現するための要件を整理したもの

である．火災成長防止の機能要件は，「A 日常的火気による火災成長防止」と「B 放火によ

る火災の成長防止」に分けられる． 

このうち A の性能要件は，「火災発生の早期発見」，「火災発生後の早期の消火」，「着火後

の容易な火災成長の防止」に分けられる．このうち，「火災発生の早期発見」では，感知・

警報設備の設置に加え，見通しの良い平面計画の必要性を挙げてある．また，「火災発生後

の早期の消火」では，在館者が利用可能な消火・散水設備の設置に加え，在館者による消火

活動の有効性を向上させるための消防・防災計画の策定や，定期的な消防訓練の実施を挙げ

てある．「着火後の容易な火災成長の防止」は，上記のような在館者による対応とは対照的

に，出火室内の内装材料や収納可燃物量を制限している． 

B の性能要件は，A のそれに一致している．基本的な考え方に差異はないが，放火は建築

物の外周部で発生することが少なくないため，「火災発生の早期発見」の観点からは，死角

の少ない敷地内配置計画となっていることが望ましい．なお，放火火災は建築物の内部で発

生することもあるが，この場合の火災成長防止に関する要求の解決方法は「A 日常的火気

による火災成長防止」のそれに一致する．ただし，放火により生じる火源の規模は，日常的  

 

表 2.2 火災成長防止に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 
日常的火気による火

災の成長防止 

火災発生の早期発見 

火災発生を早期に発見する手

段の確保 
・感知・警報設備 

火災発生を発見しやすい空間

の確保 
・平面計画（可視性） 

火災発生後の早期の消火 

在館者が利用可能な消火設備

の確保 
・消火・散水設備 

在館者が不在であっても稼働

する散水設備の確保 

効果的な消防活動 ・消防・防災計画／消防訓練 

着火後の容易な火災成長

の防止 
急激な火災拡大の防止 

・内装制限（防炎製品） 

・用途制限 

B 
放火による火災の成

長防止 

火災発生の早期発見 

火災発生を早期に発見する手

段の確保 
・感知・警報設備 

火災発生を発見しやすい空間

の確保 
・敷地配置計画（可視性） 

火災発生時の早期の消火 

効果的な消防活動を行うため

の消防計画の策定および定期

的な消防訓練の実施 

・消火・散水設備 

・消防・防災計画／消防訓練 
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火気によるそれに比べて大きくなる場合が多いと考えれば，その要求水準はより高くなる

べきである． 

(3) 倒壊防止性能 

 表 2.3 は，建築物の火災に伴う倒壊を防止するための要求を整理したものである．機能要

件の数は「建築物内の人命安全，財産保全，および機能維持，ならびに他の建築物に影響を

及ぼす倒壊の防止」の 1 つのみであり，他の要求に比べて少ない．ただし，例えば性能要件

における「建築物の倒壊防止」では，解決方法として「耐力部材の変形抑制」が求められる．

これを実現するための水準は，建築物の規模，用途，立地に加え，当該部材が使用される部

位によっても異なるため，具体的な仕様の種類は多岐にわたる． 

 機能要件に掲げられる「人命安全，財産保全，および機能維持」は，建築主および利用者

の直接的な利益につながるものであり，設計時に，法による要求水準を上回る性能を付与す

ることへの動機付けになりうるものと考えられる．一方の「他の建築物」に対する影響の抑

制は，建築主および利用者にとって直接的な利益とは捉えにくい部分があるが，周辺に対す

る被害の拡大防止を通じて，公共の利益につながっている．このため，「他の建築物」に対

する影響の抑制については，行政による誘導施策などにより，より高度な性能を付与するこ

とに対する誘因の提供が有効と考えられる． 

 

表 2.3 倒壊防止に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 

建築物内の人命安全，

財産保全，および機能

維持，ならびに他の建

築物に影響を及ぼす

倒壊の防止 

火災外力の制限 

火災継続時間・激しさの抑制 
・用途制限 

・規模制限 

火災規模の制限 
・防火区画 

・消火散水設備 

建築物の倒壊防止 耐力部材の変形抑制 ・耐力部材強化 

倒壊時の影響範囲の制限 

落下物からの安全確保 ・部材使用制限 

他の建築物への衝突回避 
・規模制限 

・離隔距離 

(4) 延焼防止性能 

表 2.4 は，建築物の内部および他の建築物との間の延焼を防止するための要求を整理した

ものである．機能要件は「A 同一建築物内の他の空間との間の延焼の防止」と「B 他の建

築物との間の延焼の防止」に分かれている． 

このうち A は，一つの建築物が複数の用途によって分かれて管理されている場合や，地

下通路などによって複数の空間が接続される場合に，所有者が管理する空間で火災が発生

し，その影響が他の所有者の管理する空間に及ぶ状況を想定している．すなわち，自らの火

災が管理区分外に害を及ぼさないことを目的としており，必ずしも同じ管理区分内の延焼
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防止を目的とするものではない．同じ管理区分内の延焼防止については，名目上，消防活動

支援性能および倒壊防止性能を確保するための要件として位置付けられている．ただし，火

災の延焼拡大を防止するという現象上の役割は一致しているので，性能要件および解決方

法には共通している部分が多い． 

また B および C は，独立した建築物が複数存在する場合に，自らの火災が周辺の他の建

築物に害を及ぼす状況（加害防止）および周辺の火災によって自らが害を被る状況（受害防

止）を想定している．上記 A で想定する延焼過程は，主に形成する界壁が突破されること

で室間の延焼が起こることを想定しているが，B および C では屋外に噴出した火炎や火の

粉による延焼を防止する必要があり，求められる性能要件およびその解決方法に差異があ

る．なお，機能要件 B は，他の建築物に対する加害防止を掲げるものであり，建築主および

利用者にとって，法による要求水準を上回る性能を付与することへの動機付けになりにく

い場合がある．このため，より高度な性能の選択を促す観点からは，倒壊防止性能の場合と

同様，行政による誘導施策の活用が必要である． 

 

表 2.4 延焼防止に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 

同一建築物内の他の

空間との間の延焼の

防止 

火災外力の制限 

火災継続時間・激しさの抑制 
・用途制限 

・規模制限 

防火区画の形成 
・防火区画 

・消火散水設備 

同一階延焼の防止 界壁による延焼の防止 
・防火区画（異種用途） 

・部材への耐火要求 

上階延焼の防止 

竪穴を通じた延焼の防止 
・竪穴区画 

・特別避難階段 

外壁開口部を通じた延焼の防

止 

・開口部・外壁面制限 

・ドレンチャー設備 

・離隔距離 

B 

他の建築物との間の

延焼の防止（加害防

止） 

火災外力の制限 

火災継続時間・激しさの抑制 
・用途制限 

・規模制限 

火災規模の制限 
・防火区画 

・消火散水設備 

火炎による延焼の防止 屋外に噴出する火炎の抑制 
・開口部制限 

・防火区画 

火の粉による延焼の防止 火の粉の発生抑制 

・規模制限 

・用途制限 

・屋根面強化 

C 

他の建築物との間の

延焼の防止（受害防

止） 

火炎による延焼の防止 
屋外に噴出する火炎による着

火の防止 

・開口部制限（防火設備） 

・離隔距離 

火の粉による延焼の防止 火の粉による着火の防止 ・屋根不燃化 

(5) 煙制御・避難安全性能 

表 2.5 は，火災時における煙制御および在館者の避難安全を実現するための要件を整理し
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たものである．煙制御の機能要件は「A 煙拡散の制御」に集約される．避難安全の機能要件

は，「B 安全な避難場所の確保」と「C 避難場所への経路の確保」に分けられる． 

このうち A の性能要件は，「着火後の急激な煙降下の防止」と「煙の拡散範囲の限定」に

分けられている．前者は，在館者が避難に利用できる時間の最大化を図るものであり，この

解決方法として「急激な火災拡大の防止」と「屋外への速やかな煙の排出」が挙げられてい

る．一方，後者の解決方法として，「出火室・出火階への封じ込め」と「避難経路の防護」

を挙げてある．  

B の性能要件は「一時避難場所での安全の確保」と「最終避難場所での安全の確保」に分

けられる．一時避難場所は，火災時であっても建築物内に安全に滞在することができる空間

で，在館者が多い高層建築物や，避難時要介護者が在館する病院などで確保が求められる．

最終避難場所には，公道等に接続した敷地内空地などが想定される．最終避難場所は，建築  

 

表 2.5 煙制御・避難安全に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 煙拡散の制御 

着火後の急激な煙降下の

防止 

急激な火災拡大の防止 
・内装制限（防炎製品） 

・用途制限 

屋外への速やかな煙の排出 ・排煙設備 

煙の拡散範囲の限定 

出火室・出火階への封じ込め 

・防煙区画 

・竪穴（漏煙防止，加圧防煙） 

・扉の開閉障害防止 

避難経路の防護 

・安全区画 

・加圧防煙 

・避難階段／特別避難階段 

A 
安全な避難場所の確

保 

一時避難場所での安全の

確保 

火災の影響からの隔離 
・籠城区画／中間避難階 

十分な滞在容量の確保 

地上との連絡手段の確保 ・情報伝達設備 

最終避難場所での安全の

確保 

火災の影響からの隔離 ・敷地内空地 

・公道等への接続 十分な滞在容量の確保 

避難後の自由な行動の確保 ・敷地内通路 

B 
避難場所への経路の

確保 

避難場所への迅速な到達 

早期の火災発見と情報伝達 
・感知・警報設備 

・平面計画（可視性） 

連続かつ明快な避難経路の確

保 

・二方向避難経路 

・重複歩行距離制限 

・避難経路上の障害物除去 

・平面計画（可視性） 

十分な通過容量の確保 ・通路幅／出口幅 

適切な避難誘導・介助の担保 
・非常用照明・誘導装置 

・消防・防災計画／消防訓練 

避難場所への安全な到達 

避難経路の安全の確保 

・安全区画 

・加圧防煙 

・避難階段／特別避難階段 

全ての在館者に対して少なく

とも一つの避難経路の確保 
・二方向避難経路 

逃げ遅れ時の脱出手段の確保 ・避難器具 
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物の出口周辺に避難者が滞留しないだけの十分な広さが求められる．また，最終避難場所に

到達した後は，火災による火熱や煙，あるいは火災に伴う落下物などからの安全が確保され

ている必要がある．  

C の性能要件は，「避難場所への迅速な到達」と「避難場所への安全な到達」に分けられ

る．解決方法には，安全区画の形成や加圧防排煙設備の導入のように，避難経路の安全性を

物理的に確保することを目的とするものの他に，避難経路確保の不確実性を減らすための

二方向避難経路の確保や，避難経路および避難階段の配置の偏りを予防するための重複歩

行距離の制限など，在館者の円滑な避難行動を担保するための平面計画上の要求もある．ま

た，在館者が火災の発生を早期に発見し，適切な避難経路を選択するには，見通しの良い平

面計画を確保することの重要性が認識されているが，現行法令による要求は設けられてい

ない． 

(6) 消防活動支援性能 

表 2.6 は，消防活動を支援するための要件を整理したものである．機能要件は，「A 消防

活動等のための拠点の確保」，「B 消防活動等のための拠点への経路の確保」，「C 消防活動

等のための手段の確保」，「D 制御不能な状態となることを回避するための火災規模の制限」

の 4 つに分かれている．他の個別性能が，当該建築物そのもの，内部に収納された財物，あ

るいは在館者の安全を確保することを目的としているのに対し，この個別性能は唯一消防

隊の安全を確保し，その活動を支援することを目的としている．ただし，消防活動支援性能 

 

表 2.6 消防活動支援に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 
消防活動等のための

拠点の確保 

拠点からの活動有効性の

確保 
消防活動拠点の設置 

・避難階段／特別避難階段 

・加圧防煙 

・防火区画 
拠点内での安全（性能）の

確保 

B 
消防活動等のための

拠点への経路の確保 

拠点への迅速な到達・退避 

建物外（敷地内）の移動経路の

確保 
・敷地内通路 

建物内への進入口の確保 ・非常用進入口／代替進入口 

建物内の移動経路・手段の確

保 
・非常用エレベーター 

拠点への安全な到達・退避 移動経路の安全の確保 ・非常用エレベーター 

C 
消防活動等のための

手段の確保 

消火活動の活動有効性の

確保 

消火活動の用に供する設備の

設置 

・消火散水設備 

・感知警報設備 

・避難排煙設備 

・非常用電源・通信設備 

・防災センター・中央管理室 

検索・救助活動の活動有効

性の確保 

検索・救助の用に供する設備

の設置 

D 

制御不能な状態とな

ることを回避するた

めの火災規模の制限 

火災外力の制限 

防火区画の形成 
・防火区画 

・消火散水設備 
隣接する区画および建築

物への延焼防止 
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を強化することにより消防隊が円滑に消防活動を行えるようになれば，火災被害を小さく

抑えることができるようになるため，結果的に建築主の利益に通じるという点で他の個別

性能と異なっているわけではない． 

このうち A，B は，消防隊の建築物内での安全な空間確保という点で，避難安全のための

機能要件と目的が類似しているが，屋外から屋内へのアクセスを重視している点が異なっ

ている． 

また，C の「消防活動等のための手段の確保」は，火災の勢いを積極的に抑制することを

目的とするものであり，他の個別性能を実現するための要件に比べて設備に対する依存度

が高い． 

D の「制御不能な状態となることを回避するための火災規模の制限」は，こうした積極的

な抑制が奏功しなかった場合であっても被害を極限化することを目的としており，抑制手

段の冗長性を確保する役割を担っている． 

(7) 機能維持性能 

表 2.7 は，火災が発生した建築物の機能維持を実現するための要求を整理したものであ

る．機能要件は，「A 機能停止・喪失の回避」，「B 機能代替手段の確保」，「C 機能復旧手段

の確保」に分かれている．機能維持の手段の中には，火災によって被害を受けた建築物の機

能を別の場所にある建築物によって代替させる方法がある．しかし，これは建築物そのもの

の個別性能の議論からは逸脱することから，火災が発生した建築物内あるいは同じ敷地内 

 

表 2.7 機能維持に関する要求 

 2．機能要件 3．性能要件 
5．解決方法 

項目 具体例 

A 機能停止・喪失の回避 

火災の影響の拡大防止 火煙の影響の閉じ込め ・防煙区画／防火区画 

火災の影響からの基幹的

な機能の保護 

放水・散水による影響の軽減 
・基幹機能隔離 

・防水区画 

基幹的な機能を担う空間の防

御 

・基幹機能隔離 

・防煙区画／防火区画 

B 機能代替手段の確保 

有効な機能代替手段の確

保 

業務遂行に必要となる空間資

源の確保 
・平面計画（冗長性・可変性） 

業務遂行に必要となるその他

の資源の確保 

・保護・防御 

・分散管理 

・保険 

迅速な機能代替手段の確

保 

機能代替に利用可能な資源の

迅速な確保 

・機能維持計画（資源調達） 

・機能分散 

C 機能復旧手段の確保 

有効な機能復旧手段の確

保 

業務遂行に必要となるその他

の資源の確保 

・保護・防御 

・分散管理 

・保険 

迅速な機能復旧手段の確

保 

被災空間の迅速な復旧 
・部材強化 

・施工性向上 

機能復旧に利用可能なその他

の資源の迅速な確保 
・機能維持計画（資源調達） 
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で機能代替または機能復旧が図られることを想定している． 

建築基準法では火災後の機能維持を明示的に求めてはいない．しかし，特に A に関する

解決方法は，例えば，防煙区画・防火区画の形成などのように，異なる目的のために建築基

準法により要求され，結果的に機能維持に貢献しているものもある．一方で，機能維持の観

点からは．建築物を機能させるために必要な設備等を，焼損だけでなく，煙による汚損およ

び放水・散水による水損からも防御する必要があるため，建築基準法の下での火災拡大防止

とは異なる観点からの火災制御が必要になる場合がある． 

B および C に関する解決方法は，建築基準法の要求内容とは重複しないものが少なくな

い．例えば，「平面計画（冗長性・可変性）」は，火災被害を受けた室の機能を別の室で代替

できるだけの平面計画の冗長性・可変性が確保されていることを指している．また，建築物

そのものに備わる防火上の機能だけではなく，人材，装置，資材，情報，資金等といった，

それ以外の「業務遂行に必要となるその他の資源の確保」が必要になる点は，他の個別性能

に関する要求とは異なる． 

2.2 性能評価の枠組み 

 建築物の防火性能を評価する既存の枠組みでは，評価項目ごとの条件適合度をチェック

シート評価方式または段階評価方式で評価し，その結果を集約して建築物の性能指標に換

算することが多かった［2.1-2.4］．こうした評価方式が広く採用されてきた背景には，エキ

スパートジャッジメント等に基づいて評価項目の重み付け係数を決定することにより，各

種建築仕様の防火上の効果を，経験的な知見と齟齬のない形で評価できる点が重視された

ものと考えられる．また，建築仕様の中には，防火上の効果を評価するための定式化の方法

が確立していない場合があり，幅広い対象の評価を行うには，こうした評価方式の採用が有

効であったものと考えられる．一方で，チェックシート方式／段階評価方式では評価項目同

士の関係性が明示的に定式化されないため，例えば，延焼防止過程において，建築物の内部 

 

表 2.8 チェックシート方式／段階評価方式とリスク評価方式の特徴の比較 

 チェックシート方式／段階評価方式 リスク評価方式 

利点 

・ エキスパートジャッジメントの採用により，リ

スク評価方式では評価が難しいような対象も含

めた網羅的な設計仕様の評価が可能 

・ 評価項目に重み付け係数を乗じるなどの比較的

簡単な評価手続きを採用 

・ 評価の論理構造が明快で，結果の解釈が容易 

・ 代替性（ある性能の不足を別の性能で補うこと）

の評価や，評価結果の相対化（例えば建築基準

法相当の性能との比較）が可能 

・ 将来的な知見の整備に応じて段階的に評価項

目・方法を拡張可能 

欠点 

・ 評価項目同士の関係性が曖昧で，対策の代替性

の評価が難しい 

・ エキスパートジャッジメントへの依存度が大き

く，拡張時には重み付け係数の再調整が必要 

・ 評価項目によっては定式化の方法が未確立，あ

るいは技術的な裏付けが不十分な場合がある 

・ 物理的な定式化を採用することで評価手続きが

複雑になりやすい 
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構造を木質化することによる性能の低下を許容しつつも，外周構造を強化することでそれ

を補うといったような，対策代替性の評価が難しいといった評価構造上の課題を抱えてい

る．また，評価項目の重み付け係数が一度決定されてしまえば，新たな評価項目を簡単に追

加することができないといった拡張性に関する課題を抱えている．こうした課題を解消す

る評価方式の一つとして，リスク評価方式が挙げられる．リスク評価方式は，ある建築仕様

の下で起こりうる事象の発生確率とその事象がもたらす影響の大きさを考慮することで，

確率的に建築物の防火性能を評価する方式である．チェックシート方式／段階評価方式に

比べて評価の論理構造が明快なため，評価結果の解釈が容易であるほか，上記の対策代替性

の評価や，評価方式の段階的な拡張に関する課題を解消することができる．ただし，評価項

目によっては，評価のための定式化の方法が確立していない場合がある上，論理構造を重視

するために評価手続きが複雑になりやすいといった問題も抱えている．表 2.8 は，チェック

シート方式／段階評価方式とリスク評価方式の特徴を比較したものである．いずれの評価

方式にも一長一短があるが，近年，防火分野におけるリスク評価の研究が進展し，利用環境

が整備されつつあることを踏まえ，本研究ではリスク評価方式に基づいて防火性能評価の

枠組みを構築することとする．ただし，従来のリスク評価の枠組みでは，特定の個別性能を

対象とすることが一般的であった．すなわち，個々の個別性能の評価に適した想定火災シナ

リオの下，設計火源に対する建築物あるいは在館者の安全が確保されていることをもって 

 

 

図 2.2 総合的なリスク評価の枠組み 
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性能の有無を確認してきた．これに対し，本研究では，個別性能ごとに想定火災シナリオを

設けるのではなく，出火から被害発生に至るまでの火災の進展過程を追跡し，その中で個別

性能の達成に寄与する各種防火対策の役割を確率的に評価する．すなわち，単一の火源から

派生的に生じうる被害形態を網羅的に評価した上で，その結果を関連する個別性能の評価

に反映させる方式を採用する．このように単一の火源の下での結果を利用できるようにす

ることで，個別性能同士の位置付けの相対化が可能となる． 

本研究で想定する被害発生のイベントツリーを図 2.2 に示す．ここでは，建築物が，一定

の煙拡散防止上，延焼防止上の性能を有する複数の区画から構成されるものとみなす．すな

わち，区画で生じる被害が他の区画から独立していると仮定し，建築物を構成する区画の一

つで生じうる火災シナリオを，8 つの確率的事象（①出火，②煙進入，③煙制御・避難失敗，

④火災進入，⑤火災成長，⑥区画突破，⑦崩壊，⑧隣棟延焼）の組み合わせにより，22 通り

に分類している．ただし，隣接する区画からの煙の進入は，隣接する区画において火災が成

長した場合に，また，同じく火災の進入は，さらに界壁が突破された場合にそれぞれ生じる

と考えることで，建築物内部で発生した火災の影響の拡大を評価できるようにする．イベン

トツリーの各事象の発生確率は，基本的に，事象の発生の有無を判定するための限界条件と，

その尺度となる評価関数の大小関係に応じて評価する．当該区画の防火上の特徴は，評価関

数にその効果を導入することで反映させることができる． 

本研究では，前節に掲げた 7 つの個別性能に着目して建築物の防火性能を評価する．これ

らを適切な被害指標𝐿（被害量または被害発生確率）に結びつけることで，リスク評価の結

果を個別性能の評価に利用できるようにする．一般に，被害指標𝐿は個別性能の逆指標とな

る．そこで，次に示すように，被害量𝐿の逆数を基準条件における被害量𝐿の逆数で正規化

した値を性能指標𝐹として定義する． 

𝐹 ൌ
ଵ ⁄

ଵ బ,⁄
  ሺ𝑖 ൌ 1,⋯ , 7ሻ (2.1) 

基準条件の与え方には任意性があるが，例えば，建築基準法により要求される水準と同程度

とすれば，追加的な防火対策を講じることによる性能向上を分かりやすく評価できるよう

になる．表 2.9 には，各目標性能の評価に適した被害指標𝐿の例を挙げている．被害指標𝐿の 

 

表 2.9 各個別性能における被害指標の例 

目標性能 𝐹値 被害指標𝐿の例 

出火防止性能 𝐹ଵ 出火確率 

火災成長防止性能 𝐹ଶ 火災成長確率 

倒壊防止性能 𝐹ଷ 崩壊部分面積，崩壊確率 

延焼防止性能 𝐹ସ 延焼棟数，延焼確率 

避難安全性能 𝐹ହ 避難不能者数，避難失敗確率 

消防活動支援性能 𝐹 消火失敗確率 

機能継続性能 𝐹 改修工事費，復旧日数 
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多くは，イベントツリーの各事象の発生確率を計算する過程で得られるものが多いが，例え

ば，機能維持性能の改修工事費や復旧日数などについては，次章で説明する追加的なモデル

化が必要となる．次節以降でイベントツリーの各事象の発生確率のモデル化を行う． 

2.3 事象①：出火 

着目する区画での火災の発生は，当該区画において最初に火災が発生する場合と，他の区

画で出火した火災が内部延焼により当該区画に至る場合に分けて考えることができる．こ

こでは，前者を「出火」（事象①），前者および後者を「火災発生」（事象④）として，呼称

を使い分ける． 

一般に，建築物の火災リスク評価では，ある 1 件の火災によって引き起こされる損失の大

きさをリスクとみなし，リスク評価に反映される各種防火対策の効果を検討する場合が多

い．これは，個別の防火対策の効果を検討する上では有効であるが，本来であれば，用途，

規模，建築物内部の部分などによって変わる出火確率を無視しており，建築物としての性能

を議論する上では適切ではない．そこで本研究では，建築物の内部で発生する単位年，単位

面積あたりの火災件数を出火確率𝑝と定義し，その影響を加味した評価を行う．ある用途𝑘

の建築物の出火確率𝑝,は，一年間あたりに発生した総火災件数𝑛,を，同用途の建築物の

総延床面積∑𝐴,で除すことにより，次式に示すように計算することができる． 

𝑃, ൌ  
,ೖ

∑ೝ,ೖ
ൌ

,ೖ

ேೖൈ̅ೝ,ೖ
 ቀ件/ሺ年 ∙ mଶሻቁ (2.2) 

総火災件数𝑛,および総延床面積∑𝐴,は統計的に求めるべき値であるが，∑𝐴,を直

接扱っている統計はないことから，用途𝑘の総建築物数𝑁にその平均延床面積�̅�,を乗じ

ることで∑𝐴,を推定する．このうち，𝑛,は火災報告（総務省消防庁）より，𝑁は固定

資産の価格等の概要調書（総務省）より，建築着工統計調査，住宅着工統計調査（国土交通

省）より，𝐴௩,は建築着工統計調査，住宅着工統計調査（国土交通省）より，それぞれ求

めることができる．戸建住宅，共同住宅，事務所，店舗，工場，倉庫，病院，旅館・ホテル，

学校の 9 用途の建築物について，𝑝,を推定した結果を図 2.3 および表 2.10 に示す［2.13］． 

なお，図 2.2 に示したイベントツリーでは，区画単位の火災拡大を評価することとしてお

り，出火についても，建築物全体ではなく，ある区画𝑖の出火確率𝑃,を評価する必要がある．

ある区画𝑖の出火確率𝑃,は，その用途や規模などによっても左右されると考えられるが，こ

こでは規模の影響のみを考慮することとし，次のように計算する． 

𝑃, ൌ  𝑃,𝐴,  ቀ件/年ቁ (2.3) 

ただし，𝐴,は区画𝑖の床面積である． 
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図 2.3 建築物の用途ごとの出火確率［2.13］ 

 

表 2.10 建築物の用途ごとの出火確率［2.13］ 

用途 出火確率（件/ሺ年 ∙ mଶሻ） 

戸建住宅 0.981 
共同住宅 1.112 
事務所 0.487 
店舗 1.581 
工場 3.409 
倉庫 0.695 
病院 0.332 

旅館・ホテル 0.592 
学校 0.951 

2.4 事象②：煙進入 

区画𝑖への在館者の避難を要するような煙の進入は，当該区画内で出火するか，または隣

接する区画（一次隣接区画）で出火した火災が成長することによって生じるものとする．図

2.4 は，建築物の内部で出火した火災のうち，区画𝑖に煙が進入するシナリオを特定するため

のイベントツリーである．区画𝑖への煙の進入は，さらに離れた区画で火災が発生した場合

であっても起こりうるが，個々の区画には煙の拡散を防止する性能が一定程度備わってい

ることを考慮し，その影響を無視しうるものとする（2.2 節で導入した仮定参照）．なお，図

2.4 には，説明の重複を避けるために，区画𝑖で火災が発生するシナリオを特定するための分

岐も含まれている（事象④）．図 2.4 のイベントツリーに従えば，区画𝑖で煙進入が発生する

確率𝑝ௌூは𝑝,  ∑ 𝑝,𝑝ிை,
ெ
ୀଵ となるが，総合的なリスク評価の枠組みの下での𝑝ௌூは当該建築

物の出火確率𝑝の条件付き確率となることから，𝑝ௌூ,は次のように表される． 

𝑝ௌூ, ൌ
బ,ା∑ బ,ೕಷೀ,ೕ

ಾ
ೕసభ

∑ బ,
ಿ
సభ

 (2.4) 
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図 2.4  区画𝑖で煙が進入または火災が発生する確率 

 

ここで，𝑀は区画𝑖に対して水平方向に接続する区画の数，𝑝ிை,は隣接する区画𝑗で火災が成

長する確率，𝑁は建築物を構成する区画の数である．このうち，𝑀に鉛直方向に接続する区

画を含めない理由は，照明器具などの取り合い部などの床あるいは天井の隙間を通じた鉛

直方向の移流量が，開放された扉あるいは閉鎖された扉の隙間などを通じた水平方向の移

流量に比べて少ないと考えられるためである．なお，𝑝ிை,については，事象④に関連して後

述する．式(2.2)および(2.3)に示すように，区画𝑖の出火確率𝑝,は，建築物の用途および区画

𝑖の規模に依存するため，平面計画が確定した後で調整できる余地は小さい．このため，区

画𝑖で煙進入が発生する確率𝑝ௌூは，隣接する区画𝑗で火災が成長する確率𝑝ிை,を左右する仕

様の変更を通じて低減を図る必要がある． 

2.5 事象③：避難失敗 

建築物における火災時の避難安全は，火災によって天井下に蓄積する煙が避難安全上の

障害となる高さに降下するまでに避難が完了することをもって確認されることが多い［例

えば 2.12］．本研究ではこうした考え方にならい，避難完了時間𝑡ா（評価関数）と限界煙降

下時間𝑡ௌ（限界条件）の大小関係に従って建築物の避難安全性能を評価する．ただし，𝑡ாお

よび𝑡ௌは，建築物内部の空間形状や内装材料の燃焼特性などの設計仕様によって一意には定

まらず，出火源の燃焼特性や在館者の行動特性など，設計時に特定することが困難な要因に

よって変化する．そこで，こうした不確実要因を考慮したモンテカルロシミュレーションを

行って，次のように避難失敗確率𝑝ௌを評価する． 

𝑝ௌ ൌ Prሺ𝑡ா  𝑡ௌሻ (2.5)  
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式(2.5)において，確率変数である𝑡ா，𝑡ௌに建築物で採用される設計仕様を反映させれば，そ

れらがどの程度，建築物の避難安全性能の向上に寄与しているのかを測ることができる．本

研究では，避難安全検証法［2.12］の考え方を参考にしながら𝑡ா，𝑡ௌを計算する． 

2.5.1 避難完了時間 

 ある室における在館者の避難完了時間𝑡ாは，火災が発生してから避難を開始するまでの時

間𝑡ா,௦௧௧，避難を開始してから当該室の出口である扉に到達するまでの時間𝑡ா,௧௩，扉に到

達してから通過するまでの時間𝑡ா,௨௨の和として，次のように評価することができる． 

𝑡ா ൌ 𝑡ா,ୱ୲ୟ୰୲  𝑡ா,୲୰ୟ୴ୣ୪  𝑡ா,୯୳ୣ୳ୣ (2.6) 

このうち避難開始時間𝑡ா,௦௧௧は，一般的に出火から在館者が火災を覚知するまでの時間と，

覚知から避難を開始するまでの時間に分けて考えることができる．しかし，ここでは，避難

安全検証法［2.12］の階避難安全検証にならい，防災計画評定などの実務において採用され

てきた次の計算式を利用する． 

𝑡ா,௦௧௧ ൌ
ඥೌೝೌ
ଷ

 ሺ分ሻ (2.7) 

ここで，𝐴は当該室及び当該室を通らなければ避難することができない建築物の部分の

床面積である． 

歩行時間𝑡ா,௧௩は，避難経路に沿った歩行距離𝑙を各部分ごとの歩行速度𝑣で除すことで

次のように計算する． 

𝑡ா,௧௩ ൌ ∑ ቀ

௩
ቁே

ୀଵ  (分) (2.8) 

ここで，下付き文字の𝑖は当該室に到達するまでに在館者が通過する室，𝑁はその数である．

歩行距離𝑙は，各室の入口となる扉と出口となる扉の位置関係などにも依存するが，ここで

は正方形状の室の向かい合う位置にある頂点の間のマンハッタン距離に相当するものと考

え，次のように計算する． 

𝑙 ൌ 2ඥ𝐴 (2.9) 

これは，実際の歩行距離を過大に評価するものであり，避難計画上は安全側の評価となって

いる． 

 扉通過時間𝑡ா,௨௨は，当該室を通過する在館者の数を，単位時間あたりに当該室の出口

を通過することができる人数で除すことにより次のように計算する． 
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𝑡ா,௨௨ ൌ ∑ ቀ
∑ ఘ
ಿ
సభ

ே
ቁே

ୀଵ  (分) (2.10) 

ここで，𝐴は室面積， 𝜌は在館者密度，N は有効流動係数，B は扉幅である．当該室の扉を

通過する在館者が，火災が発生した段階で複数の室に分かれて滞在していた場合，当初どの

室に滞在していたのかによって，在館者の扉の通過に時間差が生じる可能性がある．しかし，

式(2.10)では，当該扉を通過する全ての在館者が一度に扉前に滞留する状況を想定しており，

𝑡ா,௧௩の場合と同様，避難安全上は安全側の評価となっている． 

 設計条件は，在館者の避難完了時間𝑡ாを構成する 3 つの時間（避難開始時間𝑡ா,௦௧௧，歩行

時間𝑡ா,௧௩，扉通過時間𝑡ா,௨௨）に反映される．ただし，𝑡ா,௦௧௧は区画の形状に依存する

としているため，平面計画が決まった後の調整は難しい．また，𝑡ா,௧௩は，本来であれば扉

の位置に依存するが，現時点では評価の対象外となっている．現時点で唯一調整が可能な時

間は𝑡ா,௨௨であり，扉の数および幅を変更することで調整することができる． 

2.5.2 限界煙降下時間 

図 2.5 に模式的に示すように，火災時には，火源上に形成された火災プルームによって運

搬された煙が蓄積することで，天井下に高温の煙層が形成される．このとき，ある室におけ

る限界煙降下時間𝑡ௌは，煙層の下端高さ𝑧௦が避難安全上の障害となる高さ𝐻に降下するま

での時間と定義することができる．すなわち，火源から発生する煙の煙層への体積流入速度

を𝑉ሶ௦，排煙設備による煙層からの煙の体積排出速度を𝑉ሶとすれば，𝐻と𝑡௦の関係は次式のよ

うに表される． 

𝐻 െ 𝐻 ൌ
 ೞି ௗ௧
ೞ
బ


 (2.11) 

ただし，𝐻は室の天井高さである．式(2.11)において，𝑉ሶが煙層の厚さによらず一定であると

すれば，𝑉ሶ௦が唯一の変数となる．ここでは，火源の発熱速度が時間𝑡の自乗に比例して拡大

するという，火災安全工学において広く導入される仮定を用いることで，次式のように𝑉ሶ௦を

計算する［2.15］． 

 

 

図 2.5 煙層下端高さに基づく安全な避難限界 
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𝑉ሶ௦ ൌ
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ହ ଷ⁄  (2.12) 

ここで，αとαはそれぞれ収納可燃物と内装材の火災成長率，𝑡は時間，𝑧௦は煙層の下端高

さである．𝑉ሶ௦は，𝑡だけでなく，𝑧௦によっても変化することから，本研究では数値的に式(2.11)

の解を求めることとする． 

 上記の定式化に従えば，室の天井高さ𝐻，室の床面積𝐴，内装材の種類に応じた火災成長

率α，あるいは排煙設備の仕様によって決まる煙層からの体積排出速度𝑉ሶを変更すること

で，煙層への体積流入速度𝑉ሶ௦の大きさを調整することができる． 

2.5.3 不確実要因：火災成長率 

 式(2.12)に示す通り，煙の体積流入速度𝑉ሶ௦は，収納可燃物の火災成長率αと内装材の火災

成長率αという 2 つの建築物側の条件によって左右される． 

このうち，αについては，避難安全検証法の考え方に従い，表 2.11 に示すような内装材

の不燃性に基づく値を設定する．ただし，一般には，室内の上部で使われる内装材の火災拡

大への寄与が大きく，床面から 1.2m 以上の部分の壁および天井の室内に面する部分の種類

に応じてαを定めるものとされていることから［2.14］，ここでもその考え方を踏襲する． 

 

表 2.11 内装材の火災成長率［2.14］ 

種類 火災成長率α 

不燃材料でした仕上げ 0.0035 

令第 129 号第 1 項第二号に掲げる仕上げ 0.014 

令第 129 号第 1 項第一号に掲げる仕上げ 0.056 

木材その他これに類する材料でした仕上げ 0.35 

 

収納可燃物については，一般に，室の種類に応じてその量が異なり，火災成長率αにも隔

たりがあることが知られている．避難安全検証法では，室の種類に応じて火災時の発熱量を

設定し，ここからαを計算する方式を採用している［2.14］．ただし，避難安全検証法で採用

される発熱量には，実態調査により調べられた発熱量の平均に一定の変動分が上増しされ

た一意の値が設定されており，室に応じたばらつきは考慮されていない．そこで本研究では，

αが確率的な分布をとるものとみなし，火災統計に基づき推定された分布形を用いたモン

テカルロシミュレーションにより，確率的にαを与えることとする．火災報告（総務省消防

庁）の 1995 年から 2019 年までの 25 年間の記録の分析によれば，αはガンマ分布で近似可

能であることが報告されている［2.16］．ただし本研究では，分布形の扱いやすさを考慮し，

これらをさらに対数正規分布に換算したものを使用する（表 2.12）．  
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表 2.12 収納可燃物の火災成長率［2.16］ 

 室の種類 
発熱量 

(MJ/m2) 

ガンマ分布 

(kW/s2) 

対数正規分布 

(kW/s2) 

𝛼 𝛽 𝜇 𝜎 

(一) 
住宅の居室 720 0.86 36.7 0.0234 0.0253 

住宅以外の建築物における寝室または病室 240 0.68 40.6 0.0167 0.0203 

(二) 
事務室その他これに類するもの 560 0.62 26.1 0.0238 0.0302 

会議室その他これに類するもの 160 0.76 40.1 0.0190 0.0217 

(三) 

教室 400 0.68 38.8 0.0175 0.0213 

体育館のアリーナその他これに類するもの 80 0.57 34.7 0.0164 0.0218 

博物館又は美術館その他これに類するもの 240 0.71 29.5 0.0241 0.0286 

(四) 

百貨店の売り場又は物品

販売業を営む店舗その他

これらに類するもの 

家具又は書籍の売り場その他

これらに類するもの 
950 0.56 8.5 0.0659 0.0880 

その他の部分 480 0.59 20.1 0.0294 0.0382 

飲食店その他の飲食室 
簡易な食堂 240 0.69 42.8 0.0161 0.0194 

その他の飲食堂 480 0.69 31.2 0.0221 0.0266 

(五) 

劇場，映画館，演劇場，

観覧場，公会堂，集会場

その他これらに類する用

途に供する室 

客席部分 
固定席の場合 400 0.66 28.2 0.0234 0.0288 

その他の部分 480 - - - - 

舞台部分 240 0.61 46.8 0.0130 0.0167 

(六) 
自動車車庫又は自動車修

理工場 

車室その他これに類するもの 240 0.71 44.6 0.0159 0.0189 

車路その他これに類するもの 32 - - - - 

(七) 

廊下，階段その他の通路 32 0.65 66.2 0.0098 0.0122 

玄関ホール，ロビーその

他これらに類するもの 

劇場，映画館，演芸場，観覧

場，公会堂若しくは集会場そ

の他これらに類する用途又は

百貨店若しくは物品販売業を

営む店舗その他これらに類す

るもの 

160 0.71 49.1 0.0145 0.0172 

その他のもの 80 - - - - 

(八) 昇降機その他の設備の機械室 160 0.55 45.4 0.0121 0.0163 

(九) 屋上広場又はバルコニー 80 0.53 78.5 0.0068 0.0093 

(十) 倉庫その他の物品の保管の用に供する室 2000 0.7 20.0 0.0350 0.0418 

2.6 事象④：火災発生 

本研究における「出火」と「火災発生」の呼称の差異は 2.3 節で定義した通りである．あ

る区画での出火は，基本的に，当該区画の条件のみによりその確率を評価することができる．

一方，他の区画で出火した火災が，内部延焼により当該区画に至ることにより発生する火災

の評価には，区画間の連続的な延焼の過程を考慮する必要があり，建築物の規模によっては

考慮すべき延焼の経路が膨大な数に上る可能性がある．そこで，事象②の煙進入の場合と同

様，個々の区画には火災の延焼を防止する性能が一定程度備わっていることを前提として，

ある区画𝑖における火災の発生は，「自区画での出火」もしくは「自区画に直接隣接する区画

（一次隣接区画）で出火した火災の延焼」のいずれかによって起こるものとする．事象②の

説明で示した図 2.4 を参照すれば，区画 𝑖において火災が発生する確率𝑝ிூは𝑝, 
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∑ 𝑝,𝑝ிை,𝑝்,
ெ
ୀଵ として求めることができる．ただし，総合的なリスク評価の枠組みにおい

て，𝑝ிூは当該建築物の出火確率𝑝の条件付き確率となることから，次のように表される．  

𝑝ிூ, ൌ
బ,ା∑ బ,ೕಷೀ,ೕಳ,ೕ

ಾ
ೕసభ

∑ బ,ೖ
ಿ
ೖసభ

 (2.13) 

ここで，𝑀は水平方向および鉛直方向に接続する区画，𝑝்,は一時隣接区画𝑗での区画突破

確率である．事象②の煙進入の場合とは異なり，𝑀には水平方向だけでなく，鉛直方向に接

続する区画を含てある．また，𝑝்,については，事象⑥に関連して後述する．式(2.2)および

(2.3)に示すように，区画𝑖の出火確率𝑝,は，建築物の用途および区画𝑖の規模に依存するため，

平面計画が確定した後で調整できる余地は小さい．このため，区画𝑖において火災が発生す

る確率𝑝ிூは，隣接する区画𝑗で火災が成長する確率𝑝ிை,または区画𝑗での区画突破確率𝑝்,

を左右する仕様の変更を通じて低減を図る必要がある． 

2.7 事象⑤：火災成長 

区画内で発生した火災は，出火源の位置や大きさなどによっては拡大せず，自然鎮火する

場合がある．自然鎮火しない場合であっても，在館者もしくは消防隊による消火活動，また

はスプリンクラー設備（以下，SP 設備）などの自動的に作動する散水設備によって，比較

的規模が小さい段階で消し止められ，大きな被害を生じない場合もある．火災が発生した建

築物の倒壊，または隣接する建築物への延焼といった大きな被害の発生は，鎮火に失敗し，

盛期火災に成長した火災によって引き起こされると考えることができる．図 2.6 は，区画内

で発生した火災が成長する確率をイベントツリーの形で整理したものである．このイベン

トツリーに従えば，火災成長が起こる確率𝑝ிைは次のように表される． 

𝑝ிை ൌ �̅��̅�,ௌ൫𝑝,�̅�,ௌ  �̅�,൯൫𝑝ௌ,�̅�ௌ,ௌ  �̅�ௌ,൯ (2.14) 

ただし，𝑝は自然鎮火が起こる確率，𝑝,は在館者によって消火活動が行われる確率，𝑝,ௌ

は同じく奏功する確率，𝑝௦,はスプリンクラー設備が作動する確率，𝑝௦,ௌは同じく奏功する

確率，𝑝,ௌは消防隊による消火活動が行われ，盛期火災への成長の防止に成功する確率であ

る．すなわち，式(2.14)に含まれる各事象の発生確率を定量化できれば，火災成長確率𝑝ிைを

評価できるようになる．本研究では，火災報告（総務省消防庁）［2.17］を主に利用して式

(2.14)の各事象の発生確率をモデル化する．ただし，火災報告には，火災被害を受けた建築

物に関する情報が必ずしも十分には記載されていないため，専ら火災報告の記録から発生

確率を推定可能な事象と，そうでない事象があった．前者には，自然鎮火，在館者による消

火活動の有無・奏功，およびスプリンクラー設備の作動・奏功の各事象が該当する．後者に

は，消防隊による消火活動の奏功の事象が該当する．本節では，両者の推定の方法について，

項を分けて説明する． 
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図 2.6 区画内で発生した火災が成長する確率 

 

表 2.13 区画成長確率の推定に利用される事象の発生確率 

事象 
分析に使用した事例 左記事例のうち事象が発生した事例 発生 

確率 
出典 

該当条件 該当件数 判定条件 該当件数 

自然鎮火 𝑝 

初期消火なし火災 

・全て 
207,796 焼損床面積 1m2未満の火災 81,788 0.394 [2.17] 

初期消火なし火災 

・消防隊による放水が行われな

かったもの 

59,448 焼損床面積 1m2未満の火災 53,331 0.897 [2.17] 

消火活動(在館

者)の有無 𝑝, 

全火災 

・過去 1 年間に消火訓練が行わ

れたもの 

65,151 
初期消火あり火災 

・SP 設備によるものを除く 
56,007 0.860 [2.17] 

全火災 

・過去 1 年間に消火訓練が行わ

れているか不明のもの 

587,670 
初期消火あり火災 

・SP 設備によるものを除く 
306,675 0.522 [2.17] 

消火活動(在館

者)の奏功 𝑝,ௌ 

初期消火あり火災 

・SP 設備によるものを除く 

・過去 1 年間に消火訓練が行わ

れたもの 

46,541 焼損床面積 1m2未満の火災 40,981 0.881 

[2.17] 
初期消火あり火災 

・SP 設備によるものを除く 

・過去 1 年間に消火訓練が行わ

れているか不明のもの 

397,177 焼損床面積 1m2未満の火災 238,836 0.601 

SP 設備の作動 

𝑝ௌ, 
定期点検調査に基づく非故障率 0.977 [2.18] 

SP 設備の奏功 

𝑝ௌ,ௌ 
SP 設備が作動した火災 4,406 

焼損床面積 1m2未満の火災 3,317 0.753 

[2.17] 焼損床面積 2m2未満の火災 3,490 0.792 

焼損床面積 3m2未満の火災 3,569 0.810 

⾃然
鎮⽕

消⽕活動
（在館者）

有無

消⽕活動
（在館者）

奏功 発⽣確率盛期⽕災の
⽕災発⽣

SP設備
作動

SP設備
奏功

消⽕活動
（消防隊）

奏功
×

×

×

×

〇

×

〇

×

×

〇

×

〇
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2.7.1 統計のみから発生確率を推定できる事象 

本研究で分析に使用した火災報告の記録は，1995 年から 2019 年までの 25 年間分の記録

である［2.17］．火災報告には，国内で発生した全ての認知火災の記録が収録されており，な

かには非建物火災など，本研究の対象からは外れる事例の記録も含まれている．そこで，「建

物火災でない」，「爆発火災でない」ことを条件としてスクリーニングを行った上で，明らか

な重複事例を除外した結果，652,821 件分の分析可能な記録が得られた．該当する記録を分

析することにより得られた各事象の発生確率を表 2.13 に整理する．表 2.13 には，全事例の

中から分析に使用した事例と，事象が発生した事例の件数を示している．ここでは後者を前

者で除すことにより，着目する事象の発生確率を求めることとした． 

(1) 自然鎮火 

 自然鎮火とは，放任状態であるにもかかわらず成長することのない火災を指している．自

然鎮火については，「焼損床面積 1m2 未満の火災」の件数を，「初期消火なし火災」の件数

で除すことにより，発生確率（自然鎮火確率）𝑝を求めることとした．自然鎮火とみなせる

焼損床面積の大きさの決め方には任意性があるが，本研究では，火災報告の記載規則上，最

小の水準となる「1m2 未満」とした．以上の定義の下で得られた自然鎮火確率は𝑝 ൌ 0.394

となった． 

ただし，分子に使用した「焼損床面積 1m2 未満の火災」，および分母に使用した「初期消

火なし火災」のそれぞれ件数の中には，消防隊による消火活動が行われた火災も含まれてい

るため，得られた値が実際の自然鎮火確率に一致するとは限らない．そこで，消防隊による

放水が行われなかった火災に限定して自然鎮火確率を求めたところ，𝑝 ൌ 0.897となった．

この場合には，消防への通報の必要性が感じられないほど出火源の規模が小さく，そのこと

が消防隊による放水につながらなかった火災が相当数含まれると考えられるため，得られ

た自然鎮火確率は実際を過大に評価しているものと考えられる． 

2 つの場合について得られた自然鎮火確率は，いずれも誤差を伴っていると考えられる．

誤差の程度を明らかにすることは難しいが，本研究では，より幅広い火源の条件を反映して

いると考えられる𝑝 ൌ 0.394を採用することとした． 

(2) 消火活動（在館者）の有無 

 在館者による消火活動の有無については，「消火あり火災」の件数を，「全火災」の件数で

除すことにより，発生確率（消火実施確率）𝑝,を求めることとした．在館者が消火活動

に参加するか否かは，火災発見時の火災の状況，利用可能な消火設備の有無，在館者の消火

設備への習熟度などに依存すると考えられる．本研究では ，こうした要因のうち，「過去 1

年間の消火訓練の実施の有無」に着目して𝑝,の違いを調べている．ただし，ここで言う

消火訓練は，消防法に規定される消火器や屋内消火栓を使用した初期消火訓練のことを指
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す．この結果，消火訓練が行われていた場合の消火実施確率は𝑝, ൌ 0.860，消火訓練が行

われていなかった場合の消火実施確率は𝑝, ൌ 0.522となった．こうした比較を行えるよ

うにすることで，建築物の日常的な防火管理体制の状態を，建築物の性能評価に反映するこ

とが可能になる． 

(3) 消火活動（在館者）の奏功 

 在館者による消火活動の奏功については，「焼損床面積 1m2 未満の火災」の件数を，「初

期消火あり火災」の件数で除すことにより，発生確率（消火奏功確率）𝑝,ௌを求めること

とした．在館者による消火活動の奏功についても，消火活動の有無と同様，建築物の日常的

な防火管理体制の状態が影響をしていると考えられることから，本事象についても，「過去

1 年間の消火訓練の実施の有無」に着目して𝑝,ௌの違いを調べている．この結果，消火訓練

が行われていた場合の消火奏功確率は𝑝,ௌ ൌ 0.881，消火訓練が行われていなかった場合

の消火奏功確率は𝑝,ௌ ൌ 0.601となった．なお，自然鎮火の場合と同様，初期消火が成功し

たとみなせる焼損床面積の大きさの上限は「1m2 未満」としてある．これは，火災報告の記

載規則上の最小の水準に相当するが，これ以上の焼損床面積であっても消火活動が奏功し

ている場合があろうことを考えれば，表 2.13 に示した𝑝,ௌの値は，計画上で安全側の水準

となっている． 

(4) スプリンクラー設備の作動 

 SP 設備の作動確率𝑝ௌ,は，「SP 設備が作動した火災」の件数を，「SP 設備の作動条件を

満たす火災」の件数で除すことで求めることができる．このうち，「SP 設備が作動した火災」

の件数は火災報告に記載されている情報から特定することが可能である．しかし，「SP 設備

の作動条件を満たす火災」については，SP 設備の感知部周辺で一定の温度上昇があり，作

動条件に至っていたのか否か，火災報告に記載されている情報から判断することは難しい．

そこで，定期点検調査の結果をもとに SP 設備の非故障率を分析した結果を参考に，𝑝ௌ, ൌ

0.977を採用することとした［2.18］． 

(5) スプリンクラー設備の奏功 

 SP 設備による消火の奏功については，「焼損床面積が一定未満の火災」の件数を，「SP 設

備が作動した火災」の件数で除すことにより，発生確率（奏功確率）𝑝ௌ,ௌを求めることとし

た．表 2.13 には，消火が成功したとみなせる焼損床面積の水準を 1m2，2m2，3m2の 3 段階

に分けて𝑝ௌ,ௌを示してある．このように，在館者の消火活動の奏功水準である 1m2 よりも高

い水準を検討した理由は，SP 設備が，火源の規模がある程度大きくなった段階で初めて作

動することを踏まえたもので，1m2 を上回る焼損床面積であっても，SP 設備による消火奏

功事例が含まれると考えられるためである．明確な根拠に基づいて具体的な水準を特定す
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ることは難しいが，本研究では計画上安全側の評価が行えるよう，「焼損床面積 1m2 未満の

火災」を奏功した事例とみなして𝑝ௌ,ௌを設定する． 

なお既往研究［2.19］では，本研究と同様に火災報告を利用することで，奏功水準を焼損

床面積 1m2 未満とした場合の奏功確率を𝑝ௌ,ௌ ൌ 0.65と推定している．本研究で算出された

値との差異は，奏功確率の定義の違いにある．既往研究では，図 2.7 において，SP 設備が作

動しなければ自然鎮火していたであろう焼損床面積𝐴が 0m2 の記録aを除外した𝑝ௌ,ௌ ൌ

b/ሺb  cሻを奏効確率として定義している．これに対し，本研究では，図 2.6 のイベントツリ

ーにおいて明示的に自然鎮火を考慮しているため，記録aを除外しない𝑝ௌ,ௌ ൌ ሺa  bሻ/ሺa 

b  cሻを奏功確率として定義している．  

 

 

図 2.7 既往研究における SP 設備の奏効確率の考え方［2.19］ 

2.7.2 消火活動（消防隊）による盛期火災への成長防止 

図 2.6 のイベントツリーにおいて，火災報告などの統計データのみを用いて消防隊の消火

活動による盛期火災への成長防止確率をモデル化することが難しい．これは，消防隊が消火

活動を開始する時点ですでに火災の規模が拡大してしまっており，焼損床面積などの記録

から消火活動が奏功したのか否かを判定することが難しい場合があること，また，火災報告

に収録される記録からは，火災室が一体的に燃焼する盛期火災に至っていたのか否かを判

定することが難しいためである． 

そこで本研究では，消防隊が通報を受けてから放水を開始するまでの時間（放水開始時間）

𝑡と，消防隊の放水によって盛期火災への発展を食い止めることができる限界時間（放水

開始限界時間）𝑡,の大小関係に基づいて，次式に従って奏功確率（消火成功確率）𝑝,ௌを

求めることとする．  

𝑝,ௌ ൌ Pr൫𝑡  𝑡,൯ (2.15) 

ただし，後述するように，𝑡と𝑡,はいずれも確率的に変動することから，モンテカルロ

シミュレーションを行うことにより𝑝,ௌを計算する．  

(1) 放水開始時間 

放水開始時間𝑡は，火災報告により火災事例ごとに特定することができるが，消防署から

SP設備作動なし

SP設備作動あり

a b c
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火災現場までの駆け付け時間，すなわち駆け付け距離𝑑に依存する．図 2.8 は，火災報告か

ら抽出された駆け付け距離𝑑と放水開始時間𝑡の関係を整理したものである．𝑑が大きくな

るほど𝑡も大きくなる傾向が見て取れるが，小さくないばらつきを伴っており，消防署か

ら火災現場までの道路・交通状況などによる影響を受けていることが推察される．ただし，

個々の火災事例における道路・交通状況を遡って特定することは困難であることから，ここ

ではこれを不確実要因とみなして，𝑡が対数正規分布に従うものと仮定する．そうした前

提の下で火災報告より抽出された𝑑と𝑡の関係を回帰すれば，次のように𝑡をモデル化す

ることができる． 

𝑡~LogNormalሺ𝜇 ൌ 3.45𝑑.ଷଷ,𝜎 ൌ 5.43ሻ ሺminሻ (2.16) 

ただし，火災報告における定義に合わせるため，式(2.16)において，𝑑の単位は（百 m）で

ある．図 2.8 には，式(2.16)により得られる𝑡の累積分布を重ね合わせてあり，火災報告に

記された実測値との一致は概ね良好である． 

 

 

図 2.8 駆け付け距離𝑑に応じた放水開始時間𝑡の累積分布（火災報告とモデルの比較） 
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(2) 限界放水開始時間 

建築物内部で発生した火災に対する消防隊の放水は，屋内に進入した後に行われること

が基本であるが，火災の規模が大きくなり，消防隊員の安全が確保できないと判断されれば，

屋外からの放水に切り替えられる．限界放水開始時間𝑡,は，消防隊の屋内での消火活動

限界時間を指す．これは，建築物内部の火災の状態，建築物の消火活動に対する支援機能の

有無，消火活動にあたる消防隊の体制などの様々な要因によって左右されるが，現時点では

これらの効果を適切に評価することが難しいことから，出火後に規模を拡大する火災が盛

期火災に移行する時間，あるいは盛期火災への移行の阻止が困難となる時間を𝑡,とみな

すこととする．ここで火災の初期段階における発熱速度𝑄ሶの成長は，時間𝑡の自乗に比例す

ると仮定できることが知られている（𝑄ሶ ൌ 𝛼𝑡ଶ）．これが盛期段階にまで発展すれば，換気

に支配される定常的な燃焼に移行する（𝑄ሶ ൌ 1500𝐴√𝐻）．すなわち，初期段階から盛期段

階への移行時間は，両者を等置することにより得られる次式により推定することができる．  

𝑡, ൌ
ଵ


ቀ
ொሶಳ,ೝ

ఈ
ቁ
ଵ/ଶ

 ሺ分ሻ (2.17) 

ここで，𝛼は火災成長率，𝑄ሶ,は初期段階から盛期段階へ移行する際の限界発熱速度である．

ただし，盛期段階への移行阻止が困難となる時間は，盛期火災となる時間に先行する可能性

がある．ここでは，移行阻止が困難となる限界の発熱速度を𝑄ሶ,と置き，次式のように𝑡,

を計算することとする． 

𝑄ሶ, ൌ max൛1500𝐴√𝐻,𝑄ሶ,ൟ (2.18) 

ここで，𝐴は開口部面積，𝐻は開口部の下端から上端までの高さである．なお，𝛼には，室の

用途に応じた表 2.12 の値を利用する．また，式(2.17)に示した𝑡,では，𝑡,に影響を及ぼ

し得る建築物側の要件を限定的にしか考慮していない．より幅広い要件が建築物の消防活

動支援性能に及ぼす影響を評価できるようにするには，例えば，利用可能な消火設備の種類，

非常用エレベーターなどの移動手段の有無，消防活動拠点の形成の有無などの影響を反映

できるようにすることなどが考えられる．しかし，現時点では定量化に必要な知見が十分に

蓄積されていないため，将来的な課題として残す． 

2.8 事象⑥：区画突破 

区画内で発生した火災が盛期火災にまで発展すると，強い加熱を長時間にわたって受け

る壁，天井，扉などの区画を構成する部材が損傷し，隣接する区画への延焼経路が形成され

る場合がある．部材の損傷に伴う区画の突破確率𝑝்の評価には，部材の耐火性能に関する

法令適合が，標準加熱の下での当該部材の性能担保時間の長さにより確認されていること
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を踏まえた手続きを採用する．すなわち，標準加熱と等価な加熱の下での火災継続時間（等

価火災継続時間）𝑡ி
∗が，標準加熱の下での部材の性能担保時間（保有耐火時間）𝑡ோを上回る

場合に部材が突破されるものとみなす．このうち，等価火災継続時間𝑡ி
∗は，建築物内の収納

可燃物密度の実態調査の結果［2.20］を踏まえて，対数正規分布に従うものとする．これに

対し，保有耐火時間𝑡ோもある程度のばらつきを有するものと考えられるが，これを推定する

に足るだけのデータがないこと，また，部材の製作コスト低減の観点から𝑡ோに付与されてい

る余裕度は小さいと考えられることから，一定値をとるものとする．この場合，突破確率𝑝்

は，標準正規分布の累積分布関数𝛷および信頼性指標𝛽்を用いて以下のように表される．  

𝑝் ൌ Prሺ𝑡ோ ൏ 𝑡ி
∗ሻ ൌ 1 െ𝛷ሺ𝛽்ሻ (2.19) 

𝛽் ൌ
 ௧ೃିఒಷ

కಷ
 (2.20) 

ここで，𝜆ிと𝜉ிは，それぞれ次のように定義される対数正規分布のパラメータである． 

𝜆ி ൌ 𝑙𝑛 ൜
ఓಷ

ඥଵାሺఙಷ ఓಷ⁄ ሻమ
ൠ  (2.21) 

𝜉ி ൌ ට𝑙𝑛 1  ቀ
ఙಷ
ఓಷ
ቁ
ଶ
൨  (2.22) 

ここで，𝜇ிと𝜎ிはそれぞれ等価火災継続時間𝑡ி
∗の平均と標準偏差である．ただし，式(2.19)

では，等価火災継続時間𝑡ி
∗と部材の保有耐火時間𝑡ோの関係が明示的ではないため，次のよう

な近似式を導入して，それぞれが確率𝑝்に及ぼす影響を把握できるようにする［2.21］． 

𝑝் ൌ
ଵ

ଵାଵ.ଷଶ൫௧ೃ ௧ಷ
∗⁄ ൯
ఱ.మర ≡ 𝐹ሺ𝑡ோ 𝑡ி

∗⁄ ሻ (2.23) 

部位によって異なり得る火災加熱の程度は，等価火災継続時間𝑡ி
∗に反映されるため，ここで

定義した関数𝐹自体は，部位に依存しない一般化された突破確率𝑝்の計算式となっている．

これ以降の突破確率𝑝்の評価には，関数𝐹を使用する． 

2.8.1 延焼先との位置関係に応じた区画突破確率 

ある区画が盛期火災となった場合の区画突破確率𝑝்は，火災区画と延焼先となる区画の

位置関係に応じて，（1）水平方向への突破と，（2）鉛直方向への突破，の 2 通りに分けて考

えることができる． 

(1) 水平方向への突破 

まず，区画が水平方向に突破される場合には，内部で発生する火災からの加熱により，扉
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または壁のいずれかが突破される．扉と壁の間では，保有耐火時間および火災加熱に暴露さ

れる面積が異なる場合があることを考慮すれば，区画突破確率𝑝்は次のように計算するこ

とができる［2.21］． 

𝑝் ൌ 1 െ ൫1 െ 𝑝்,൯

൫1 െ 𝑝்,ௐ൯

ଵି୰
 (2.24) 

ここで，𝑟は壁面に対する扉部分の面積の比率（開口率），𝑝்,および𝑝்,ௐはそれぞれで単

体の扉および壁が突破される確率である．𝑝்,および𝑝்,ௐは，区画内部で発生する火災の

等価火災継続時間𝑡ிሺଵሻ
∗ と，当該部材の保有耐火時間𝑡ோ,および𝑡ோ,ௐを，それぞれ式(2.23)に代

入することで，次のように計算することができる． 

𝑝், ൌ 𝐹 ൬
௧ೃ,ವ

௧ಷሺభሻ
∗ ൰ (2.25) 

𝑝்,ௐ ൌ 𝐹 ൬
௧ೃ,ೈ

௧ಷሺభሻ
∗ ൰ (2.26) 

なお，区画突破防止上の機能が期待される扉（防火扉など）では，障害物などによる閉鎖障

害が起こる場合もあるが，本研究では常に閉鎖されていることとし，作動上の不確実性は考

慮しない．これは，計算の便を考慮した仮定であるが，延焼防止の観点からは危険側の評価

につながる可能性がある．このため，計算結果の解釈には留意が必要であるが，一般には，

閉鎖障害が起こる確率は数パーセント程度と見込まれるため［2.18］，その程度は限定的と

考えられる． 

(2) 鉛直方向への突破 

一方，区画が鉛直方向に突破される場合では，下層階への突破の可能性を無視し，上層階

への延焼のみを考慮する．この場合，区画の突破が，床の突破，もしくは開口噴出火炎によ

る外壁面の突破のいずれかによるものと考え，次のように突破確率𝑝்を計算する． 

𝑝் ൌ 1 െ ൫1 െ 𝑝்,൯൫1 െ 𝑝்,൯ (2.27) 

ここで，𝑝,は床が突破されることによる上階延焼確率，𝑝்,は開口噴出火炎によっ

て外壁面が突破されることによる上階延焼確率である．これらの確率は，火災継続時間（床

の場合は内部で発生する火災の等価火災継続時間𝑡ிሺଵሻ
∗ ，外壁面の場合は開口噴出火炎による

等価火災継続時間𝑡ிሺଶሻ
∗ ）と，部材の保有耐火時間（床の場合は𝑡ோ,，外壁面の場合は𝑡ோ,

または𝑡ோ,ௐ）を式(2.23)に代入することで，次のように計算できる． 

𝑝், ൌ 𝐹 ൬
௧ೃ,ೝ

௧ಷሺభሻ
∗ ൰ (2.28) 
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𝑝், ൌ 1 െ ൜1 െ 𝐹 ൬
௧ೃ,ವ

௧ಷሺమሻ
∗ ൰ൠ



൜1 െ 𝐹 ൬
௧ೃ,ೈ

௧ಷሺమሻ
∗ ൰ൠ

ଵି

 (2.29) 

開口噴出火炎によって外壁面が突破される場合については，窓と壁の間で保有耐火時間お

よび火災加熱に暴露される面積が異なる場合があることを考慮して，式(2.24)と同様の定式

化を行っている． 

2.8.2 等価火災継続時間 

等価火災継続時間の計算には，実際の火災継続時間𝑡ிをあらかじめ計算しておく必要があ

る．ここでは，区画内の収納可燃物量から想定される総発熱量𝑄を，盛期火災時の発熱速度

𝑞ሶで除すことにより，次のように計算する． 

𝑡ி ൌ
ொ
ሶಳ

 (2.30) 

ただし，発熱速度𝑞ሶの計算には，区画模型実験の結果を回帰することで得られ，耐火性能検

証法で採用された次式を使用する［2.22］． 

𝑞ሶ ൌ ቐ

1.6𝜒 ∙ 𝐴௨                                          ሺ𝜒  0.081ሻ
0.13 ∙ 𝐴௨                               ሺ0.081 ൏ 𝜒  0.1ሻ
ሺ2.5𝜒 ∙ 𝑒𝑥𝑝ሺെ11𝜒ሻ  0.048ሻ ∙ 𝐴௨   ሺ0.1 ൏ 𝜒ሻ

 (2.31) 

ここで，𝜒は次式のように定義される燃焼型支配因子である［2.22］． 

𝜒 ൌ
√ு

ೠ
ൌ max 

∑ೀುඥுೀು
ೠ

,
ೃඥுೃ
ೠ

൨ (2.32) 

等価火災継続時間𝑡ி
∗は，実際の火災における部材への入射熱流束の累計値が，標準加熱曲

線による入射熱流束の累計値に一致するよう，次式により実際の火災継続時間𝑡ிを換算する

［2.23］． 

 𝑞ሶ "𝑑𝑡
௧ಷ
 ൌ ቀ ℎ∆𝑇𝑑𝑡

௧ಷ
 ቁ ൌ  𝑞ሶூௌை

" 𝑑𝑡
௧ಷ

∗

 ൌ ቀ ℎ∆𝑇ூௌை𝑑𝑡
௧ಷ

∗

 ቁ (2.33) 

ここで，𝑞ሶ "は実際の火災による入射熱流束，𝑞ሶூௌை
" は標準加熱曲線による入射熱流束，ℎは実

効熱伝達率，∆𝑇は実際の火災による温度上昇，∆𝑇ூௌைは標準加熱曲線による温度上昇である．

ただし，実際の火災による入射熱流束𝑞ሶ "は，建築物の部位によって異なることを考慮し，（1）

区画を構成する壁・床・扉が内部火災からの加熱を受ける場合，（2）火災となった区画の上

階が開口噴出火炎からの加熱を受ける場合，に分けて換算式を用意する．  
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(1) 区画を構成する壁・床・扉が内部火災からの加熱を受ける場合 

区画を構成する壁・床・扉が内部火災からの加熱を受ける場合については，耐火性能検証

法［2.22］に示される温度上昇∆𝑇の予測式を式(2.33)に代入して整理することで，次のよう

に実際の火災継続時間𝑡ிを等価火災継続時間𝑡ிሺଵሻ
∗ に換算する． 

𝑡ிሺଵሻ
∗ ൌ ቀ

ఈ

ସ
ቁ
ଷ ଶ⁄

∙ 𝑡ி (2.34) 

ただし，𝛼は次式のように定義される火災温度上昇係数である． 

𝛼 ൌ 1280 ൬
ሶಳ

ඥ∑ூඥ
൰
ଶ/ଷ

 (2.35) 

ここで， ∑𝐴𝐼は火災室周壁による熱吸収を表す因子，ඥ𝑓は有効開口因子である． 

(2) 火災となった区画の上階が開口噴出火炎による加熱を受ける場合 

火災となった区画の上階が開口噴出火炎による加熱を受ける場合については，開口噴出

火炎に関する既往の温度上昇計測結果［2.24］を式(2.33)に代入して整理することで，次のよ

うな開口上端からの高さ𝑧に応じた換算式が得られる． 

𝑡ிሺଶሻ
∗ ൌ

⎩
⎨

⎧0.27𝑄
∗ ∙ 𝑡ி

ଷ ସ⁄                                     ሺ𝑧 𝑟⁄ ൏ 1ሻ

0.27𝑄
∗ ሺ𝑧 𝑟⁄ ሻିଷ ସ⁄ ∙ 𝑡ி

ଷ ସ⁄   ሺ1  𝑧 𝑟⁄ ൏ 4.83ሻ

0.80𝑄
∗ ሺ𝑧 𝑟⁄ ሻିଷ ଶ⁄ ∙ 𝑡ி

ଷ ସ⁄           ሺ4.83  𝑧 𝑟⁄ ሻ

 (2.36) 

ここで，𝑟は等価開口半径，𝑄
∗ ൌ 𝑞ሶ 𝑐𝜌ஶ𝑇ஶ𝑔ଵ ଶ⁄ 𝑟

ହ ଶ⁄⁄ は無次元発熱速度，𝑞ሶは噴出火炎の

実質的な発熱速度，𝑐は比熱，𝜌ஶは密度，𝑇ஶは外気温，𝑔は重力加速度である．このうち𝑞ሶ

は，換気による持ち出し分に，区画外での燃焼分を加算することで次式のように計算するこ

とができる． 

𝑞ሶ ൌ 𝑐𝑚ሶ ∆𝑇  ∆𝐻 ቀ𝑚ሶ  െ
ሶ

ఊ
ቁ  ሺkWሻ (2.37) 

ここで，𝑚ሶは換気速度，∆𝐻は未燃ガスの燃焼熱，𝑚ሶ は火災区画における可燃物の燃焼速度，

𝛾は空気燃料比である． 

2.8.3 不確実要因：収納可燃物密度 

 収納可燃物については，一般に，室の種類に応じてその量が異なることが知られている．

耐火性能検証法では，既往の実態調査結果に基づいて収納可燃物密度𝑤を設定し，ここから

火災継続時間𝑡ிを計算できるようにしている［2.22］．耐火性能検証法で採用される収納可
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燃物密度𝑤には，実態調査により調べられた収納可燃物密度𝑤の平均に一定の変動分が加算

されており，計画上，安全側の評価とすることを前提としている．しかし，本研究では，式

(2.19)に従って確率的に突破確率𝑝்の評価を行うこととしており，すでに変動分が加算され

た値を分布の平均とみなして代入することは，計算の手続き上，適切ではない．そこで，デ

ータはいくぶん古くなってしまうものの，1989 年に公表された報告に基づいて，表 2.14 に

示すように収納可燃物密度𝑤の平均と標準偏差を与える［2.20］． 

 

表 2.14 収納可燃物密度［2.20］ 

建物用途 室用途 
収納可燃物密度 𝑤 (kg mଶ⁄ ) 調査数 

範囲 平均 標準偏差 棟数 室数 

事務所 

事務系事務室 
9.9~18.8 14.0 6.5 7 8 

9.9~34.7* 17.1 7.6 8 10 

技術系事務室 17.0～30.1 22.3 4.7 5 6 

行政事務室 39.1～50.5 45.3 4.6 1 5 

設計室 32.4～40.8 36.5 4.1 4 5 

打ち合わせ室／会議室／応接

室／役員室等 
2.4～14.4 7.0 4.1 6 13 

資料室／図書室 45.4～137.7 83.1 29.9 7 10 

倉庫 126.6～234.1 185.2 54.4 2 3 

ロビー 4.2～19.1 10.8 6.3 4 4 

学校 

普通教室 6.1～30.7 16.1 5.8 - 104 

理科教室 8.4～30.0 17.6 5.3 - 36 

理科準備室 11.4～58.4 32.6 9.6 - 29 

家庭科教室 8.9～22.6 17.0 4.3 - 25 

家庭科準備室 8.7～61.6 26.5 13.3 - 16 

図書室 12.3～72.8 35.9 16.5 - 21 

共同住宅 
住宅 8.8～36.1 19.1 5.3 - 162 

住宅 - 19.6 7.3 - 755 

ホテル 

客室 7.9～13.3 10.5 1.5 2 15 

宴会室 2.9～6.8 4.4 1.5 1 6 

ロビー - 2.8 - 1 1 

体育館 

球戯場 - 0.2 - 1 1 

柔道場 - 4.8 - 1 1 

器具庫 13.0～42.3 26.8 14.7 1 3 

更衣室 1.8～2.5 2.2 - 1 2 

玄関ホール - 5.8 - 1 1 

クラブ室 6.0～9.1 7.1 1.4 1 4 

劇場 

大道具制作室 - 43.6 - 1 1 

大道具倉庫 56.9～73.1 65.0 - 1 2 

奈落 - 10.2 - 1 1 

舞台 - 4.3 - 1 2 

舞台袖 20.5～20.6 20.6 - 1 6 

倉庫 紙倉庫 844.6～1261.0 1061.4 142.6 1 6 

デパート 売り場 9.0～30.8 19.1 8.5 1 6 

* 広報関係の 2 室を含む 
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2.9 事象⑦：崩壊 

本研究では，耐火性能検証法［2.22］を利用した鈴木らの計算手続き［2.25］にならって

室の崩壊確率𝑝の評価を行う．耐火性能検証法では，建築物内の室ごとの火災継続時間𝑡ிと，

室に面する耐力部材のうち検証対象となる部材の保有耐火時間𝑡をそれぞれ計算し，保有

耐火時間𝑡が火災継続時間𝑡ிを上回る場合にその部材の安全性を確認する［2.22］．このう

ち，室の火災継続時間𝑡ிは，固定荷重，積載荷重などの常時荷重の大きさに左右される．ま

た耐力部材の保有耐火時間𝑡は，耐力部材にかかる常時荷重の大きさに加え，部材の強度

などに左右される．後述するように，火災加熱を受ける耐力部材の状態は不連続な関数によ

り表されるため，その損傷確率を解析的に求めることは容易ではない．そこで本研究では，

これらを不確実要因とみなしたモンテカルロシミュレーションを行うことにより，耐力部

材の損傷確率の評価を行う．すなわち，保有耐火時間𝑡が火災継続時間𝑡ி以下となる確率

が，部材の損傷確率𝑝として評価されることになる． 

𝑝 ൌ Pr൫𝑡  𝑡ி൯ (2.38) 

耐力部材は架構を形成していることから，室の崩壊確率𝑝の評価には，本来であれば架構と

しての評価が必要となるが，本研究では，室の架構を形成する柱および梁のうち，代表とな

るものをそれぞれ一つ選択し，そのいずれもが損傷しない確率を室の崩壊確率𝑝とみなす． 

𝑝 ൌ 1 െ ൫1 െ 𝑝,൯൫1 െ 𝑝,൯ (2.39) 

ここで，𝑝,は柱の損傷確率，𝑝,は梁の損傷確率である．なお，本手法で評価可能な構造

種別は S 造のみであるが，木造，RC 造など，その他の構造種別についても評価を行えるよ

う検証法の改良を進めていく必要がある．  

損傷確率𝑝,および𝑝,を求めるための火災継続時間𝑡ிには，前節の場合と同様，耐火性

能検証法の計算手続きを採用する．一方，部材の保有耐火時間𝑡の計算には，柱と梁の別な

く，以下の式を使用する［2.22］． 

𝑡 ൌ max ቈ
ଽ଼

ఈయ/మ ቊ
ଶ




ଵ

୪୬൫భ/లሺ ்ೝିଶሻ/ଵଶହ൯
൨
ଶ

 𝑡௪ቋ , ቀ ்ೝିଶ

ఈ
ቁ

 (2.40) 

ここで，𝛼は火災温度上昇係数，𝑇は限界部材温度，ℎは部材温度上昇係数，𝑡௪は温度上昇

遅延時間である．これらのうち，𝛼の計算には，前項で示した式(2.35)を利用することができ

る．ℎと𝑡௪は部材の断面形状や被覆の条件に依存する値をとるものであり，本検証法では表

2.15，表 2.16 に示すように，耐火性能検証法［2.22］に例示された値の中から該当するもの

を選択して使用することとする．残る変数は𝑇であるが，本研究では耐火性能検証法［2.22］

にならって，柱については 2.9.1 項に，梁については 2.9.2 項に，それぞれ示す手続きに従っ

て計算することとする． 
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表 2.15 柱の部材特性（文献［2.22］より一部抜粋，𝑡௪は非載荷加熱試験時の測定値） 

形状 

幅厚比 H/

t1（H 形，

ウェブ） 

幅厚比 B/

t2（H 形，

フランジ） 

幅厚比 

B/t

（角

形） 

部材温度

上昇係数 

ℎ (1/min) 

温度上昇

遅延時間 

𝑡௪ (分) 

断面二

次半径 

𝑖𝑥 (mm) 

断面二

次半径 

𝑖𝑦 (mm) 

H200×200×8×12（RW27.6mm） 25.0 16.7 ― 0.01159 16.7 86.2 50.2 

H200×200×8×12（RW45.8mm） 25.0 16.7 ― 0.00782 35.6 86.2 50.2 

H200×200×8×12（RW67.1mm） 25.0 16.7 ― 0.00548 71.6 86.2 50.2 

H300×300×10×15（RW26.8mm） 30.0 20.0 ― 0.01003 17.8 131 75.5 

H300×300×10×15（RW46.1mm） 30.0 20.0 ― 0.00641 39.2 131 75.5 

H300×300×10×15（RW65.8mm） 30.0 20.0 ― 0.00456 72.3 131 75.5 

H400×400×13×21（RW26.5mm） 30.8 19.0 ― 0.00787 19 175 101 

H400×400×13×21（RW45.7mm） 30.8 19.0 ― 0.00466 40.4 175 101 

ロ 300×300×6（RW26.0mm） ― ― 50 0.01304 10.8 119 119 

ロ 300×300×6（RW47.8mm） ― ― 50 0.00817 24 119 119 

ロ 300×300×9（RW25.3mm） ― ― 33.3 0.01076 18.4 117 117 

ロ 300×300×9（RW65.5mm） ― ― 33.3 0.00451 60.1 117 117 

ロ 300×300×12（RW48.1mm） ― ― 25 0.00432 33.8 116 116 

ロ 300×300×12（RW66.0mm） ― ― 25 0.00378 57.6 116 116 

ロ 400×400×19（RW28.1mm） ― ― 21.1 0.0053 16.2 152 152 

ロ 400×400×19（RW43.71mm） ― ― 21.1 0.00402 37.7 152 152 

H100×100×6×8（CS20mm） 16.7 12.5 ― 0.01349 11.8 41.8 24.9 

H100×100×6×8（CS25mm） 16.7 12.5 ― 0.01221 22.7 41.8 24.9 

H100×100×6×8（CS40mm） 16.7 12.5 ― 0.00564 17.2 41.8 24.9 

H100×100×6×8（CS50mm） 16.7 12.5 ― 0.00286 18.8 41.8 24.9 

H200×200×8×12（CS20mm） 25.0 16.7 ― 0.00825 9.1 86.2 50.2 

H200×200×8×12（CS25mm） 25.0 16.7 ― 0.00812 19.1 86.2 50.2 

H200×200×8×12（CS40mm） 25.0 16.7 ― 0.00353 12.5 86.2 50.2 

H200×200×8×12（CS50mm） 25.0 16.7 ― 0.00383 55.2 86.2 50.2 

H300×300×10×15（CS20mm） 30.0 20.0 ― 0.00882 34.1 131 75.5 

H300×300×10×15（CS25mm） 30.0 20.0 ― 0.00447 6.2 131 75.5 

H300×300×10×15（CS40mm） 30.0 20.0 ― 0.00564 59.8 131 75.5 

H400×400×13×21（CS20mm） 30.8 19.0 ― 0.00287 19.1 175 101 

H400×400×13×21（CS25mm） 30.8 19.0 ― 0.0032 6.7 175 101 

ロ 125×125×3.2（CS20mm） ― ― 39.1 0.01972 13.7 50.00 50.00 

ロ 125×125×3.2（CS25mm） ― ― 39.1 0.01535 22 50.00 50.00 

ロ 125×125×3.2（CS40mm） ― ― 39.1 0.00747 21 50.00 50.00 

ロ 125×125×3.2（CS50mm） ― ― 39.1 0.00731 55.1 50.00 50.00 

ロ 200×200×6（CS20mm） ― ― 33.3 0.01145 11.7 78.60 78.60 

ロ 200×200×6（CS25mm） ― ― 33.3 0.0097 25.9 78.60 78.60 

ロ 200×200×6（CS40mm） ― ― 33.3 0.00462 14.5 78.60 78.60 

ロ 200×200×6（CS50mm） ― ― 33.3 0.00308 ― 78.60 78.60 

ロ 300×300×9（CS20mm） ― ― 33.3 0.00812 19.1 117.00 117.00 

ロ 300×300×9（CS25mm） ― ― 33.3 0.00812 19.1 117.00 117.00 

ロ 300×300×9（CS40mm） ― ― 33.3 0.00312 14.2 117.00 117.00 

ロ 400×400×19（CS20mm） ― ― 21.1 0.00287 19.1 152 152.00 

ロ 400×400×19（CS25mm） ― ― 21.1 0.00264 10.8 152.00 152.00 

※ RW：吹付けロックウール，CS：ケイ酸カルシウム板 
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表 2.16 梁の部材特性（文献［2.22］より一部抜粋，𝑡௪は非載荷加熱試験時の測定値） 

形状 

幅厚比 

H/t1（H

形，ウェ

ブ） 

幅厚比 

B/t2（H

形，フラ

ンジ） 

部材温度

上昇係数 

ℎ (1/min) 

温度上昇

遅延時間 

tௐ (分) 

断面二

次半径 

𝑖𝑥 (mm) 

断面二

次半径 

𝑖𝑦 (mm) 

塑性断面係

数 𝑍௫ 

(mm) 

H350×175×7×11（RW30.2mm） 50 15.9 0.00982 23.3 146 39.6 864000 

H350×175×7×11（RW46.7mm） 50 15.9 0.00712 54.1 146 39.6 864000 

H350×175×7×11（RW66.3mm） 50 15.9 0.00554 83.8 146 39.6 864000 

H400×200×8×13（RW27.7mm） 50 15.4 0.01027 18.5 168 45.6 1310000 

H400×200×8×13（RW46.8mm） 50 15.4 0.00641 60.5 168 45.6 1310000 

H400×200×8×13（RW68.0mm） 50 15.4 0.00436 103 168 45.6 1310000 

H594×302×14×23（RW27.8mm） 42.4 13.1 0.00652 21.3 248 69.8 4500000 

H594×302×14×23（RW47.8mm） 42.4 13.1 0.00403 60 248 69.8 4500000 

H350×175×7×11（CS20mm） 50 15.9 0.0071 4.8 146 39.6 864000 

H350×175×7×11（CS30mm） 50 15.9 0.00496 14.3 146 39.6 864000 

H350×175×7×11（CS40mm） 50 15.9 0.00304 9.4 146 39.6 864000 

H400×200×8×13（CS20mm） 50 15.4 0.00541 6.2 168 45.6 1310000 

H400×200×8×13（CS30mm） 50 15.4 0.00453 19.2 168 45.6 1310000 

H400×200×8×13（CS40mm） 50 15.4 0.00279 4.3 168 45.6 1310000 

H594×302×14×23（CS20mm） 42.4 13.1 0.0031 ― 248 69.8 4500000 

H594×302×14×23（CS30mm） 42.4 13.1 0.00282 12.1 248 69.8 4500000 

※ RW：吹付けロックウール，CS：ケイ酸カルシウム板 

 

2.9.1 柱の部材限界温度 

 柱の部材限界温度𝑇,は，全体座屈に対する上限温度𝑇，局部座屈に対する上限温度𝑇，

熱変形に対する上限温度𝑇，継ぎ手等の弱点部に対する上限温度（550℃）の中の最小値を

とるものとして，次のように表すこととする． 

𝑇, ൌ minሾ𝑇 ,𝑇 ,𝑇 , 550ሿ (2.41) 

 このうち全体座屈に対する上限温度𝑇は，柱の常温時の軸力比𝑝と無次元有効細長比𝜆を

用いて次のように計算する． 

𝑇 ൌ ቐ
700 െ 375𝑝                                                                                                                     ሺ𝜆 ൏ 0.1ሻ 

max ቈ700 െ 375𝑝 െ 55.8ሺ𝑝  30𝑝ଶሻሺ𝜆 െ 0.1ሻ, 500ට1 െ
ሺଵା.ଶఒమሻ

ଵି.ଶସఒమ
    ሺ0.1  𝜆 ൏ 1ሻ

 (2.42) 

ただし，無次元有効細長比𝜆は次式により定義される． 

𝜆 ൌ
 ⁄

గඥா ி⁄
 (2.43) 
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ここで，𝑙は柱の長さ，𝑖は断面二次半径，𝐸は常温時弾性係数，𝐹は常温時基準強度である． 

 局部座屈に対する上限温度𝑇は，柱の常温時の軸力比𝑝と部材断面の形状と幅厚比𝐵/𝑡に

関する係数𝑅ைを用いて次のように計算する． 

𝑇 ൌ 700 െ
ଷହ

୫୧୬ሺோಽಳೀ,.ହሻ
 (2.44) 

ここで，係数𝑅ைは次式により求めることができる． 

𝑅ை ൌ ቐ
min 



.ଶ ௧⁄ ା.ଵଵೢ ௧ೢ⁄
, 21 𝑡௪ 𝐵௪⁄ ൨   ሺH 形鋼ሻ

21 𝑡 𝐵⁄                                                   ቀ⾓形鋼管ቁ
 (2.45) 

ただし，上式において，下付き文字の𝑓はフランジ，𝑤はウェブを表している． 

 熱変形に対する上限温度𝑇は，次のように計算することができる． 

𝑇 ൌ 20 
ଵ଼,

ඥೝ
 (2.46) 

ここで，𝐴は柱が面し，同時に火災となる室の床面積である． 

2.9.2 梁の部材限界温度 

 梁の部材限界温度𝑇,は，高温耐力によって定まる上限温度𝑇，熱変形に対する上限温

度𝑇，継ぎ手等の弱点部に対する上限温度（550℃）の中の最小値をとるものとして，次の

ように表すことができる． 

𝑇, ൌ minሾ𝑇 ,𝑇, 550ሿ (2.47) 

 このうち高温耐力によって定まる上限温度𝑇は，次のように表すことができる． 

𝑇 ൌ 700 െ
ହమሺ௪భା௪మሻ

ெಳ൫ඥோಳభାோಳయାඥோಳమାோಳయ൯
మ (2.48) 

ここで，𝑙は梁スパンの半分の長さ，𝑤ଵは梁に作用する等分布荷重，𝑤ଶは等分布荷重に変換

した集中荷重，𝑀は常温時における全塑性モーメント，𝑅ଵ，𝑅ଶ，𝑅ଷは部材の拘束条件

に関する係数である．これらのうち𝑀は，部材の常温時基準強度𝐹および強軸周りの塑性

断面係数𝑍௫を用いて次のように計算される． 

𝑀 ൌ
ிಳೣ
ଵ

 (2.49) 

また，𝑅ଵ，𝑅ଶ，𝑅ଷは，表 2.17 に示す値を使用する．ただし，𝑍௬は弱軸周りの塑性断面
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係数である． 

 

表 2.17 梁の拘束条件に関する係数［2.22］ 

位置 記号 接合状態 数値 

梁端部 𝑅ଵ，𝑅ଶ 
剛接合 1 

その他 0 

梁中央部 𝑅ଷ 
上端が床スラブに緊結 1 

その他 𝑍௬ 𝑍௫⁄  

 

2.9.3 不確実要因：収納可燃物密度，基準強度，弾性係数，軸力比 

 本研究では，損傷確率𝑝,および𝑝,を左右する不確実要因として以下に示す変数を考慮

し，確率分布に従う乱数を与えることでモンテカルロシミュレーションを行う． 

・ 用途別収納可燃物密度𝑤 
・ 基準強度𝐹 
・ 弾性係数𝐸 
・ 軸力比𝑝 
・ モーメント比𝑞 
このうち用途別の収納可燃物密度𝑤の扱いについては，2.8.3 項に示した通りである．残る 4

つの要因については以下のような扱いとする． 

(1) 鋼材の基準強度𝑭および弾性係数𝑬 

日本建築学会が刊行した設計規準によれば［2.26］，鋼材の基準強度𝐹および弾性係数𝐸は，

表 2.18 に示す平均と標準偏差をとる．本研究では，両者が正規分布をとるものと仮定する． 

 

表 2.18 常温時における鋼材の基準強度𝐹および弾性係数𝐸 [2.26] 

項目 鋼種 板厚 𝑡 (mm) 
𝐹 (N/mm2) 

平均 標準偏差 

基準強度𝐹 
SS400 

SM400 

2 ൏ t  6 294.0 42.5 

6 ൏ t  40 273.4 35.6 

弾性係数𝐸 
SS400 

SM490A 
― 204,036 17,738 

 

(2) 軸力比𝒑およびモーメント比𝒒 

柱および梁に作用する常時荷重は，本来であれば架構条件によって変化する．しかし，こ

れを考慮することは検証上の負担が大きいことから，実際の建築物の設計条件をもとに算
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出された値に基づいて，表 2.19 のように軸力比𝑝およびモーメント比𝑞を与える．本研究で

は，両者が対数正規分布をとるものと仮定する． 

 

表 2.19 常時荷重による軸力比𝑝とモーメント比𝑞 

項目 平均 標準偏差 

軸力比𝑝 0.09 0.08 

モーメント比𝑞 0.05 0.08 

 

 軸力比𝑝およびモーメント比𝑞は，いずれも許容値に対する設計値の比を表している．軸

力比𝑝は，そのままの値が式(2.42)および式(2.44)で利用される．これに対し，モーメント比

𝑞は次式に従って梁に作用する等分布荷重𝑤ଵ  𝑤ଶに換算する必要がある． 

𝑞 ൌ
௪భା௪మ

ସெಳ
 (2.50) 

2.10 事象⑧：隣棟延焼 

 建築物の延焼防止性能は，当該建築物の内部で発生した火災によって周辺の別の建築物

に着火することを防止する性能（加害防止性能）と，周辺の別の建築物で発生した火災によ

り当該建築物が着火することを防止する性能（受害防止性能）の 2 つの性能に分けて考える

ことができる．本来であれば，これら双方を評価できることが望ましいが，後者については，

今後の検討課題とし，本研究では前者のみを考慮することとする． 

また，火災の影響が及ぶ周辺の別の建築物の中には，数 m 程度と隣接敷地の比較的近い

場所にある建築物から，数十，数百 m 程度と遠く離れた場所にある建築物まで，様々な位

置関係にある建築物が含まれうる．前者に対しては，火源からの放射および飛び火の双方の

影響を考慮する必要があるのに対し，後者に対しては，火源からの放射の影響が小さくなる

ため，飛び火の影響のみを考慮すればよくなる．飛び火は，火災の大規模化をもたらしうる

現象であるが，現時点では，その影響の大きさを当該建築物の性能に完結させた評価が難し

いことから，本研究では評価の対象としない． 

したがって本事象では，当該建築物が火災となった場合に，放射によって隣接敷地に建つ 

建築物に延焼する確率𝑝ிௌを評価する．なお，公園などのように半ば恒久的にその状態が維

持されることが見込まれる土地とは異なり，通常の土地に建つ建築物の条件は時間の経過

とともに変化しうる上，防火上の性能もまちまちである場合が少なくない．こうした相隣条

件の変化や差異が建築物単体に対する性能評価に反映させることは不合理であることから，

ここでは隣接敷地側の建築物について以下に挙げるような条件を仮定する． 

・ 隣接建築物は当該建築物が建つ敷地の境界に外壁面を接して建っている． 
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・ 隣接建築物の外周に可燃性の材料は使用されていない． 
・ 隣接建築物の外壁面上の開口部には防火設備（耐火時間 20 分）が設けられている． 
これは隣棟延焼過程における想定シナリオに相当するものである．得られる延焼確率𝑝ிௌは

この想定シナリオに特有のものであり，別の想定シナリオの下で得られる𝑝ிௌとは一致しな

い場合がある点には留意が必要である．外周に可燃性の材料が使用されていない建築物が

外部火源から放射を受けた場合には，開口部の窓ガラスが破損・脱落した後に建築物内部の

可燃物に着火する形で延焼が起こることが多い．すなわち，放射加熱による窓ガラス（防火

設備）の破損・脱落を隣棟延焼の発生条件とみなすことができる．なお，軒裏へ着火した炎

が小屋裏へ侵入するなど，開口部の窓ガラスの破損・脱落以外にも隣棟延焼の発生形態は考

えられるが，いずれも当該建築物からの放射の強さに依存して発生確率が変わると見なせ

ることから，当該建築物の加害防止性能の評価は，開口部の窓ガラスの破損・脱落の評価で

代表される．ここでは，防火設備の破損・脱落をその温度に基づいて判定することとし，標

準加熱曲線に従う加熱を 20 分間受けた防火設備の温度（性能保持限界温度）𝑇と，当該建

築物に隣接する建築物の外壁開口部に設けられた防火設備の火災終了時点における温度

（火災終了時温度）𝑇
∗の大小関係に基づき，次式のように延焼確率𝑝ிௌを評価する（図 2.9）． 

𝑝ிௌ ൌ Prሺ𝑇  𝑇
∗ሻ (2.51) 

ただし，防火設備は比較的薄く，比較的少ない種類の材料から作られている場合が多いこと

を考慮し，放射シールドの考え方に基づいて次式のように𝑇と𝑇
∗を計算する． 

𝑇 ൌ ቄ ்ೄೀ
ర ା ಮ்

ర

ଶ
ቅ
ଵ ସ⁄

 (2.52)  

𝑇
∗ ൌ ൜

ሶ
“ ఙ⁄ ା ಮ்

ర

ଶ
ൠ
ଵ ସ⁄

  (2.53) 

ここで，𝑇ூௌைは加熱開始から 20 分が経過した段階での標準加熱温度，𝑇ஶは雰囲気温度，𝑞ሶ
“

は当該建築物の火災区画から隣接建築物に入射する放射熱流束，𝜎はステファン・ボルツマ

ン定数である． 

 

 

図 2.9 性能保持限界温度と火災終了時温度の関係 

性能保持限界温度 ⽕災終了時温度

標準加熱

防⽕設備

防⽕
設備

20分

⽕災
区画

敷地境界

設計対象
建築物

隣接
建築物
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2.10.1 火災区画からの放射熱流束 

式(2.52)には未定係数は含まれていないため，性能保持限界温度𝑇は定数として扱うこと

ができる．これに対し式(2.53)を利用した火災終了時温度𝑇
∗の計算には，入射熱流束𝑞ሶ

“ の値

が必要となるが，これは，当該建築物の火災性状や敷地境界までの距離などの条件に依存す

る．入射熱流束𝑞ሶ
“ は，図 2.10 に示すように，火災区画の開口部を火源とする放射熱流束𝑞ሶ,ଵ

“

と開口噴出火炎を火源とする放射熱流束𝑞ሶ,ଶ
“ の和として計算することができる．  

𝑞ሶ
“ ൌ 𝑞ሶ,ଵ

“  𝑞ሶ,ଶ
“  (2.54) 

 

 

図 2.10 火災区画から放射され隣接建築物の外壁開口部へ入射する熱流束 

(1) 開口部からの加熱 

開口部を火源とする放射熱流束𝑞ሶ,ଵ
“ は，耐火性能検証法［2.22］に示された手続きに従っ

て計算した火災区画温度𝑇,ଵに応じた放射熱流束に，隣接建築物の防火設備から見た設計対

象建築物の開口部（火源面）の形態係数𝐹,ଵを乗じて計算する． 

𝑞ሶ,ଵ
“ ൌ 𝜎𝑇,ଵ

ସ ∙ 𝐹,ଵ (2.55) 

ただし，火源面は黒体であることを仮定している． 

形態係数𝐹,ଵは，防火設備と火源面の幾何学的関係により決定されるが，解析的な計算式

を利用可能な条件は限られる上，仮に利用可能であっても，計算手続きが煩雑となる場合が

少なくない．そこで，火源面は円形で，かつ隣接建築物の防火設備が火源面に対して正対す

る位置にあるものと仮定することで，計算手続きの簡略化を図ることとし，次のように𝐹,ଵ

を計算する． 

𝐹,ଵ ൌ
ೃ,భ

ೃ,భାଶగ௦మ
 (2.56) 

ここで，𝐴ோ,ଵは火源面の面積，𝑠は火源面から敷地境界までの直線距離である．以上のよう

敷地境界

⽕災
区画 防⽕

設備

設計対象
建築物

隣接
建築物

隣接建築物への⼊射熱流束 ⽕災区画の開⼝噴出⽕炎形状

⽕炎⾯
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な仮定の下で得られる𝐹,ଵは，同じ敷地境界面上の様々な位置にある防火設備から見た𝐹,ଵ

の中でも最大のものであり，計画上は安全側の評価につながる． 

(2) 開口噴出火炎からの加熱 

開口噴出火炎を火源とする放射熱流束𝑞ሶ,ଶ
“ についても，𝑞ሶ,ଵ

“ の場合と同様，火源からの放

射熱流束に，隣接建築物の防火設備から見た設計対象建築物の開口噴出火炎（火源面）の形

態係数𝐹,ଶを乗じて計算する．  

𝑞ሶ,ଶ
“ ൌ

ఞೃொሶ

∑ೃ,మ
∙ 𝐹,ଶ (2.57) 

ただし，放射熱流束𝑞ሶ,ଶ
“ は，開口部からの加熱の場合とは異なり，開口噴出火炎の実質的な

発熱速度𝑄ሶにその放射失熱割合𝜒ோሺ≅ 0.3ሻを乗じたものを，火源の総表面積∑𝐴ோ,ଶで除すこと

で求める． 

開口噴出火炎の実質的な発熱速度𝑄ሶは，換気によって区画外に持ち出される高温ガスの保

有熱エネルギーに，区画内で燃焼しきれなかった未燃ガスの区画外での燃焼分を加算して

次のように計算することができる． 

𝑄ሶ ൌ 𝑐𝑚ሶ ∆𝑇  ∆𝐻 ቀ𝑚ሶ  െ
ሶ

ఊ
ቁ (2.58) 

ここで，𝑐は高温ガスの比熱，𝑚ሶは換気速度，∆𝐻は未燃ガスの燃焼熱，𝑚ሶ は火災区画にお

ける可燃物の燃焼速度，𝛾は空気燃料比である．第 1 項は換気による持ち出し分を，第 2 項

は未燃ガスの区画外での燃焼分をそれぞれ表している． 

形態係数𝐹,ଶの計算にあたっては，開口部からの加熱の場合と同様の仮定を設ける．すな

わち，火源面は円形で，かつ隣接建築物の防火設備が火源面に対して正対する位置にあるも

のと仮定する．この場合の𝐹,ଶは，式(2.56)と同じく次のように計算できる． 

𝐹,ଶ ൌ
ೃ,మ

ೃ,మାଶగ௦ೃ,మ
మ  (2.59) 

ここで，𝐴ோ,ଶは火源面の面積，𝑠ோ,ଶは火源面から敷地境界までの直線距離である． 

開口噴出火炎からの加熱が開口部からのそれと異なる点は，区画内部の火災状況により，

火源面の形状および位置が変化する点である．火源面の面積𝐴ோ,ଶは，開口幅を𝐵，開口高さ

を𝐻，開口噴出火炎の中性帯より上の高さを𝐻とした場合，次のように表される． 

𝐴ோ,ଶ ൌ 𝐵 ቀ𝐻 െ
ு

ଶ
ቁ (2.60) 

ただし，簡単のため，開口部のちょうど中間の高さに中性帯が位置しているものと仮定して
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いる．開口噴出火炎高さ𝐻の計算には，模型実験の結果を回帰して得られた次式を利用す

る［2.27］． 

ு

൫√ு൯
మ ఱ⁄ ൌ 2 ቀ

ொሶ

ುఘಮ ಮ்భ మ⁄ √ு
ቁ
.ସସ

 (2.61) 

ここで，𝐴は開口部面積，𝜌ஶは外気密度，𝑇ஶは外気温度，𝑔は重力加速度である． 

また，開口部から火炎が噴出すれば，隣接建築物に対してより火源が接近することになる

ため，仮に外壁面に沿って火源面が形成されるとして放射熱流束𝑞ሶ,ଶ
“ を計算すれば，実態を

過小評価することになる．ただし，開口部から噴出した火炎は，必ずしも鉛直方向には上昇

せず，通常は，外壁面からの距離を広げて，湾曲した軌跡を描きながら上昇する．こうした

平面的ではない火源面からの放射熱流束の計算は手続きが煩雑となるため，ここでは開口

噴出火炎の先端と外壁面の水平方向の中心に，外壁面と平行な火源面が形成されるものと

仮定する（図 2.10）．すなわち，火災区画から敷地境界までの直線距離を𝑠，開口噴出火炎の

先端と外壁面との間の水平方向距離を𝑠とした場合，火源面から敷地境界までの距離𝑠ோは

次式のように表される．  

𝑠ோ ൌ 𝑠 െ
௦
ଶ

 (2.62) 

ただし，水平方向距離𝑠の計算には，横井による実験式を簡略化した次式を使用する［2.24，

2.28］． 

௦
ு
ൌ ቀ

ு
ସ.ଽு

ቁ
ଵ ଷ⁄

  (2.63) 

すなわち，開口高さ𝐻が高く，火炎高さ𝐻が高いほど，より遠方に火炎が到達することを表

している． 

2.10.2 不確実要因：外壁開口部の位置 

式(2.51)において比較を行う𝑇と𝑇
∗のうち，防火設備の性能保持限界温度𝑇は，標準加熱

という規格化された加熱の下での部材温度であることから，概ね一定の値をとるもとみな

せる．これに対し，防火設備の火災終了時温度𝑇
∗は，例えば，隣接建築物の外壁開口部の向

きや位置などの条件に左右され，当該建築物側の条件だけでは定まらない．本研究では，こ

うした不確実要因の中でも，特に影響が大きいと考えられる外壁開口部の位置のばらつき

を考慮することで，確率的に𝑇
∗を評価して，式(2.51)の延焼確率𝑝ிௌの計算に反映させる．火

災区画と被加熱建物の外壁開口部位置の食い違いを考慮した火災終了時温度𝑇
∗が対数正規

分布に従うとみなせば，𝑝ிௌは標準正規分布の累積分布関数𝛷および信頼性指標𝛽ிௌを用いて

以下のように表される． 
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𝑝ிௌ ൌ 1 െ𝛷൫𝛽ிௌ൯ ≅ 1 െ
ଵ

ଵା௫ሺିଵ.ఉಷೄሻ
 (2.64) 

𝛽ிௌ ൌ
୪୬ ்ିఒ

క
 (2.65) 

ここで，𝜆と𝜉は，それぞれ次のように定義される対数正規分布のパラメータである． 

𝜆 ൌ ln ்
∗

ඥଵାሺఙ ఓ⁄ ሻమ
 (2.66) 

𝜉 ൌ ටln 1  ቀ
ఙ
ఓ
ቁ
ଶ
൨ (2.67) 

上式において火災終了時温度𝑇
∗を定数と見なせば，𝜆と𝜉は火災終了時温度𝑇

∗の変動係数

𝜎 𝜇⁄ により決定される． 

 図 2.11（左）は，当該建築物の火災区画と隣接建物の外壁開口部の離隔距離𝑠および水平

方向のずれ𝑑が，隣接建築物の防火設備への入射熱流束𝑞ሶ
“ ，さらには防火設備の火災終了時

温度𝑇
∗に及ぼす影響を模式的に描いたものである．𝑞ሶ

“ および𝑇
∗の値は，𝑠が大きくなるに従

って小さくなる．また，火災区画の正面に位置する場合（𝑑 ൌ 0）に最大となり，𝑑が大きく

なるに従って小さくなる．ここで，隣接建築物の外壁開口部の存在確率が，外壁面上におい

て偏らないものと仮定して，数値的に火災終了時温度𝑇
∗の変動係数𝜎 𝜇⁄ を計算した結果を

図 2.11（右）に示す．ただし，この計算では，一定の火源面積𝐴と離隔距離𝑠の組み合わせの

下で，水平方向のずれ𝑑を無作為に変化させたモンテカルロシミュレーションを行った．変

動係数𝜎 𝜇⁄ は，𝐴と𝑠の双方の大きさに応じて変化したが，𝐴が大きくなるに従って𝜎 𝜇⁄

の変化率が小さくなることに着目し，本研究では，次に示す𝐴 ൌ 10mଶの場合の回帰結果を 

 

 

図 2.11 火災終了時温度𝑇
∗の変動係数𝜎 𝜇⁄  



49 
 

採用することとした． 

ఙ
ఓ
ൌ 0.548 expሺെ0.213𝑠ሻ (2.68) 

ただし本回帰式については，𝑠だけではなく，𝐴を変数として加えた形式とする方がより合

理的な評価を行えるようになるものと考えられる． 

2.11 まとめ 

本章では，総合的なリスク評価の考え方に基づいて，建築物の防火性能を評価する方法を

整備した．2.3 節以降では，イベントツリーの各事象の発生確率のモデル化を行ったが，そ

の内容は，限界条件と評価関数の評価に関する基本的な枠組みの整備に留まっており，評価

可能な建築仕様の対象範囲は限定的である．今後，より一般性の高い防火性能評価を行うに

は，各事象の発生確率の定式化の方法を改良していく必要がある． 

なお，出火率，収納可燃物の火災成長率，同じく密度，在館者密度，消火活動の奏効率な

ど，火災性状を左右する一部のパラメータの値は統計データに基づいて設定してある．これ

らは，いずれも建築物の維持管理の状態に左右されるものであり，本来は建築物によって

様々であるはずだが，消火活動の奏効率を除き，用途に共通の値を設定することにしている．

しかし，建築物の維持管理状況の改善を促す上では，実態に応じた値を設定できるようにす

ることも考えられる． 
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3．火災被害を受けた建築物の機能維持性能 

2 章では，建築物の防火性能を位置付けるために，総合的なリスク評価の枠組みを導入し

た．同枠組みにおいて，建築部の防火性能は 7 つの異なる個別性能から構成され，それらを

代表する被害指標を利用して，ある条件を基準とする相対的な状態を表示できるようにし

た．個別性能を代表する被害指標の多くは，総合的なリスク評価のためのイベントツリーを

整備する過程で定式化されたが，火災被害を受けた建築物の機能維持性能については手続

きが定まっていなかった．そこで本章では，機能維持性能の定式化を行うとともに，これを

左右する諸事象について検討を行った結果をまとめる． 

3.1 機能維持性能の定式化 

図 3.1 は，ある建築物の供用期間中の機能率𝐹ሺ𝑡ሻ ሺ0~1ሻの時間変化を模式的に示している．

火災前の建築物の機能率𝐹ሺ𝑡ሻは 1 だが，火災が発生すると焼損した部分が使用不能となり，

建築物としての機能率𝐹ሺ𝑡ሻは，被害率𝐷だけ低減した1 െ 𝐷となる．建築物の被害の程度が深

刻であればそのまま解体されるが，復旧可能と判断されれば作業が進められ，一定期間の後

に全面復旧，または再使用可能となった部分から徐々に供用再開していき，最終的に機能率

𝐹ሺ𝑡ሻは当初の値である 1 に戻る．本研究では，建築物もしくは地域の地震に対するレジリエ

ンスの定義［3.1］を参考に，ある建築物の供用期間中の機能の時間累計（供用期間機能）

が，火災被害による低減を経ても，なお保持されている割合を火災後の機能維持性能𝑅と定

義する．  

𝑅 ൌ 
ிሺ௧ሻ

௧ಽି௧బ

௧ಽ
௧బ

𝑑𝑡 (3.1) 

 

 

図 3.1 火災被害を受けた建築物の機能率の時間変化 
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ここで， 𝑡は分析開始時点，𝑡は分析終了期間である．𝑡は火災発生時点，𝑡は火災発生

から復旧するまでに要する期間である．なお，建築物は複数の区分に分けて使用される場合

があり，関係する者の立場によって機能維持性能𝑅の意義が異なる場合がある（例えば，建

築物の所有者と建築物に入居するテナントの違い），本検討では，テナントによる利用は考

慮せず，建築物の所有者が使用者に一致しているものと仮定する．また，火災による被害が

大きい場合には，当該建築物の改修あるいは建て替えによる復旧をあきらめ，別の既存建築

物に転居することで機能継続・再開を図る場合もあるが，本検討ではこうした形の復旧を想

定しない． 

(1) 機能率 

建築物の機能率𝐹ሺ𝑡ሻは，建築物全体の状態を表す変数である．建築物内で発生する火災は，

建築物を構成する区画ごとに独立して成長し，それによってもたらされる被害の程度も区

画により異なるものと考えられる．そこで，機能率を区画単位で評価した上で，これに当該

区画の機能上の重要度を重み付けすることで，次のように建築物の機能率𝐹ሺ𝑡ሻを計算する． 

𝐹ሺ𝑡ሻ ൌ
∑ ௪∙ሺ௧ሻ
ಿ
సభ

ே
 (3.2) 

ここで，𝑁は建築物内の区画数，𝑖は区画の識別子，𝑤は当該区画の機能上の重要度に応じた

重み付け係数（∑ 𝑤
ே
ୀଵ ൌ 𝑁），𝑓ሺ𝑡ሻは区画𝑖の機能率である．ただし，区画𝑖の機能率𝑓ሺ𝑡ሻは，

使用可能な状態にある場合は 1，使用不能な状態にある場合には 0 をとるものとし，次のよ

うに表すこととする． 

𝑓 ൌ ൞

1               ൫𝑡 ൏ 𝑡൯

0   ൫𝑡  𝑡  𝑡  𝑡,൯

1         ൫𝑡  𝑡, ൏ 𝑡൯

  (3.3) 

ここで，𝑡,は区画𝑖の復旧期間とする．  

(2) 区画の復旧期間 

本研究では，建築物の機能率𝐹ሺ𝑡ሻを，建築物を構成する個々の区画の復旧期間𝑡,に基づ

き評価する．建築物を構成する部材は，機能上の違いや，火災被害を受けた場合の復旧作業

の工程の違いを考慮して，構造部材𝑆（柱，梁，壁，床など），非構造部材𝑁𝑆（内装，簡易間

仕切り壁），設備𝐸（電気，衛生，空調，照明など），収納物𝐹（什器，物品など）に大別され

るものとする．建築物内の区画が使用可能な状態となるには，特定の部材・物品だけではな

く，全てが復旧している必要がある．ここではこうした復旧要件を考慮して，区画𝑖の復旧

期間𝑡,を次のように評価する． 
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𝑡, ൌ 𝑚𝑎𝑥൛𝑡ሺௌሻ,  𝑡ሺேௌሻ,  𝑡ሺாሻ,  𝑡ሺிሻ, , 𝑡ሺோሻ,ൟ (3.4) 

すなわち，区画の復旧は，構造部材𝑆，非構造部材𝑁𝑆，設備𝐸，収納物𝐹に関する作業が直列

的に進められるものと仮定する．本来であれば，並列的に進められる作業があることを考慮

すれば，𝑡,は実態を過大に評価するものと考えられ，今後，必要に応じて改良する必要が

ある．なお，𝑡ሺோሻ,は区画𝑖が稼働するための前提となる他の区画（例えば，当該区画に至

る階段室やトイレなど）が復旧するまでに要する時間を表している．  

式(3.4)に示した各復旧時間を評価するには，建築物内でどのような火災が発生するのかを

把握した上で，どの範囲に対して，どの程度の被害が及ぶのかを評価する必要がある．ただ

し，建築物を構成する個々の区画で発生する火災を特徴付ける条件は，区画形状や開口形状

など，設計段階で確定することができる条件だけでなく，竣工後に区画内に持ち込まれる可

燃物の種類や量，スプリンクラー設備や排煙設備などの防火関連設備の作動信頼性，火災と

なった場合に消火活動にあたる在館者の行動など，不確定な条件が多く，各区画で発生する

火災の性状を一意に定めることができない．このため，復旧期間の評価には，関連する不確

定要因の影響を考慮した確率的な評価が必要である．こうした不確実要因を考慮すれば，区

画𝑖を構成する各部材が物理的に使用可能な状態に復旧するまでに要する時間𝑡ሺ௫ሻ,は，次

式により求めることができる． 

𝑡ሺ௫ሻ, ൌ  𝑡൫𝐷ሺ௫ሻ൯ ∙ 𝑝൫𝐷ሺ௫ሻห𝑡,
∗ ൯ ∙ 𝑝൫𝑡,

∗ ൯ 𝑑𝑡
∗

௧   ሺ𝑥 ൌ 𝑆,𝑁𝑆,𝐸,𝐹ሻ (3.5) 

ここで，𝑡
∗ は火災外力の強さを代表する等価火災継続時間，𝑝൫𝑡

∗ ൯は区画内で発生する火

災の等価火災継続時間が𝑡
∗ となる確率，𝐷は火災による被害率，𝑝൫𝐷|𝑡

∗ ൯は等価火災継続

時間𝑡
∗ の間だけ加熱を受けた場合の被害率𝐷の確率密度分布，𝑡ሺ𝐷ሻは被害程度が𝐷であっ

た場合の復旧期間を表している．ただし，等価火災継続時間𝑡
∗ は，火災外力が区画の条件

によって異なることを考慮するため，区画内での火災継続時間𝑡を，標準加熱曲線による

加熱に相当する時間に換算したものである．また，𝑡ሺ𝐷ሻには，実際の作業に要する時間だけ

でなく，物品の調達に要する時間も含まれる．これに対し，当該区画の復旧の前提となる他

の区画の復旧期間𝑡ሺோሻ,は，建築物内の区画同士の接続関係などに応じて個別に決定する

必要がある．  

3.1.1 火災シナリオに基づく区画の復旧期間の評価 

式(3.5)では，区画の復旧時間𝑡ሺ௫ሻ,を，被害程度が𝐷となる場合の復旧期間𝑡ሺ𝐷ሻに対して，

そうした火災の発生確率𝑝൫𝐷ሺ௫ሻห𝑡,
∗ ൯ ∙ 𝑝൫𝑡,

∗ ൯を重み付けたものとして定義している．

𝑡ሺ௫ሻ,を求めるには，モンテカルロシミュレーションなどの数値的な手続きに従って，可能

性のある全ての確率変数𝑡,
∗ について評価を行ったものを集計することも可能である．し

かし，本研究では，区画内で想定される火災をいくつかの代表的なシナリオに集約すること
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で議論を単純化させる．図 3.2 は，区画内で発生した火災が成長する過程を，イベントツリ

ーで表したものである．ここでは，火災の成長を防止する要因として，スプリンクラー設備，

在館者による消火活動，消防隊による消火活動の 3 つの事象を考慮しており，区画内での出

火の是非を含めて，計 5 つの火災シナリオを想定している．5 つの火災シナリオは，発生確

率が異なるのみならず，等価火災継続時間𝑡
∗ ，被害率𝐷，復旧期間𝑡がそれぞれ異なるた

め，火災後の機能率も異なる時間経過をたどる．  

着目する区画での火災の発生は，当該区画において最初に火災が発生する場合と，他の区

画で出火した火災が内部延焼により当該区画に至る場合に分けて考えることができる．こ

こでは，2 章での議論と同様，前者を「出火」，前者および後者を「火災発生」として，呼称

を使い分ける．このうち，着目する区画での出火は，基本的に，当該区画の条件のみにより，

その発生確率を評価することができる．一方，他の区画で出火した火災が，内部延焼により

当該区画に至ることにより発生する火災は，区画間の連続的な延焼の過程を評価する必要

があるため，建築物の規模によっては考慮すべき延焼の経路が膨大な数に上る可能性があ

る．本来であれば，区画間の連続的な延焼の影響は無視できるものではないが，ここでは， 

 

 

図 3.2 区画ごとの火災シナリオを決定するためのイベントツリー 

 

 

図 3.3  区画𝑖で煙が進入または火災が発生する確率（図 2.4 の再掲） 
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隣接する区画との間が一定以上の性能の壁や防火設備で区切られた区画単位の評価を行う

ことを前提に，ある区画𝑖における火災の発生が，「自区画での出火」もしくは「自区画に直

接隣接する区画（一次隣接区画）で出火した火災の延焼」のいずれかによって起こるものと

仮定する（図 3.3）．この場合，区画𝑖における火災発生確率𝑝ூ,は次式により計算できる． 

𝑝ூ, ൌ 𝑝,  ∑ 𝑝,𝑝ிை,𝑝்,
ெ
ୀଵ  (3.6) 

ここで，𝑀は一次隣接区画の数，𝑗は一次隣接区画，𝑝は出火確率，𝑝ிைは区画内での全面火

災となる確率，𝑝்は隣接する区画へ延焼する確率を表している． 

(1) 区画内での出火 

一般に，式(3.6)に含まれる出火確率𝑝は，着目する建築物において，単位供用期間内に想

定される出火件数として定義されることが多い．しかし，その影響については，総合的なリ

スク評価の枠組みの中で，既に該当する事象の発生確率として組み込まれている（2 章参照）．

そこで，機能維持性能の評価にあたっては，建築物内部のいずれかの区画で 1 件の火災が発

生すると仮定した上で，建築物を構成する個々の区画の出火の潜在的な危険性が，区画床面

積𝐴に比例しているものと考え，次のように𝑝を計算する． 

𝑝, ൌ
ೝ,

∑ ೝ,ೕ
ಿ
ೕసభ

 (3.7) 

ただし，𝑁は総区画数，下付き文字の𝑖および𝑗は区画の識別子である． 

(2) 区画内での火災成長 

区画内で発生した火災は，出火源の位置や大きさなどによっては拡大せず，結果的に小火

に留まる状況も考えられるが，本研究では，全てが全面火災に発展するものと仮定する．た

だし，所定の規格を満たしたスプリンクラー設備が作動した場合，在館者により消火活動が

行われた場合，消防隊により消火活動が行われた場合のいずれかの場合においては，それぞ

れの消火能力と，消火が開始された時点における火災の規模の大小関係に基づき，火災を消

し止めることができる場合があるものとする．すなわち，区画𝑖で発生した火災が全面火災

となる確率𝑝ிை,は，スプリンクラー設備，在館者による消火活動，消防隊による消火活動の

いずれもが失敗する確率として，次のように求めることができる． 

𝑝ிை, ൌ �̅�ௌ,�̅�ை,�̅�ிி, (3.8) 

これらの事象は，火災時において相乗的な効果を持つ場合もあるが，本研究では独立を仮定

し，それぞれ次のように表すこととする． 

スプリンクラー設備による散水：�̅�ௌ, ൌ 1 െ 𝑝ሺௌሻ,𝑝ாሺௌሻ, (3.9) 
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在館者による消火活動：�̅�ை, ൌ 1 െ 𝑝ሺሻ,୧𝑝ா௫ሺைሻ, (3.10) 

消防隊による消火活動：�̅�ிி, ൌ 1 െ 𝑝ாሺிிሻ, (3.11) 

ここで，𝑝ሺௌሻはスプリンクラー設備が火災の発生を受けて正常に作動する確率，𝑝ாሺௌሻは

スプリンクラー設備が作動した場合に奏功する確率， 𝑝ሺሻは在館者が火災の発生を受け

て消火活動を開始する確率，𝑝ாሺைሻは在館者による消火活動が奏功する確率， 𝑝ாሺிிሻは消防

隊による消火活動が奏功する確率を表している．これらの各変数の値は，建築物の条件や，

発生した火災の条件などによっても左右されるものではあるが，ここでは統計データに基

づいて決定する． 

スプリンクラー設備による消火については，火災報告による物販店舗および事務所にお

ける火災事例の分析例があり，作動確率𝑝ሺௌሻが 0.91，奏功確率𝑝ாሺௌሻが 0.67 となること

が報告されている［3.2］．ただし，同報告では，焼損床面積が 1m2 未満となった場合に，ス

プリンクラー設備が奏功したものと判定している． 

在館者（消防隊，消防団以外）による初期消火についても，同じく火災報告データに概要

の記載がある．消火活動を開始した時間までは不明であるものの，初期消火が行われたのか

どうか，初期消火が行われた場合の使用機材，火勢鎮圧に効果があったのか否かを確認する

ことができる．図 3.4 は，1995 年から 2014 年に及ぶ 20 年間の火災報告の記録をもとに，在

館者による消火活動の成否を整理したものである［3.3］（2 章と 3 章で，関連する分析を行

った時期が異なるため，火災報告の対象期間が異なっている）．用途によってその状況は大

きく異なるが，例えば事務所建築物の場合であれば，消火活動が開始される確率𝑝ሺሻは

0.555，これにより消火活動が奏功する確率𝑝ாሺைሻは 0.616 となることが確認できる． 

 

 

図 3.4 在館者による消火活動の奏功率 
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消防隊による消火活動については，スプリンクラー設備による散水や在館者による初期

消火活動のように，必ずしも火災のごく初期の段階から散水・放水が行われるとは限らない

ため，その成否を，焼損床面積などの火災報告の記録のみから判断することが難しい．そこ

で，消防隊による消火活動の奏功確率𝑝ாሺிிሻの評価にあたっては ，消防隊が消火活動を開

始する時間𝑡ிிと，火災が全面火災となることを阻止できる限界時間𝑡ி,の大小関係に基づ

いて決定する．図 3.5 は，1995 年から 2014 年に及ぶ 20 年間の火災報告の記録をもとに，消

防隊の消火活動開始時間𝑡ிிの頻度分布を描いたものである．これによると，分布は左右非

対称で，右側に長い裾野が広がっており，赤い実線で示す対数正規分布（平均 19.7 分，標

準偏差 13.3 分）による近似が可能と考えられる（橙の実線は火災報告の記録に基づく累積

分布，橙の点線は同じく対数正規分布による近似結果を表す）．これに対し，成長阻止限界

時間𝑡ி,は，火災規模の成長速度だけでなく，消防隊の消火活動能力に関する条件や，区画

の延焼防止性能などに関する条件にも依存するものであるが，ここでは簡単のため，一意の

値をとるものと仮定する．この場合，消防隊による消火活動の奏功確率𝑝ாሺிிሻは，次式によ

り求めることができる． 

𝑝ாሺிிሻ, ൌ Pr൫𝑡ிி ൏ 𝑡ி,൯ ൌ 
ଵ

√ଶగకಷಷ௧
exp ቄ

ሺ୪୬௧ିఒಷಷሻమ

ଶకಷಷ
మ ቅ 𝑑𝑡

௧ಷವ,

  (3.12) 

ここで，𝜆ிிと𝜉ிிは対数正規分布の変数である．図 3.5 には，消防隊が他への延焼を許さず

に消し止めることのできる発熱速度の上限𝑄ሶ,を，仮に，1MW，10MW，100MW とした場

合の，成長阻止限界時間𝑡ி,を示してある．ただし，出火後の火災の発熱速度は，時間の自

乗に比例して成長するものと仮定している． 

 

 

図 3.5 出火から消防隊による放水が開始されるまでの時間. 
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𝛼𝑡ி,
ଶ ൌ 𝑄ሶ,  ሺMWሻ (3.13) 

ここで，𝛼は火災成長率である．なお，火災成長率𝛼は，用途ごとに対数正規分布で近似で

きることを前章で示したが，図 3.5 には，このうち事務所建築物の平均値0.0238 ൈ

10ିଷሺMW sଶ⁄ ሻを採用した場合の結果を示している． 

(3) 区画の突破 

火災成長の防止に失敗した火災は，全面火災となって，区画の周壁・扉を加熱する．周壁・

扉は，火災を区画内部に閉じ込める役割を果たしているが，損傷が進行すると，最終的に突

破され，隣接する区画への延焼につながる．一般に，周壁・扉等の部材の耐火性能は，部材

が標準加熱に曝された場合の性能保持時間𝑡ோによって代表される．すなわち，標準加熱に対

する暴露時間が，部材突破の判定条件となる．ただし，区画内で火災が発生した場合の実際

の加熱は標準加熱とは異なるため，部材の性能保持時間𝑡ோと実際の火災継続時間𝑡の単純

な大小比較で部材突破を判定することはできない．部材突破の判定には，実際の火災が𝑡

だけ継続した場合の加害性に，標準加熱による加害性が等価となる火災継続時間𝑡
∗ を，

𝑡の代わりにに利用する必要がある．ここで，𝑡
∗ が，建築物内の収納可燃物密度の実態

調査の結果を踏まえて対数正規分布をとるものとすれば［3.4］，性能保持時間𝑡ோの部材が突

破され，隣接する区画に延焼する確率𝑝்は，次式により表すことができる． 

𝑝், ൌ Pr൫𝑡,
∗  𝑡ோ,൯ ൌ 1 െ 

ଵ

√ଶగకೝ,
∗ ௧

exp ቊ
൫୪୬௧ିఒೝ,

∗ ൯
మ

ଶకೝ,
∗మ ቋ 𝑑𝑡

௧ೃ,

  (3.14) 

ここで，𝜆,
∗ と𝜉,

∗ は対数正規分布の変数である．区画の突破に関するより詳しい解説は

2.8 節に示してある． 

3.1.2 等価火災継続時間 

火災初期および減衰期の可燃物の燃焼は，火災盛期におけるそれに比べて小さいと考え

られることから，区画における火災継続時間𝑡は，火災盛期の継続時間，または，そのう

ちスプリンクラー設備の散水，在館者の消火活動，もしくは消防隊による消火活動により消

火されるまでの時間に相当するものみなす．消火の影響を考慮しない火災継続時間は，区画

内の収納可燃物量から想定される総発熱量𝑄を，盛期火災時の発熱速度𝑞ሶで除すことによ

り，次式のように計算される． 

𝑡 ൌ
ொ
ሶಳ

 (3.15) 

こうして求められる実際の火災継続時間𝑡を等価火災継続時間𝑡
∗ に換算するにあた

っては，実際の火災における部材への入射熱流束𝑞ሶ "の累計値が，標準加熱曲線による入射熱
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流束𝑞ሶூௌை
" の累計値に一致するよう，次式により実際の火災継続時間𝑡を換算する［3.6］． 

𝑡
∗ ൌ ቀ

ఈ

ସ
ቁ
ଷ ଶ⁄

∙ 𝑡 (3.16) 

ここで，𝛼は次のように計算される火災温度上昇係数である［3.5］．等価火災継続時間に関

するより詳しい解説は 2.8.2 項に示してある． 

3.1.3 被害率 

本研究では，建築物を構成する部材が，構造部材𝑆，非構造部材𝑁𝑆，設備𝐸，収納物𝐹に大

別できるものとしている．一般に，これらの部材に使用される材料の性質は異なるので，仮

に，火災によって同じ強さの加熱を同じ時間だけ受けたとしても，被害の程度は異なる．ま

た，各部材の再調達の容易性やそのための費用にも違いがあるため，被害が復旧に要する期

間・費用に及ぼす影響も部材によって異なる．このため，機能維持性能の評価には，被害率

𝐷ሺ௫ሻሺ𝑥 ൌ 𝑆,𝑁𝑆,𝐸,𝐹ሻを部材𝑥ごとに個別に評価した上で，これを区画𝑖の被害率𝐷に反映して

いく必要がある．そこで，重み付け係数𝜔ሺ௫ሻሺ𝑥 ൌ 𝑆,𝑁𝑆,𝐸,𝐹ሻを用いることで，次のように，

式(3.5)における区画𝑖の被害率𝐷を求める． 

𝐷 ൌ 𝜔ሺௌሻ𝐷ሺௌሻ  𝜔ሺேௌሻ𝐷ሺேௌሻ  𝜔ሺாሻ𝐷ሺாሻ  𝜔ሺிሻ𝐷ሺிሻ (3.17) 

ただし，𝜔ሺௌሻ  𝜔ሺேௌሻ  𝜔ሺாሻ  𝜔ሺிሻ ൌ 1である．機能維持性能を評価する観点からは，

復旧作業に要する時間および費用を考慮して，各部材の重み付け係数𝜔ሺ௫ሻの値を決定する

必要がある． 

部材𝑥の被害率𝐷ሺ௫ሻを評価するための一般的な方法としては，あらかじめ𝐷ሺ௫ሻを等級化し

た上で（被害等級𝑍），火災による被害がいずれの等級に該当するのか，等価火災継続時間

𝑡,
∗ と，当該部材の等級𝑍の性能保持時間 𝑡ோሺ௫ሻሺ𝑍ሻの大小関係から，確率密度関数

𝑝൫𝐷ሺ௫ሻሺ𝑍ሻห𝑡,
∗ ൯を評価することが考えられる． 

𝑝൫𝐷ሺ௫ሻሺ𝑍ሻห𝑡,
∗ ൯ ൌ Pr൫𝑡,

∗  𝑡ோሺ௫ሻሺ𝑍ሻ൯      ሺ𝑥 ൌ 𝑆,𝑁𝑆,𝐸,𝐹ሻ (3.18) 

なお，上式の考え方は式(3.5)と同じであり，同じ区画内にある部材であっても，部位が異な

れば，火災加熱の強さは異なることが通常であるが，ここでは簡単のため，区画内部の火災

加熱の強さは部位によらず一様と仮定している．  

被害の等級化については，実験的な知見が十分に整備されていない材料の部材も少なく

ないため，現時点で合理的な根拠に基づいて定量化することは難しい．そこで，被害率𝐷ሺ௫ሻ

は，等価火災継続時間𝑡,
∗ が長くなるほど大きく，少なくとも性能保持時間𝑡ோሺ௫ሻに達する

時点で 1 となることを踏まえ，次のような簡易評価式を採用する（図 3.6）． 
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𝐷ሺ௫ሻ ൌ

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0           ൫0  𝑡,

∗ 𝑡ோሺ௫ሻ⁄ ൏ െ𝑏 𝑎⁄ ൯

𝑎 ൬
௧ೝ,
∗

௧ೃ,ሺೣሻ
൰  𝑏 ൫െ𝑏 𝑎⁄  𝑡,

∗ 𝑡ோሺ௫ሻ⁄ ൏ 1൯

1                   ൫1  𝑡,
∗ 𝑡ோሺ௫ሻ⁄ ൯

 (3.19) 

ここで，𝑎と𝑏は，いずれも部材ごとに設定される定数である．式(3.19)は，等価火災継続時

間𝑡,
∗ と性能保持時間𝑡ோ,ሺ௫ሻの間に比例関係を仮定とした最も基本的なモデルである．両者

の関係が実験等によって明らかにされるようになれば，より実態に即した関数形を採用す

ることも考えられる．なお，式(3.19)では，当該区画の中で発生した火災による汚損や焼損

のみを考慮しており，他の区画で発生した火災による煙が建築物内部で拡散することによ

る汚損（臭い含む）や，上層階で放水・散水が行われることによる下層階の水損については

考慮していない．こうした点については，機能維持性能の合理的な評価のために，今後も改

良を加えていく必要がある． 

 

 
図 3.6 部材の被害率𝐷ሺ௫ሻの線形モデル 

 

3.1.4 復旧期間 

復旧に要する期間𝑡は，火災による被害の範囲と程度に応じた工程計画を作成した上で，

各工程（調査，清掃，必要に応じて解体，設計，施工など）に要する時間を計上することで

推定することができる．ただし，火災は地上階以外の階で発生し，被害が複数階に及ぶこと

もあるため，復旧工事の工程やその内容は，下層階からの順次の作業が基本となる新築工事

のように一般化しやすいものばかりではない．そこで本研究では，帰納的な方法により復旧

期間𝑡を推定する方法を採用する．帰納的な方法による𝑡の推定には，その根拠となる

事例が一定程度蓄積されている必要があるが，こうした目的のために実施された調査の例

はない．そこで，直接的に火災被害からの復旧を扱うものではないものの，類似した情報が

提供されている建築物リフォーム・リニューアル統計［3.7］を利用することとし，これを火

災報告［3.3］で整理されている内容と組み合わせることで𝑡を推定する．  

まず，建築物リフォーム・リニューアル統計［3.7］には，いくつかの用途の建築物につい

て，修繕工事の受注額𝐶と工期𝑡の関係が示されている．図 3.7 は，2016 年から 2018 年の 3
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年間の記録をもとに，戸建住宅，共同住宅（専有部分，共用部分），および非住宅の 4 種類

の建築物（事務所，店舗，生産施設，物流・倉庫）の受注額𝐶と工期𝑡の関係を示したもの

である．この中では，店舗の𝑡のみが，他に比べて工期が短いといった特徴が見られるもの

の，残る用途については，分布が比較的似通っている．そこで，共通の回帰式を求めると以

下のようになる． 

𝑡 ൌ 0.0224𝐶.ସ଼଼  ሺ⽇ሻ (3.20) 

ただし，回帰にあたっては，受注額𝐶が少額のデータ点を除外している． 

 

 

図 3.7 修繕工事における受注額と工期の関係 

 

火災被害を受けた建築物の復旧期間𝑡が式(3.20)の関係に従う場合，𝐶に火災による損害

額を代入することで得られる𝑡を，復旧期間𝑡とみなすことができる．ただし，上述した

被害率モデルで採用する被害は，直接的な被害の程度をそのまま表しており，貨幣尺度に換

算されたものではない．そこで，火災報告［3.3］を利用することで，直接的な被害の程度を

表す焼損床面積𝐴
∗ と損害額𝐶∗の関係をモデル化する．図 3.8 は，耐火建築物，準耐火建築

物，木造建築物（防火造含む）の 3 種類の構造種別の建築物について，両者の関係を整理し

たものである．ただし，火災報告における定義上，損害額𝐶∗は火災によって受けた直接的な

損害を指しており，消火のために要した経費，焼け跡整理費，休業による損失等の間接的な

損害を含まない．また，火災報告では，損害額を，建築物そのもの損害額と収納物の損害額

に分類しているが，式(3.20)において，受注額𝐶が建築物そのものの費用を指すことと整合さ

せるため，ここでは前者のみを対象としている．図 3.8 では，焼損床面積𝐴
∗ と損害額𝐶∗の

間に比較的明瞭な相関関係があり，耐火建築物，準耐火建築物，木造建築物（防火造含む）
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の順に，損害額𝐶∗の単価が高くなることが確認できる．そこで，構造種別ごとに回帰式を求

めると以下のようになる． 

𝐶∗ ൌ

⎩
⎨

⎧ 57.7 ൈ 10ଷ𝐴
∗        ൫耐火建築物൯

32.8 ൈ 10ଷ𝐴
∗      ൫準耐火建築物൯

20.8 ൈ 10ଷ𝐴
∗        ൫木造建築物൯

   ሺ円ሻ (3.21) 

ただし，焼損床面積𝐴
∗ は，火災となった区画の床面積𝐴に被害率𝐷を加味することで次の

ように計算する． 

𝐴
∗ ൌ ∑ 𝐷 ∙ 𝐴,

ே
ୀଵ  (3.22) 

ここで，𝑁は建築物内の区画数である． 

 

 

図 3.8 建物火災における焼損面積と損害額の関係（エラーバーは四分位範囲を示す） 

 

なお，式(3.21)により求まる損害額𝐶∗は，火災が発生した時点における時価を示すもので

あるが，ここでは簡単のため，再建築費用に相当するものとみなす．ただし，建築物の資産

価値は，減価償却により建築時からの期間の経過に従って低減する．このため，式(3.21)に

より計算される損害額𝐶∗は，同じ焼損床面積𝐴
∗ の建築物を復旧させるために要する費用を

過小評価している可能性がある．また，式(3.20)，(3.21)を利用して推定される復旧期間𝑡

は，あくまで全ての工事が完了するまでに要する時間を推定するものであり，復旧工事によ

って利用可能になった区画から段階的に供用を再開するような機能維持上の効果について

は，現時点で評価できるようになっていない．また，点には留意が必要である． 
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3.1.5 ケーススタディ 

ここまでに提示した評価手法の特徴を把握するため，事務所建築物において火災が発生

した場合の機能維持性能𝑅の評価を行う． 

(1) 計算条件  

ケーススタディで対象とする建築物は，S 造，3 階建て，延床面積 3,168 m2 の事務所建築

物である．同建築物の基準階平面図を図 3.9 に，また，概要を表 3. 1 に示す．同建築物の平

面計画は片コア型であり，片側に大規模な執務室が，もう一方に階段室や廊下，トイレ，小

規模な打ち合わせ室などが設けられている．平面図には，火災時において，内部の延焼拡大 

 

 

図 3.9 事務所建築物の基準階平面図 

 

表 3.1 対象とする事務所建築物の概要 

用途 事務所 

構造種別 S 造 

階数 3 

建築面積 3,168 m2 

階高 2.8 m 

区画数 12 

収納可燃物

［3.5］ 

事務室 560 MJ/m2 

その他の室 32 MJ/m2 

 

表 3.2 感度分析の条件 

識別子 項目 基準条件 改良条件 

RS 耐火時間 𝑡ோ 
主要構造部 60 分 90 分 

外壁開口部 20 分 

SP スプリンクラー設備の設置の有無 なし あり 

C 区画 D の分割数 1 2 
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を防止することが期待される区画の範囲が点線で示されており，各階は 6 つの区画に分け

られている．ただし，2 か所の階段室および 1 か所のエレベーターシャフトは，それぞれが

1 つの竪穴として区画化されているため，対象建築物内の区画の総数は 12 である．  

ここでは，表 3.2 に示す 3 項目（主要構造部の耐火時間𝑡ோ（RS），スプリンクラー設備の

設置（SP），室 D の区画化（C））に着目し，これらを組み合わせた条件に応じて，どのよう

に機能維持性能𝑅が変化するのか，感度分析を行った．このうち，主要構造部（柱，壁，床

など）の耐火時間𝑡ோについては，通常の耐火建築物に対して，全ての主要構造部に要求され

る 60 分を基準とし，これが 90 分に改善され，火災区画から隣接する火災区画への延焼が

抑制される条件を調べた．スプリンクラー設備については，全く設置されていない条件を基

準として，全ての室に設置され，火災の拡大が未然に防止される条件を調べた．また，区画

については，建築物全体で 12 の区画に分割される条件を基準として，床面積が最も広い室

D が 2 つの区画に分割される条件を調べた（図 3.9 参照）． 

(2) 計算結果 

表 3.2 に示した 3 項目（主要構造部の性能向上（耐火時間𝑡ோの延長），スプリンクラー設

備の設置，室 D の区画化）を組み合わせた，計 8 条件の計算結果（焼損床面積 𝐴
∗ ，復旧

期間𝑡，機能維持性能𝑅）を表 3.3 および図 3.10 に示す．基本となる条件 O は，主要構造 

 

表 3.3 機能維持性能の評価結果 

条件 
主要構造部の

耐火時間 (分) 

スプリンクラ

ー設備の設置 

区画 D の分割

数 

焼損面積 𝐴
∗  

(m2) 

復旧期間 𝑡 

（日） 

機能維持性能 

𝑅 

O 60 なし 1 352.7 82.6 0.774 

RS 90 なし 1 199.5 62.5 0.829 

C 60 なし 2 253.7 70.3 0.807 

SP 60 あり 1 123.1 49.4 0.865 

RS+C 90 なし 2 123.6 49.5 0.864 

RS+SP 90 あり 1 72.6 38.2 0.895 

C+SP 60 あり 2 78.7 39.7 0.891 

RS+C+SP 90 あり 2 44.1 29.9 0.918 

 

 

図 3.10 焼損床面積，復旧期間，機能維持性能に関する計算結果 
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部の耐火時間𝑡ோが 60 分，スプリンクラー設備なし，室 D の区画化なしの条件である．この

時，焼損床面積𝐴
∗ は 352.7m2，復旧期間𝑡は 82.6 日，機能維持性能𝑅は 0.774 となった．

ただし，検討にあたっては，機能維持性能𝑅を求める際に必要となる分析期間𝑡 െ 𝑡を出火

後 1 年間で固定した．また，建築物の規模がそれほど大きくないことを考慮し，いずれかの

室で復旧作業が行われている場合には，建築物全体が使用不能な状態にあるものとした． 

これに対し，3 項目のいずれかを改善した条件 RS，C，SP では，焼損床面積𝐴
∗ が 123.1

～253.7m2 と，条件 O に比べた低減率は 28.1～65.1%となった．ただし，復旧期間𝑡は 49.4

～70.3 日と，条件 O に対する低減率は 14.9～40.1%に，機能維持性能𝑅も，0.807～0.865 と，

条件 O に比べた増加率は 4.3～11.7%に留まった．焼損床面積𝐴
∗ の低減率の大きさに比べ

て，復旧期間𝑡の低減率が小さかった理由は，式(3.20)において，工期𝑡（すなわち復旧期

間𝑡）が受注額𝐶（すなわち式(3.21)の損害額𝐶∗が代入されることで焼損床面積𝐴
∗ に比例）

の 0.488 乗に比例することとなり，焼損床面積𝐴
∗ に対する感度が小さいためである．なお，

今回検討した 3 項目の中では，スプリンクラー設備の設置，主要構造部の耐火時間𝑡ோの延

長，室 D の区画化の順に，機能維持性能𝑅を改善する効果があるとの結果が得られた．  

複数の項目を改善した条件 RS+C，RS+SP，C+SP，RS+C+SP では，1 つの項目を改善した

条件以上の機能維持性能𝑅の改善効果が確認できた．機能維持性能𝑅が最も改善した条件は

RS+C+SP であり，焼損床面積𝐴
∗ は 44.1m2（低減率 87.5%），復旧期間𝑡は 29.9 日（低減

率 63.7%），機能維持性能𝑅は 0.918（増加率 18.6%）となった． 

図 3.11 は，機能維持性能𝑅に加え，従来型の建築物の防火性能の尺度の一つである延焼防

止性能［3.8］について，基本条件 O に対する各条件の性能改善率を計算した結果を示して

いる．これによると，機能維持性能𝑅 では，表 3.2 に示した 3 項目のうち，スプリンクラー

設備の設置が性能改善に最も効果的な項目であったのに対し，延焼防止性能では，室 D の

区画化が最も効果的な項目となり，両者の間に違いが生じる結果が得られた．機能維持性能

𝑅は，焼損床面積𝐴
∗ を低減することが性能の向上につながるため，火災の初期段階で効果

を発揮するスプリンクラー設備の設置が有効であったと考えられる．これに対し，延焼防止

性能は，建築物内部の火災が周辺への火源となることを回避することが性能の向上につな 

 

 

図 3.11 機能維持性能の改善率の比較 
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がるため，火災の大規模化を防止する区画の設置が有効であったと考えられる．こうした結

果は，機能維持性能𝑅が，従来の尺度とは異なる観点から建築物の防火性能の評価を行えて

いることを示すものではあるが，本ケーススタディで対象とした建築物の条件にも依存す

るため，より一般的な結論を得るには，さらなる検討が必要である． 

3.2 火災被害を受けた建築物の復旧事例の分析 

建築物あるいは地域が提供する機能が，災害による低減を経ても，なお保持されている割

合（機能維持性能）はレジリエンスとも呼ばれ，これまでに多くの定量的な評価手法が提案

されてきた．しかし，こうした評価手法が対象としてきた災害は，地震などの自然災害が多

く，火災などの人為的な災害に対する検討はほとんどなされてこなかった．その理由の一つ

として，復旧事例に関する情報がまとまった形で収集・蓄積されにくかった点が挙げられる．

自然災害の場合には，その影響が同時かつ広範囲に及ぶため，相当数の被災建築物が一度に

発生する場合が多い．このため，被災した地域の事業所などに対して集団調査を行えば，一

定数の回答を得ることができ，そこから復旧の経過を明らかにすることができた［例えば

3.9］．これに対し，火災は散発的に発生する上，目立った被害が生じた事例を除けば，発生

そのものが認識されず，所在が特定されることもないため，被災者に対して直接回答を求め

る集団調査の対象にはなりにくかった． 

そこで本研究では，新聞等の一般に公開されている報道資料などから，火災に関する被害

とその後の復旧過程に関する情報の収集を行った．また，ここに火災統計から得られる情報

を組み合わせることで，火災被害を受けた建築物の復旧期間を推定するため確率的なモデ

ルを構築することとした．  

3.2.1 復旧事例の収集 

(1) 事例収集の方法 

事例収集には，日本経済新聞社の記事データベース（日本経済新聞，日経産業新聞，日経

MJ，日経地方版）を利用することとし，2000 年から 2019 年までの 20 年間に紙面に掲載さ

れた建物火災に関する記事のうち，復旧に関連する内容が記載されているものを抽出した．

ただし，抽出された記事には，記載されている項目が限定され，それだけでは復旧の経過を

特定することが困難な場合もあった．このため，例えば，火災被害を受けた建築物（以下，

被災建築物）が上場企業によって所有されている場合には，決算資料から関連する情報を抽

出して結びつけた．また，被災建築物が公共建築物の場合には，復旧計画に関する報告書や

議会記録などの情報も参照した．この他，被災建築物の所有者や関係者による Web 上での

発信があれば，該当する情報を補完するために利用した． 

報道資料から収集した主な項目は以下の通りである． 

- 火災発生年月日 
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- 所在市区町村 

- 建築物の条件（用途，構造種別，階数，延床面積など） 

- 火災による被害（焼損床面積，死傷者数など） 

- 復旧の方法（改修，建て替え（被災建築物，被災建築物と同一敷地の別建築物，被災

建築物とは別敷地の建築物），解体，移転，不明） 

- 復旧（一部／完全）の時期 

このうち，復旧の方法については，「改修」や「建て替え」が最も一般的であった．ただ

し，建て替え事例の中には，被災建築物を解体した後に同じ場所で建て替えをする事例の他

に，被災建築物と同一敷地内の空きスペースに別の建築物として建て替える事例，被災建築

物とは別敷地に建て替える事例（「移転」と呼ぶ）が見られた．この他，特に被害程度が大

きい場合には，事業の再開を断念して「解体」した事例や，被災した建築物とは別の既存建

築物を利用して業務を再開する事例（同じく「移転」）も見られた．  

また，復旧に至るまでの過程については，まずは火災による影響を受けなかった部分を利

用して業務を再開し，影響を受けた部分の復旧作業が完了した後に，全面的な復旧に至る事

例が多く見られた．一方で，全面的に建築物の利用を停止し，復旧工事が完了した後に復旧

に至る事例も見られた．そこで，被災建築物の改修あるいは建て替えが完了する前であって

も，焼損した部分が担っていた機能が別の場所で代替されることで，一部の機能復旧を果た

すために要した期間のことを，ここでは「部分復旧期間」と呼ぶ．また，改修や建て替えと

いった工事の完了を経て，被災建築物がもともと担ってきた全ての機能を回復するまでに

要した期間を「完全復旧期間」と呼ぶ．   

(2) 復旧事例の概要 

報道資料等から復旧に関する情報を収集できた被災建築物の数は 193 件であった．その

内訳を整理したものが図 3.12 である． 

まず，(a)の用途については，記事データベースを情報源としているために，不特定多数が

利用する商業施設や，比較的規模が大きな工場，倉庫に関する事例が多い．これに対し，利

用者が限定される住宅系用途や事務所用途の建築物に関する情報は含まれていない． 

(b)の延床面積𝐴については，1000 m2以下の比較的規模の小さい建築物の比率が高い．

ただし，10000 m2 を超えるような規模が大きな建築物に関する情報も一定数が確保されて

いる． 

(c)は，延床面積𝐴に対する焼損床面積𝐴の比率である焼損面積比率𝑟を表している．

こちらも𝐴の場合と同様，幅広い𝑟の事例から構成されることが確認できる．なお，全

体のうち 59 件では𝑟を特定することができていない．  

(d)の復旧の方法については，全体の半分近くの事例で復旧方法を特定することができな

かった．移転による復旧は，火災被害を受けた建築物の所有者が，もともとその建築物が保

持していた機能を早期に回復させるために採りうる有力な手段である．ただし，本研究では， 
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図 3.12 収集された火災復旧事例（全 193 件） 

 

仮にある建築物が火災被害を受けた場合であっても，その建築物の機能が停止しないこと，

あるいは，停止したとしても早期に回復できることを，その建築物が保持している性能と捉

え，評価することを目的とする．このため，これ以降は，移転による復旧は分析の対象から

除外し，専ら，被災建築物自体の改修や建て替えによる復旧に着目する． 

(e)の復旧期間については，正確な期間を特定できる事例が少なかった．収集された事例の

うち，部分復旧期間，完全復旧期間のいずれかを特定できたものは 78 件であった．このう

ち 60 件では，部分復旧の後に完全復旧に至るという段階的な復旧過程を経ていた．  

最後に(f)は，75 件の事例の完全復旧期間の内訳を示したものである．完全復旧に至るま

でに長い期間を要する場合も少なくなく，完全復旧期間を特定できた事例の 2 割強が 500 日

を超える期間を要していた．復旧期間には，改修または建て替えのための設計・施工に要す

る期間だけでなく，復旧方法の検討や復旧資金の調達などに要する期間が含まれているが，

特に後者については事例ごとのばらつきが大きいものと推察される． 

図 3.13 は，火災被害を受けた建築物の復旧過程の特徴を把握するために，火災被害の程

度を代表していると考えられる焼損床面積𝐴で，部分復旧期間および完全復旧期間を整理

した結果である．両復旧期間と焼損床面積𝐴の間に一定の相関があることも予想されたが，

得られた分布には明瞭な相関が見いだせず，ばらつきが大きかった．特に，部分復旧期間に

ついては，この分布から一貫した傾向を見出すことはできない．これは，焼損床面積𝐴が大
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きい場合であっても，被災建築物の内部に機能を一時的に移し，業務を再開することが可能

な場合があるためと考えられる．これに対し，完全復旧期間については，焼損床面積𝐴との

関係が比較的にせよ確認できる．ただし，改修による復旧と建て替えによる復旧とでは，そ

の傾向に違いが見られる．改修による復旧の場合には，焼損床面積𝐴が大きくなるほど，完

全復旧期間も緩やかに長くなる傾向がある．一方，建て替えによる復旧の場合には，焼損床

面積𝐴の大きさによって完全復旧期間が大きく変わることはなく，むしろ𝐴が大きいほど

完全復旧期間が短くなる傾向がある．これは，規模が大きな建築物の構法には，一般に工期

が短いとされる S 造が採用される場合が多いこと［3.10］，また，建て替え工事には被災建

築物の解体が前提となるため，焼損床面積𝐴の違いが完全復旧期間に与える影響が相対的

に小さくなることなどが理由として考えられる． 

 

 
図 3.13 焼損床面積と部分復旧期間および完全復旧期間の関係 

 

3.2.2 機能の復旧過程 

 収集した事例を利用することで，火災被害を受けた建築物が，部分あるいは完全に機能復

旧を果たすまでに要する期間を分析する．分析にあたっては，復旧過程にシナリオを当ては

めた上で，シナリオごとに，被災した建築物の機能状態の段階的回復に要する時間をモデル

化することとした． 

(1) 復旧シナリオ 

収録された復旧事例の分析結果に基づき，本研究では，復旧過程における建築物の空間・

機能上の状態を，表 3.4 に示す𝐹，𝐹ଵ，𝐹ଶ，𝐹ଷの 4 つの状態に分類する．このうち，状態𝐹

は，全面的に内部への進入ができない状態，状態𝐹ଷ は，改修・建て替えが終わり，建築物

の空間・機能を利用する上での制約がなくなった状態を指している．状態𝐹ଵ，𝐹ଶは，復旧の
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途上にある状態を指している．このうち，状態𝐹ଵは，被災部分への進入ができず，その部分

が担っていた機能が停止している場合，状態𝐹ଶは，被災部の機能が，同じ建築物内部の他の

部分で代替された場合を指している．実際の復旧過程は，表 3.4 に示す 4 状態よりもさらに

細かい分類が可能である場合もあるものと考えられるが，報道資料等から入手可能な情報

の制約上，これ以上の分類は困難であった． 

 

表 3.4 火災被害を受けた建築物の空間・機能分類 

状態 空間 機能 

𝐹 全面進入不可 全面停止 

𝐹ଵ 

被災部分への進入不可 

被災部分の機能停止 

𝐹ଶ 

（部分復旧） 
被災部分の機能を他で代替 

𝐹ଷ 

（完全復旧） 
制約なし 制約なし 

 

被災建築物の復旧の過程は，解体後に再建されない場合，および，移転による復旧される

場合を除けば，部分的に改修される場合と解体後に再建される場合の 2 通りに大別される．

図 3.14 は，改修する場合をシナリオⅠ，建て替える場合をシナリオⅡとして，火災後の機

能率の復旧過程を模式的に描いたものである．図 3.14 に示す機能状態𝐹，𝐹ଵ，𝐹ଶ，𝐹ଷは，表

3.4 に示す空間・機能分類に対応付けられている．シナリオⅠでは，火災により状態𝐹ଵとな

った後，改修により状態𝐹ଶから状態𝐹ଷへと段階的に移行する．シナリオⅡでは，火災により

状態𝐹となった後，状態𝐹ଵ，𝐹ଶを経ることなく状態𝐹ଷに移行する． 

 

 

図 3.14 被災建築物の段階的復旧過程 

 

上記の 2 つのシナリオのうち，いずれが選択されるのかは，被災した建築物の用途や規模

出⽕ 完全復旧

Status

出⽕ 完全復旧

状態

(a) シナリオI (改修)           (b) シナリオ II (建て替え)
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といった条件に加え，焼損床面積や損害額といった被害の程度に関する条件などに左右さ

れる．復旧事例において，こうした条件を特定することができた事例は 82 件あった．ただ

し，解体後に再建されない事例は，被害程度が大きく，改修が困難と判断されたものとみな

して，非改修事例である建て替え事例に含めることとした．図 3.15 は，焼損床面積𝐴を延

床面積𝐴で除した焼損床面積比率𝑟と，建て替え比率𝑝ூூの関係を整理した結果である．

焼損床面積比率𝑟が小さい場合であっても，建て替えを選択することはあるものの，基本的

には，𝑟が大きくなるに従って建て替え比率𝑝ூூが大きくなる傾向を確認できる．変化率は𝑟

が 0.3 から 0.4 にかけてが大きく，𝑟が 0.5 以上となると，全ての事例で建て替えが選択さ

れている．こうした分布の特徴を考慮して，焼損床面積比率𝑟を変数とするロジスティック

曲線により建て替え比率𝑝ூூを回帰すると次式が得られる． 

𝑝ூூ ൌ
ୣ୶୮ሺఎሻ

ଵାୣ୶୮ሺఎሻ
 (3.23) 

𝜂 ൌ െ3.40  11.0𝑟 (3.24) 

得られた回帰式は，図 3.15 に曲線として書き込んである．なお，改修比率は𝑝ூ ൌ 1 െ 𝑝ூூと

して求めることができる． 

 

 

図 3.15 焼損床面積比率と建て替え比率 

 

(2) 復旧期間 

火災被害を受けた建築物の復旧には，「火災被害の調査」，「清掃・（一部）解体」，「資金確

保」，「設計・施工会社との契約」，「基本・実施設計」，「建築確認申請」，「施工」など，多岐

にわたる工程を経る必要がある．ただし，各工程に要する期間は，所有者の個別の事情や，

その時々の社会状況などに左右されるため，大きな不確実性を伴う．そうした中でも，復旧

過程の最終段階に位置付けられる「施工」に要する期間は，比較的変動が小さい上，復旧期
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間𝑡ோの中の小さくない部分を占める場合が多いことが想定される．例えば，収集した火災復

旧事例のうち学校が被災したものの中には，復旧期間𝑡ோの 4.7 カ月に対し「施工」期間が 4

カ月（比率 0.85）の事例があった一方で，復旧期間𝑡ோの 27 カ月に対し「施工」期間が 16 カ

月（比率 0.59）の事例もあった．そこで，「施工」期間𝑡ோ,を基準期間とみなし，各復旧期

間𝑡ோ（シナリオⅠの下での機能𝐹ଶの復旧期間𝑡ோሺூሻ,ிଶ，同じく機能𝐹ଷの復旧期間𝑡ோሺூሻ,ிଷ，シナ

リオⅡの下での機能𝐹ଷの復旧期間𝑡ோሺூூሻ,ிଷ）を𝑡ோ,で除すことで求めた正規化時間𝑡ோ
∗により，

復旧率𝑝ோの整理を試みる． 

 シナリオⅠの改修とシナリオⅡの建て替えにでは，工事内容が異なることから，各シナリ

オの「施工」期間𝑡ோ,も異なると考えるべきである．そこで，シナリオⅠについては，建築

物の改修工事の実態を調べる建築物リフォーム・リニューアル統計に基づいて，式(3.20)と

して示した改修工事の受注額𝐶と工期𝑡ோ,ሺூሻの関係を利用する．  

𝑡ோ,ሺூሻ ൌ 0.0224𝐶.ସ଼଼ ሺ日ሻ (3.20，再掲) 

ただし，記事データベースから抽出された個別の事例について，改修工事の受注額𝐶を特定

することは難しいことから，式(3.21)として示した焼損床面積𝐴
∗ と損害額𝐶∗の関係を利用

する． 

𝐶∗ ൌ

⎩
⎨

⎧ 57.7 ൈ 10ଷ𝐴
∗        ൫耐火建築物൯

32.8 ൈ 10ଷ𝐴
∗      ൫準耐火建築物൯

20.8 ൈ 10ଷ𝐴
∗        ൫木造建築物൯

   ሺ円ሻ (3.21，再掲) 

式(3.21)により求まる損害額𝐶∗は，火災が発生した時点における時価であるが，ここではこ

れが復旧工事費用に相当するものとし，式(3.20)の受注額𝐶に代入して得られる改修工事の

工期𝑡ோ,ሺூሻとみなす． 

 シナリオⅡについては，日本国内における建築物の着工状況を調べる統計である建築着 

 

 

図 3.16 延床面積と工事期間の関係 

0

100

200

300

400

500

600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

工
事

期
間

 t
R

,r
ef

延床面積 (m2)

RC造

木造

S造



75 
 

工統計調査報告［3.10］を利用して「施工」期間𝑡ோ,を推定する．図 3.16 は，2012 年から

2020年までの 9年間の延床面積および構造種別の別に応じた工事期間を示したものである．

これによると，延床面積と工事期間の間に明瞭な関係性を見出すことができる．構造種別ご

とに回帰式を求めると次のようになる． 

𝑡ோ,ሺூூሻ ൌ

⎩
⎨

⎧53.0𝐴
.ଶହ    ൫RC 造൯

36.5𝐴
.ଶଶଽ     ൫S 造൯

44.4𝐴
.ଶଽ    ൫木造൯

 ሺ日ሻ (3.25) 

正規化復旧期間𝑡ோ
∗は，復旧期間𝑡ோを，上記のように求められる「施工」期間（改修による

シナリオⅠでは𝑡ோ,ሺூሻ，建て替えによるシナリオⅡでは𝑡ோ,ሺூூሻ）で除すことにより求まる．

図 3.17 は，焼損床面積𝐴と正規化部分復旧期間および正規化完全復旧期間を比較した結果

を示している．図 3.13 の正規化される前の復旧期間との関係と比較すれば，依然として大

きなばらつきが残されているが，データ間の相関が高まったように見える．なお，正規化部

分復旧期間および正規化完全復旧期間の双方において，𝐴が大きくなるほど正規化復旧期

間𝑡ோ
∗は短くなっている．これは，建築物の規模が大きくなるほど，全復旧期間における施工

期間の割合が大きくなることを意味している． 

 

 

図 3.17 焼損床面積と正規化部分復旧期間および正規化完全復旧期間の関係 

 

地震の揺れによって損傷した建築物の復旧期間については，標準正規分布関数を用いて

超過確率がモデル化された例がある［3.11］．ここではこうした考え方にならい，正規化復

旧時間𝑡ோ
∗と，超過復旧確率𝑝ோの関係を次のようにモデル化する． 

𝑝ோ ൌ Φቀ
୪୬ሺ௧ೃ

∗ ሻିఒ

క
ቁ (3.26) 

ここで，Φは標準正規分布関数，𝜆と𝜉はそれぞれlnሺ𝑡ோ
∗ሻの平均と標準偏差である．記事デー
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タベースから抽出された事例データを回帰した結果を図 3.18，および表 3.5 に示す．回帰に

利用できた事例の数𝑁は，シナリオⅠにおける部分復旧期間（レベル𝐹ଶ回復）𝑡ோሺூሻ,ிଶが 30 件，

同完全復旧期間（レベル𝐹ଷ回復）𝑡ோሺூሻ,ிଷが 35 件，シナリオⅡにおける完全復旧期間（レベ

ル𝐹ଷ回復）𝑡ோሺூூሻ,ிଷが 22 件であった．いずれの復旧過程についても，概ね良好な結果が得ら

れた．復旧期間𝑡ோሺூሻ,ிଶ，𝑡ோሺூሻ,ிଷ，𝑡ோሺூூሻ,ிଷの期待値𝜇は，各基準時間𝑡ோ,の0.282倍，1.12倍，

3.38倍となり，この順で復旧に要する時間が短かった． 

 

 

図 3.18 正規化復旧時間と超過復旧確率 

 

表 3.5 復旧率曲線の回帰結果 

シナリオ 状態 𝑁 𝜇 𝜎 𝜆 𝜉 

Ⅰ 
F2 回復 30 0.282 1.28 െ2.81 1.75 

F3 回復 35 1.12 4.13 െ1.23 1.64 

Ⅱ F3 回復 22 3.38 4.26 0.743 0.975 

 

3.3 漏煙が機能維持性に及ぼす影響：システム天井の裏側への漏煙量計測 

建築基準法では，主に人命の安全確保を目的として，建築物に構造耐火および防火区画

（延焼防止）の性能を要求している．これらの性能を定量化するため，耐火試験において標

準加熱曲線下の加熱を行い，非損傷性，遮熱性，および，遮炎性を確認している．必要最低

限の基準としてはこれらが重要となる一方で，経済活動を考えた場合，人的資源以外にも金

銭的資源や無形資源，あるいは建築物以外にも機械や設備等の有形資源も無視できない．特

に情報技術化が進んだ現代では，たとえ火災が小火で済み，建築物的な被害が局所的に抑え

られたとしても，パソコンやインターネットなどの OA 環境が寸断されると，製造・サービ

スの提供が滞り，経済活動や社会活動に大きな影響を与える．そこで，火災そのものや火炎

からの直接の輻射熱のように高温となる火災加熱の広がりに比べ，低温ではあるが火災初

期にも比較的広範囲に広がる煙による被害を予測すべく，システム天井裏側への煙漏気量

を計測した． 
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国内では，高温時の遮煙性能は EV 扉に要求されている程度である．それもロビーを防火

区画すれば鉄板の厚みを規定した仕様規定に準じることで不要となるため，これまで試験

の需要は少なかった．これに対し，ヨーロッパでは，病院で籠城するための区画として，耐

火性のある区画に加えて，遮煙性能（中温：200℃）のある区画を二重に要求している［3.12］．

１つの壁に両性能を持たせられない理由は，高温時の遮煙は達成が困難なためである．これ

を踏まえて，本研究では，火災初期の温度および圧力の上昇によって，天井裏にどれくらい

の煙が漏れるかに焦点を当てて検討を行う． 

3.3.1 天井埋め込み器材からの漏気量実験 

耐火試験で確認する延焼防止性能は，上階の居室に対してであり，下階の天井と上階の床

をまとめて区画構成部材とみなしており，床単体で十分な耐火性能を有する RC 造床などの

場合は，天井は付属物の扱いであり耐火性能を期待しない．よって，天井裏に配管・配線さ

れた材料への煙汚染に着目した場合，システム天井に埋め込まれる換気口や照明器具周囲

には，適当な区画貫通部処理が施されない場合も多く，火災初期における天井裏への煙の汚

染は充分に考えられる． 

そこで初めに小規模模型を用いた燃焼実験を行い，火災初期の局所火源に対し，天井下と

天井裏でどれくらいの圧力差が生じるのかを確認した．図 3.19 に示すように，幅 450mm×

奥行 900mm 高さ 600mm の模型区画を製作し，床面中央に 10~30kW で調整が可能なバーナ

ー火源を設置した．区画内部には床面から 50mm 上部を起点に高さ 100mm 間隔で熱電対を

設置し，温度分布を測定した．また天井には幅 50mm×50mm，20mm×12.5mm，10mm×

250mm のスリットを設け，天井裏 50mm の位置にも熱電対を設置した．同スリットの内外

で微差圧計により圧力を計測した．図 3.19 に示すように，計測された圧力差，及び温度分

布から計算される圧力差は良い一致を示し，天井内外での圧力差は最大 6Pa 程度生じるこ 

 

 

図 3.19 小規模区画模型を利用した火災時の内外差圧に関する計測結果 
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とが分かった． 

次に，図 3.20 に示すように，先の実験で得られた圧力差を生じさせた環境で，天井に設

置された各機器を通じて，非加熱時の漏気量を測定した．床面約 1m×1m，天井高さ約 2m

の模型区画の下部にブロアーとダンパーを設置し，上部にチャンバーと定置式複合ピトー

管センサー（エアメジャー）を設置することで，この環境を再現可能な実験装置を作成した．

そして図 3.20 の緑枠部に各種器具を埋め込んだ天井試験体を挟み込む形で，当該圧力差条

件下での天井裏への漏気量を測定した． 

 

 

図 3.20 天井埋め込み器材からの漏気量実験の状況 

 

天井埋込器具は，表 3.6 に示す LED 照明・換気扇・引掛ローゼット・スピーカー・コン

セント・非常用照明の 6 体とし，製品に付与されている施工要領書に基づいて天井板（ケイ

酸カルシウム板 12mm）に施工した． 

 

表 3.6 天井埋め込み器具一覧 
器具名 メーカー 品番 

LED 照明 東芝ライテック LEDG87034L-LS 

換気扇 パナソニック FY24 

引掛ローゼット パナソニック WG6420WK 

スピーカー オースミ電気 OE-233MAT 

コンセント パナソニック WNP1302MWP 

非常用照明 パナソニック NNFB90005J 

(1) 実験方法 

天井試験体下部に遮蔽版を設置した状態で，下部のブロアーを稼働させ，天井試験体を挟

んだ上下での圧力差が約 6Pa および圧力差が漏気量に与える感度を調べるため約 3 割増と
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した 8Pa となるように，ダンパー開度を調整した．その後，遮蔽板を開放し，圧力が約 6Pa

で安定した状態（約 30 秒後）で次の 8Pa に風量を上げ，それぞれの条件下で，天井下と天

井裏での圧力（大気圧標準）と天井裏での漏気量を測定した． 

(2) 実験結果 

実験結果一覧を表 3.7 に，また，そのうちの換気扇とスピーカーの漏気量の測定結果を図

3.21 に示す．スピーカーのみ天井裏での圧力上昇および漏気量の増加が見られた．換気扇は

見えがかり上，ルーバー状に隙間が見えてはいるが，天井裏では排気管につながっている．

本実験では実建築物を想定して，排気管端部に蓋をして実験を行っているため，天井裏への

漏気は見られなかった．一方で，スピーカーは天井面への振動の伝わりを防ぐために，天井

板と縁を切って施工する方法がとられており，その部分はシーリング材等での穴埋めもな

されないため，火災時の圧力上昇条件下では，ある程度の気流の流れが生じると考えられる． 

 

表 3.7 実験結果一覧 

器具名 実験条件 天井下圧力 天井裏圧力 漏気量 

LED 照明 
6Pa 5.89Pa -0.16Pa 0 

8Pa 8.34Pa -0.16Pa 0 

換気扇 
6Pa 5.26Pa -0.15Pa 0 

8Pa 7.73Pa -0.15Pa 0 

引掛ローゼット 
6Pa 5.88Pa -0.15Pa 0 

8Pa 8.34Pa -0.16Pa 0 

スピーカー 
6Pa 2.59Pa 0.46Pa 9.98 ㎥/h 

8Pa 4.09Pa 0.78Pa 10.10 ㎥/h 

コンセント 
6Pa 5.89Pa -0.45Pa 0 

8Pa 8.35Pa -0.45Pa 0 

非常用照明 
6Pa 5.58Pa -0.42Pa 0 

8Pa 7.73Pa -0.42Pa 0 

 

  
(A) 換気扇             (B) スピーカー 

図 3.21 漏気量の測定結果 

3.3.2 天井材の目地部からの漏気量実験 

前章より，システム天井に取り付けられる機器本体からの漏気量は測定できたが，あらか

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5

圧
⼒

(P
a)
、
流
量

(m
3
/h

)

時間(分)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5

圧
⼒

(P
a)
、
流
量

(m
3
/h

)

時間(分)

Press(天井下) Pa

Press(天井裏) Pa

流量m3/h



80 
 

じめ天井材と隙間を設けて設置されるスピーカーを除いては，常温での圧力上昇環境下で

の漏気は見られなかった．そこで加熱環境下での天井裏への漏気量を予測するため，天井材

の目地部を対象とした実験を行った．目地は，ボード紙にくるまれたボード端部をそのまま

用いるのではなく，鉛直に切り戻した上で，隙間無く試験体中央で貼り合わせた．また，一

般的な天井の施工方法に準拠して，シーリング処理を行わずに突き付けている．この際，天

井材の加熱強度は，通常の耐火試験で用いられている標準加熱の他に，煙の拡大に伴う被害

想定を対象としているため，比較的火災初期の低い加熱温度についても対象とした． 

(1) 実験方法 

 加熱による天井ボード単体の収縮が要因となって発生する亀裂の程度および非加熱側へ

の漏気量の測定を行うため，図 3.22 に示す実験装置を用いた．加熱は小型炉により ISO834-

1 に準拠して行い，炉内温度計測用として熱電対を最低 1 点設置する．また試験体の非加熱

側には，小型炉の加熱範囲を覆うことができる大きさの小型チャンバーを設置した．定置式

複合ピトー管センサを小型チャンバーに取り付けることにより，全圧と静圧の差圧（動圧）

𝑃から流入する気体の流量𝑄に換算した．𝑃から𝑄への換算式は以下の通りである． 

𝑄 ൌ 3600𝛼𝐴ට
ଶ

ఘ
𝑃 ただし，𝜌 ൌ 𝜌

்

்
 (3.27) 

ここで，𝛼は流量係数，𝐴は管路（エアロアイ）の断面積，𝜌は空気の密度（kg/mଷ），𝑇は空

気の絶対温度（K），𝑛は標準状態を表す． 

この他に，図 3.22 の試験体図に示すように，試験体の一般部に加え，試験体に設けた切

断面突付けによる目地部の裏面温度の測定を行った．加熱時の裏面温度測定用熱電対の断 

 

図 3.22 高温時漏気量測定で使用した実験模型 
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線等を考慮して，各部位において最低 2 点以上熱電対を設置し，各温度測定結果はその平均

より算出することとした． 

試験対象として，天井材として一般に用いられる普通せっこうボードを対象とし，厚み

（9.5mm と 12.5mm）と設置方向の別（鉛直と水平）及び加熱強度（標準加熱と 0.7 倍加熱）

を変化させて実験を行った． 

(2) 実験結果 

図 3.23 に目地部の温度上昇の測定結果を，図 3.24 に漏気量の測定結果を示す．参考に，

強化せっこうボード，および，より厚みのあるボードの漏気量測定結果を並べて示す． 

壁を想定した鉛直設置と天井を想定した水平設置の比較（図 3.24）について，水平設置で

は，漏気の始まる時間は若干遅くなるものの，それ以降の漏気量の拡大勾配は急となってい 

 

 
図 3.23 目地部の温度上昇測定結果 

 

 

図 3.24 漏気量の測定結果 
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る．これは水平設置により，温度上昇に伴う亀裂や目地の開き等の劣化で，重力による変形・

脱落が進みやすかったことが理由と考えられる． 

 無機質繊維の添加によって高温時のひび割れを抑えている強化せっこうボードと普通せ

っこうボードの比較についても同じことが言え，図 3.23 の温度上昇ではそれほど違いが見

えない代わりに，図 3.24 の漏気量測定結果では，普通せっこうボードの方が，漏気が始ま

ってからの拡大勾配が急となっている． 

 次に水平設置の普通せっこうボード 12.5mm を対象に，ISO 標準加熱と 0.7 倍加熱とした

場合の比較について，図 3.24 の漏気量の拡大が，時間をおよそ 15 分程度平行移動したよう

な傾向となっており，加熱温度を 0.7 倍とすることで耐火時間がおよそ 1.6 倍となる関係が

見られる．これらを掛け合わせると 0.7×1.6=1.12 となり，漏気量についても，これまで温

度上昇で言われていたような，温度時間曲線の積分値が指標となるといえる． 

 また，図 3.24 で漏気の始まる時間を図 3.23 に照らし合わせると，全ての試験体でおよそ

約 200℃に到達した時間となり，それ以後の漏気の拡大勾配は，図 3.25 に示すように，普通

せっこうボードおよび水平設置の場合は，600 度で脱落しそのときの漏気量はおよそ 40 ㎥/

分．強化せっこうボードの場合は，800 度で漏気量 40 ㎥/分となると考えられる．  

 

図 3.25 漏気量の実験回帰式（目地長さ 0.6m あたり） 
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すなわち，天井設置器具の周長長さ（天井板の目地部については胴縁などの裏当て材が設置

されているものとする）と天井表面の温度𝑇から漏気量𝑄′を推定することが可能となる．な

お，普通せっこうﾎﾞｰﾄﾞ・水平設置は最も漏気量が多く，また，強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ・鉛直設

置は最も漏気量が少ない組み合わせである．このことから，普通せっこうボード・鉛直設置

および強化せっこうボード・水平設置の各組み合わせの下での漏気量は，式(3.28)および式

(3.29)による推定結果の範囲内に収まるものと考えられる． 

3.4 漏水が機能維持性能に及ぼす影響：床面の隙間等を通じた漏水量計測 

 建築物で火災が発生した場合の直接的な被害は，人的被害と物的被害に大別することが

できる．このうち物的被害は，さらに焼損，汚損，水損などに分類することができる．水損

は，火災時に消防隊の放水や散水設備による散水などに建築物内に投入される消火水よっ

て，火災加熱によって焼損する部分以外の部分にもたらされる損害である．消火水をかぶれ

ば，収納物は基本的に再使用できなくなり，建築物の内装材や設備も交換が必要になる場合

が多い．水損した物品によっては，交換に費用を要するだけでなく，代わりになる物品の調

達に時間を要し，その建築物の機能が損なわれる場合がある． 

火災被害を受けた建築物の機能維持性能を評価するには，建築物の内部に投入された消

火水の拡がりを評価し，機能復旧に必要な費用や期間を推定できるようにする必要がある．

投入された消火水は様々な形で建築物の内部に拡がるが，床面の部材同士の接合部にでき

た隙間や部材にできた亀裂を通じた下層への移動は，その中の主要なものである．こうした

隙間等を通じた下層への水の移動速度𝑉ሶீ は，ベルヌーイの定理に従って次式のように計算

することができる． 

𝑉ሶீ ൌ 𝛼𝐴ට
ଶ∆

ఘ
ൌ 𝛼𝐴ඥ2𝑔ℎ (3.30) 

ここで，𝛼は開口流量係数，𝐴は隙間面積，∆𝑝は差圧，𝜌は通過する流体の比重，𝑔は重力加

速度，ℎは隙間の高低差である．このうち，αは隙間近傍の流線が断面に対して垂直とならな

いことから生じる誤差を修正するための係数であり，基本的には隙間の形状に依存する．す

なわち，αは断面形状があらかじめ分かっている場合に利用可能な計算式であるが，漏水が

生じる隙間の形状は様々であり，特定することは難しい．ただし，建築物の環境負荷性能を

表す指標の一つである空間の気密性能の評価では，式(3.30)を修正した次の計算式を用いて

単位時間当たりの漏気量を計算し，𝛼に相当する開口流量係数である𝛼∗と係数𝑛が実測され

ている[3.13-3.25]． 

𝑉ሶீ ൌ 𝛼∗𝐴 ቀ
ଶ∆

ఘ
ቁ
భ
 (3.31) 

図 3.26 は，RC 造および木造について，単位床面積あたりの有効隙間面積𝛼∗𝐴 𝐴⁄ の実測
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値の累的頻度分布を示している．ここでは，𝛼∗𝐴 𝐴⁄ を以下に示す対数正規分布で近似し

た結果を併記してあり，対数正規分布の係数𝜆および𝜉の値を表 3.8 に示す． 

𝑝 ൌ Φቀ
୪୬൫ఈ∗ ೝ⁄ ൯ିఒ

క
ቁ (3.32) 

漏水も，基本的には漏気が発生している部位と同じ部位から発生していることを考慮すれ

ば，単位時間当たりの漏気量の計算のために実測された𝛼∗𝐴の値を利用できる可能性がある．

そこで，密閉した箱型模型の底部に隙間を設け，そこを通じた漏気および漏水の双方の計測

を行う．この時に決定される𝛼𝐴と𝛼∗𝐴の値を比較することで，漏気に関する過去の実測結果

の漏水計算での利用可能性について調べた． 

 

  

(A) RC 造の場合             (B) 木造の場合 

図 3.26 漏気に関する単位床面積あたりの有効隙間面積の累積頻度分布 

 

表 3.8 漏気計測により得られた𝛼∗𝐴 𝐴⁄ の分布 

 𝜆 𝜉 

RC 造 -2.50 1.10 

木造 -3.16 0.67 

 

3.4.1 実験方法 

 箱型模型は，厚さ 12mm の合板を組み合わせて作成した．その形状は，図 3.27 に示す通

りであり，水平断面が 900mm×900mm の正方形，高さが 1800mm である．漏気および漏水

のための隙間は，箱型模型の底部に設けた．ただし，漏水計測については，残留水の回収等

の手間を考慮し，底部に長方形状の隙間を加工した一辺 200mm 角のアクリル容器に水を投

入して漏水を生じさせることとした．アクリル容器に設けた隙間が，箱型模型全体で唯一の
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意図的に設けた隙間であり，漏気も専らこの隙間から生じるよう，漏気が生じやすい合板接

合部は養生テープでふさいだ．アクリル容器に設けた隙間の形状は表 3.9 に示す通りであ

り，計 12 条件を考慮することした，なお，箱型模型の中央部には水平方向にパンチングメ

タルの庇を配置して，内部の空気の流れがアクリル容器の隙間に衝突することを回避させ

た． 

 

 

図 3.27 漏気および漏水計測に使用した箱型模型の鉛直断面 

 

表 3.9 本実験で検討した隙間形状 

実験番号 長さ (mm) 幅 (mm) 厚さ (mm) 

1 50 1 10 

2 50 3 10 

3 50 5 10 

4 50 10 10 

5 50 5 30 

6 50 10 30 

7 100 1 10 

8 100 3 10 

9 100 5 10 

10 100 10 10 

11 100 5 30 

12 100 10 30 
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(1) 漏気計測の手順 

漏気については，箱型模型の上部に接続した送風機によって内外差圧∆𝑝を段階的に変化

させ（概ね 20 から 90Pa にかけて，10Pa 刻みで変化させた），漏気速度すなわち送風速度と

の関係を調べた．模型底部から 150，900，1650mm の位置に配置された差圧計の計測結果は

概ね一様であり，箱型模型の中央部にパンチングメタルの庇を設けることで偏った空気の

流れの形成は排除できていることを確認した．内外差圧∆𝑝は 0.02s 間隔でデータロガーに出

力し，概ね安定的に推移することを確認した後の 1 分間の平均値を分析に使用した． 

(2) 漏水計測の手順 

漏水については，アクリル容器の隙間に目張りをした状態で約 4 リットルの水を入れ，目

張りを外すことで流出を開始させた．漏水速度は，隙間から流れ出る水を受けた容器の重量

の時間変化から換算した．計測に使用した重量計の計測精度は 0.1g であり，1s 間隔でデー

タロガーに出力した．漏水速度には一定のばらつきが生じることが予想されたことから，計

測は各隙間形状につき 3 回行い，その平均値を分析に使用した． 

3.4.2 実験結果 

(1) 漏気計測 

 図 3.28 のデータ点は，表 3.9 に示した実験 3 から実験 6 までの模型区画の内外差圧∆𝑝と

単位時間あたりの漏気量𝑉ሶீ の関係を示している．∆𝑝の増加とともに𝑉ሶீ も単調に増加してお

り，隙間部分の厚みがある場合ほど𝑉ሶீ は大きくなった．図 3.28 には，式(3.31)の開口流量係

数𝛼∗と係数𝑛を回帰することで得られる𝑉ሶீ の計算結果を実線で併記してある．いずれの条件

においても，良好に実験結果を回帰できた． 

 

 

図 3.28 単位時間あたりの漏気量の計測値と回帰式による計算結果の比較 
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(2) 漏水計測 

 図 3.29 のデータ点は，表 3.9 に示した実験 3 から実験 6 において計測された経過時間と

単位時間あたりの漏水量𝑉ሶீ の関係を示している．計測開始から徐々に水位が低下すること

に伴い，𝑉ሶீ も単調に減少し，最終的にゼロとなった．ただし，漏気の場合とは異なり，隙間

部分の厚みが𝑉ሶீ に対して目立った影響を及ぼすことはなく，実験 3 と実験 5，また，実験 4

と実験 6 では，ほぼ同じような時間経過で𝑉ሶீ が推移した．図 3.29 には，式(3.30)の開口流量

係数𝛼を回帰することで得られる𝑉ሶீ の計算結果を実線で併記してある．いずれの条件におい

ても，良好に実験結果を回帰できたが，実験 3 と実験 5 については，水位が下がった段階で

𝑉ሶீ の計測値が急激に低下しており，計算値との乖離が生じた．これは，水位が下がることに

より，隙間部にかかる水圧が一様ではなくなったことに起因するものと考えられる．実験 4

と実験 6 でも同様の状況となっていた可能性はある．しかし，隙間寸法が大きく，短時間で

水が流出したため，𝑉ሶீ の変化が捉えられなかったものと考えられる． 

 

 

図 3.29 単位時間あたりの漏水量の計測値と回帰式による計算結果の比較 

(3) 開口流量係数の比較 

 本実験で得られた，漏水に関する有効隙間面積𝛼𝐴と漏気に関する有効隙間面積𝛼∗𝐴の関係

を整理した結果を図 3.30 に示す．全体的に，𝛼𝐴の値に比べて𝛼∗𝐴の値が大きかったが，𝛼∗𝐴

が増加すれば𝛼𝐴も単調に増加する関係が見られた．こうした結果を線形回帰すると，以下

のような関係式が得られる．  
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れば，𝛼∗𝐴 ሺcmଶሻと𝛼𝐴 ሺmଶሻの関係は次のように修正することができる． 

𝛼𝐴 ൌ
ೃ

ଶೃାସுೃඥೃ
ቄ
.ଽሺఈ∗ሻି.ଷ଼

ଵర
ቅ (3.34) 

ここで，𝐻ோは室の高さ，𝐴ோは室の床面積である．式(3.33)または式(3.34)を利用すれば，図

3.26 のような実測結果に基づく分布から推定した𝛼∗𝐴を，単位時間あたりの漏水量𝑉ሶீ の計算

に必要な有効隙間面積𝛼𝐴に換算することができる． 

 

 

図 3.30 有効隙間面積の関係 

 

3.5 まとめ 

本章では，2 章に示した総合的なリスク評価の枠組みにおいて，手続きが定まっていなか

った機能維持性能の定式化を行った．また，機能維持性能の評価を左右する諸事象について

検討を加えた． 

3.1 節では，ある建築物の供用期間機能が，火災被害による低減を経ても，なお保持され

ている割合を火災後の機能維持性能と定義した．火災によって被害が発生し，そこから機能

回復を図る過程にいくつかのシナリオを想定し，各シナリオの発生を確率的に評価するこ

とで，機能維持性能を評価できるようにした．ある事務所建築物を対象としたケーススタデ

ィを行い，得られた機能維持性能を，防火性能の一つである延焼防止性能の評価結果と比較

したところ，感度分析で検討した 3 項目（主要構造部の性能向上，スプリンクラー設備の設

置，室の区画化）のうち，機能維持性能ではスプリンクラー設備の設置が，延焼防止性能で

は室の区画化が，それぞれを改善する上で最も有効であるとの結果が得られた．このことは，

両者を改善させるために必要な対応が異なることを示している．  

3.2 節では，新聞の記事データベース等を利用して過去の火災事例を収集し，焼損した建
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築物の機能復旧にどの程度の期間を有するのかについて分析を加えた．火災被害を受けた

建築物の復旧には，被害調査，清掃・解体，資金確保，設計・施工契約，設計，建築確認申

請，施工など，多岐にわたる工程を経る必要があるが，その中の小さくない割合は施工によ

って占められると考えられる．そこで，復旧事例から抽出された復旧期間を統計から求まる

施工期間で正規化した正規化復旧期間を求めたところ，正規化復旧期間を変数とする標準

正規分布関数により，良好に累積復旧率を整理できることを確認した．なお，火災による被

害を受けた後の復旧の容易さは，建築物の用途にも依存するところが大きい．例えば，生産

工場などの特殊な機能を有する機能は，内部に設置された設備が高価になりがちで，空間も

一体的な使われ方をする場合が多いため，被害が大きくなる傾向にある．ただし，大企業が

所有する建築物の場合には，経営体力に比較的余裕があり，早期に復旧にあたることができ

る場合が多いものと考えられる．また，商業施設，宿泊施設，病院などの不特定多数が利用

する建築物では，火災により死者が発生した場合の利用者の心象に対する影響が大きく，経

営の再開が困難になる場合があるものと考えられる．本検討ではこうした違いについて考

慮することができていないため，今後さらなる検討が必要である． 

3.3 節では，システム天井の遮煙性能が十分に考慮されていない実態を踏まえ，室内で火

災が発生した場合に，天井に設置された設備器具との取り合い部および天井材の目地部か

ら天井裏へ漏出する煙の量について実験的に調べた．天井材の目地部については，天井材の

種類および設置方向に応じて煙の漏出の起こりやすさが異なることが明らかとなり，天井

材表面の温度により漏出量を評価できるようにした． 

3.4 節では，建築物の内部に投入された消火水の拡がりを予測するため，床面の部材同士

の接合部にできた隙間や部材にできた亀裂の有効隙間面積𝛼𝐴を推定する方法について検討

した．実際の建築物で計測されている，漏気に関する有効隙間面積𝛼∗𝐴の利用可能性を調べ

るため，同一の隙間を通じた漏気・漏水の双方に関する実験を行った．この結果，両者の間

に一定の相関が存在することが分かり，計測結果を回帰することで𝛼∗𝐴から𝛼𝐴への換算式を

得た． 

3.1 節に示した手続きによる評価は，機能維持性能に関する基本的な内容の評価に留まっ

ている．今後，高度化を図っていくには，3.2 節で明らかにした復旧期間に関する実態，な

らびに 3.3 節および 3.4 節で得られた被害拡大要因に関する実験的知見をもとに，さらに検

討を加えていく必要がある． 
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4．防火性能評価のケーススタディ 

本章では，2 章および 3 章に示した計算手続きを実装した防火性能評価プログラムを利用

して，いくつかの建築物を対象としたケーススタディを行い，新たに開発した性能指標（F

値）の特徴を分析する．対象とする建築物の用途は事務所と物流倉庫である．それぞれ，規

模の異なる建築物を 3 棟，計 6 棟（物流倉庫については，同一平面で階数を変更した検討を

行った）設定して，防火上の仕様が性能に及ぼす影響を調べることとした．各建築物の基本

的な条件は表 4.1 に示す通りである． 

 

表 4.1 ケーススタディの対象とした建築物 

対象建築物 立地 
消防署からの

距離(百 m) 

延床面積 

(m2) 
階数 

出火率 

(件/ሺ年 ∙ mଶሻ) 
構造種別 

事務所 A 防火地域 2 3,409 3 0.487 S 造 

事務所 B 防火地域 5 31,756 10 0.487 S 造 

事務所 C 防火地域 20 31,251 7 0.487 S 造 

物流倉庫 A-1 防火地域 20 11,910 4 1.067 S 造 

物流倉庫 A-2 防火地域 20 8,940 3 1.067 S 造 

物流倉庫 B-1 防火地域 20 30,750 4 1.067 S 造 

物流倉庫 B-2 防火地域 20 23,100 3 1.067 S 造 

物流倉庫 C 防火地域 20 44,100 3 1.067 S 造 

 

本手法では，ある基準的な条件に対して，当該建築物が保持する相対的な防火性能を F 値

として評価する．基準的な条件をどのような水準に設定するのかについては任意性がある

が，本章では，建築基準法等の法令による要求水準と，概ね同等の水準を基準的な条件とし

て設定することとした．こうして設定される基準的な条件に対して，以下に挙げる条件を変

化させることで，それらが防火性能に及ぼす影響を調べることとした． 

・ 敷地内の建築物の配置（敷地境界からの離隔距離） 
・ 主要構造部（柱，梁，壁，床等）および扉の性能担保時間 
・ 内装材料の不燃性（木質材料，難燃材料，準不燃材料，不燃材料）およびその厚み 
・ 防火関連設備（排煙設備，スプリンクラー設備）の設置の有無 
・ 在館者による消火訓練の実施の有無 

4.1 事務所 A 

4.1.1 計算条件 

 敷地配置を図 4.1 に示す．建築物は不整形な敷地に建ち，建築物の平面自体も不整形であ
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る．敷地の 2 面は道路に面している．建築物の外壁は，いずれも延焼のおそれのある範囲に

含まれていない． 

構造断面を図 4.2 に示す．柱の断面寸法は各階で共通であるが，梁は 2 階部分だけ断面寸

法が小さくなっている． 

 各階区画図（防火区画および排煙計画図）を図 4.3 に示す．1 階部分はエントランスホー

ルが大きな面積を占めており，事務室として利用される室は 2，3 階に配置されている．居

室と廊下は，防火区画および防煙区画で区画されており，防煙区画内には機械排煙設備が設

置されている． 

 以上のような条件をもとに，図 4.4 に示すように計算条件を設定した．計算上，設定され

た区画の数は 20 であり，これらの接続状況は図 4.5 に示す通りとなっている．エレベータ

ーシャフトは竪穴として設定されており，煙等の伝搬経路となりうるが，避難経路として利

用されるようにはなっていない． 

 

 
図 4.1 事務所 A：敷地配置 

 

 

図 4.2 事務所 A：構造断面 

 

1～3 階 

柱(1－3F） 梁(2FL） 

600×600×25 700×400×16×32 950×300×12×22 

梁(3FL－RFL） 

1h 耐火（RW25 ㎜） 2h 耐火（RW45 ㎜）

〈断面リスト〉 
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1 階 

 
2，3 階 

 

図 4.3 事務所 A：各階区画図（防火区画および排煙計画図） 
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1 階 

 

2，3 階 

 

図 4.4 事務所 A：条件設定図 
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図 4.5 事務所 A：ネットワーク図 

 

事務所 A で検討した比較条件は，表 4.2 に示す 7 条件である．各条件の着眼点を整理す

ると以下の通りとなる． 

条件1： 基準条件において実施されていなかった在館者の消火訓練が実施された場合の性

能の変化を調べている． 
条件2： 居室の天井および壁に使用されていた準不燃材料が不燃材料に変更された場合の

性能の変化を調べている． 
条件3： 基準条件において設置が前提となっていたスプリンクラー設備（SP 設備）が設置

されなかった場合の性能の変化を調べている． 
 

表 4.2 事務所 A：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

内

部

構

造 

天井 普通コンクリート 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 0.44×106 0.44×106 0.37×106 0.44×106 0.44×106 0.44×106 0.44×106 0.44×106 

総表面積（m2） 4,627 4,627 4,096 4,627 4,627 4,627 4,627 4,627 

外

周 

離隔距離（m） 4 4 4 4 4 4 4 4 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 

設

備 

排煙設備 あり あり あり あり あり あり あり あり 

SP 設備 あり あり あり なし あり あり あり あり 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 65 

梁 25 25 25 25 25 25 25 60 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし 
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条件4： 延焼のおそれのある範囲に含まれなかったため，0 分となっていた外壁開口部の窓

の延焼抵抗時間を 20 分に延長した場合の性能の変化を調べている． 
条件5： 建築物内部の壁および床の延焼抵抗時間（準耐火構造）を 75 分から 108 分に延長

した場合の性能の変化を調べている．このうち，108 分（準耐火構造）は，耐火構

造の性能確認において，加熱時間を 2 割増しとすることで加熱終了後の放置・性

能維持の確認を免除する耐火試験の規定に基づいており，90 分（耐火構造）に相

当するものとして設定している． 
条件6： 建築物内部の扉の延焼抵抗時間を 60 分から 75 分に延長した場合の性能の変化を

調べている．扉の延焼抵抗時間を 75 分とすることで，壁および床との間の性能差

がなくなり，区画突破確率の扉の性能への依存度が下げられている． 
条件7： 条件 7 では，鉄骨柱および梁を被覆する吹き付けロックウールの厚みを 25 ㎜から

60 ㎜に変更された場合の性能の変化を調べている． 

4.1.2 計算結果 

 事務所 A に関する計算結果を表 4.3 および図 4.6 に示す．本手法では，出火防止性能 F1 と

消火活動支援性能 F6 を評価できるようになっていないことから，残る 5 つの F 値の計算結

果を示してある． 

 

表 4.3 事務所 A に関する計算結果 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消

火訓練

の実施 

2：内

装材料

変更 

3：SP

設備設

置 

4：外

窓強化 

5：内

部壁床

強化 

6：内

部扉強

化 

7：被

覆厚さ

変更 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 2.233  1.264  0.309  1.008  1.109  0.972  1.007  

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 3.367  1.331  0.234  1.000  1.065  0.979  2.735  

延焼防止性能 F4 延焼確率 3.385  1.383  0.233  1.004  1.070  0.980  0.971  

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.033  1.335  0.745  1.051  1.024  0.959  0.987  

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 4.744  1.008  0.710  1.017  1.005  0.999  0.998  
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図 4.6 事務所 A に関する計算結果 

 

条件1： 消火訓練の実施は，火災成長防止性能 F2，倒壊防止性能 F3，延焼防止性能 F4，機

能継続性能 F7 で，比較的大きな性能向上につながる結果が得られた．これは，消

火訓練を実施することにより，在館者による消火活動への参加率および奏効率が

向上することによるものである．ただし，避難安全性能 F5 の向上は見られなかっ

た．これは，本手法において，消火活動による火災成長速度の低減効果を評価でき

るようになっておらず，消火に失敗した火災については，消火活動が行われなかっ

た場合と同じ火源からの安全性を評価することになっているためと考えられる． 
条件2： 内装材料を不燃化した結果，火災成長防止性能 F2，倒壊防止性能 F3，延焼防止性

能 F4，避難安全性能 F5で性能向上につながった．ただし，その程度は条件 1 ほど

顕著ではなかった．条件 1 の場合とは異なる点として，機能継続性能 F7 の向上が

見られなかったことが挙げられる．これは，本手法において，区画単位で機能維持

性能の評価を行っている点と関係しており，事務所 A の区画の規模が比較的大き

いために，本来であれば機能維持上の効果が大きい，内装不燃化による焼損範囲の

局所化の効果を適切に評価できていなかった可能性がある． 
条件3： 事務所 A では，基準条件において，既にスプリンクラー設備が設置されているも

のとしていたため，条件 3 ではこれを外した場合の効果を検証している．このた

め，F 値は，いずれの個別性能でも 1 より小さくなった．これを，スプリンクラー

設備が設置されていたことによる性能向上と見れば，その程度は，火災成長防止性

能 F2，倒壊防止性能 F3，延焼防止性能 F4において大きいとみなすことができる． 
条件4： 外窓の強化については，延焼防止性能 F4 を含め，いずれの個別性能の向上にもつ

ながらなかった．延焼防止性能 F4 の向上につながらなかった理由は，本手法にお

いて，延焼防止性能の中でも加害防止性能に着目をした評価を行っているためで

ある．すなわち，外窓の強化は，専ら外部からの加熱による延焼を防止するために
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機能し，内部の火災による屋外への突破を防止する効果を評価できていないため

である．この点は，評価手法の改良が必要である． 
条件5： 内部構造のうち，壁および床の強化は，わずかではあるが火災成長防止性能 F2，

倒壊防止性能 F3，延焼防止性能 F4の向上につながった．これは，壁および床の強

化が，内部で発生した火災の延焼拡大の防止に寄与したことを示している．ただし，

その効果が限定的であった理由は，延焼経路となりうる扉が強化されないままで

残っていたためである． 
条件6： 内部構造のうち，扉の強化は，いずれの個別性能の F 値の向上にも寄与しなかっ

た．もともと 60 分であった延焼抵抗時間が 75 分変更されたものの，変更幅が小

さかったことが，性能向上につながらなかった理由と考えられる．条件 5 におい

て，壁および床の強化がいくぶん F 値の向上に寄与したことを考慮すれば，扉の

強化に壁および床の強化を組み合わせることが，F 値の向上には有効であった可能

性がある．なお，F 値がいくぶん 1 を下回っている理由は，個別性能の評価にモン

テカルロシミュレーションを利用することで計算結果にばらつきが生じるためで

あり，性能低下を表すものではない． 
条件7： 柱および梁の耐火被覆の厚みの変更は，倒壊防止性能 F3を大きく向上させた．た

だし，その他の個別性能の F 値には変化が見られず，複数の個別性能の向上につ

ながった消防訓練の実施（条件 1）や内装材の強化（条件 2）などとは対照的な結

果となった． 

4.2 事務所 B 

4.2.1 計算条件 

 敷地配置を図 4.7 に示す．建築物の平面形状は長方形で，同じく長方形状の敷地に建って

いる．敷地の 2 面は道路に面している．建築物の外壁は，いずれも延焼のおそれのある範囲

に含まれていない． 

構造断面を図 4.8 に示す．主要構造部である柱および梁の断面寸法は，建築基準法の要求

に従って，最上階から 4 層分までが耐火時間 1 時間，それより下の層が耐火時間 2 時間の

耐火性能を満たす仕様となっている． 

 各階区画図（防火区画および排煙計画図）を図 4.9 に示す．1 階部分はエントランスホー

ルと店舗が，2 階部分はロビーとラウンジがそれぞれ大きな面積を占めている．事務室とし

て利用される室は 3 階から 10 階にかけて配置されている．2 階部分を除き，居室と廊下は，

防火区画および防煙区画で区画されており，防煙区画内には機械排煙設備が設置されてい

る． 

 以上のような条件をもとに，図 4.10 に示すように計算条件を設定した．計算上，設定さ
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れた区画の数は 50 であり，これらの接続状況は図 4.11 に示す通りとなっている．エレベー

ターシャフトは竪穴として設定されており，煙等の伝搬経路となりうるが，避難経路として

利用されるようにはなっていない． 

 

 

図 4.7 事務所 B：敷地配置 

 

 

図 4.8 事務所 B：構造断面 

 

7～10 階 

1～6 階 

1h 耐火（RW25 ㎜） 2h 耐火（RW45 ㎜） 

柱(1－2F） 

梁(2-3FL） 

1000×1000×28 

1000×500×12×28 1000×350×12×19 

梁(3FL－RFL） 

〈断面リスト〉 

800×800×22 

柱(3－10F） 
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1 階 

 

2 階 

 

図 4.9（続く） 事務所 B：各階区画図（防火区画および排煙計画図）



103 
 

 

3-6 階 

 

7-10 階 

 

図 4.9（承前） 事務所 B：各階区画図（防火区画および排煙計画図） 
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1 階 

 

2 階 

 

図 4.10（続く） 事務所 B：条件設定図 



105 
 

 
3-6 階 

 

7-10 階 

 

図 4.10（承前） 事務所 B：条件設定図 
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図 4.11 事務所 B：ネットワーク図 

 

事務所 B で検討した比較条件は，表 4.4 に示す 7 条件であり，事務所 A の場合から変更

はない．各条件の着眼点をあらためて整理すると以下の通りとなる． 

条件1： 基準条件において実施されていなかった在館者の消火訓練が実施された場合の性

能の変化を調べている． 
条件2： 居室の天井および壁に使用されていた準不燃材料が不燃材料に変更された場合の

性能の変化を調べている． 
条件3： 基準条件において設置が前提となっていたスプリンクラー設備（SP 設備）が設置

されなかった場合の性能の変化を調べている． 
 

表 4.4 事務所 B：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

内

部

構

造 

天井 軽量コンクリート（れんが屑） 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 3.65×106 3.65×106 3.16×106 3.65×106 3.65×106 3.65×106 3.65×106 3.65×106 

総表面積（m2） 40,597 40,597 36,646 40,597 40,597 40,597 40,597 40,597 

外

周 

離隔距離（m） 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 

設

備 

排煙設備 あり あり あり あり あり あり あり あり 

SP 設備 あり あり あり なし あり あり あり あり 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 65 

梁 25 25 25 25 25 25 25 60 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし 
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条件4： 延焼のおそれのある範囲に含まれなかったため，0 分となっていた外壁開口部の窓

の延焼抵抗時間を 20 分に延長した場合の性能の変化を調べている． 
条件5： 建築物内部の壁および床の延焼抵抗時間を 75 分から 108 分に延長した場合の性

能の変化を調べている． 
条件6： 建築物内部の扉の延焼抵抗時間を 60 分から 75 分に延長した場合の性能の変化を

調べている． 
条件7： 条件 7 では，鉄骨柱および梁を被覆する吹き付けロックウールの厚みを 25 ㎜から

60 ㎜に変更された場合の性能の変化を調べている． 

4.2.2 計算結果 

 事務所 B に関する計算結果を表 4.5 および図 4.12 に示す．本手法では，出火防止性能 F1

と消火活動支援性能 F6 を評価できるようになっていないことから，残る 5 つの F 値の計算

結果を示してある． 

 

表 4.5 事務所 B に関する計算結果 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消

火訓練

の実施 

2：内

装材料

変更 

3：SP

設備設

置 

4：外

窓強化 

5：内

部壁床

強化 

6：内

部扉強

化 

7：被

覆厚さ

変更 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 1.095  1.200  0.649  1.013  0.944  0.924  0.970  

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 3.130  1.380  0.217  1.066  0.940  0.954  1.008  

延焼防止性能 F4 延焼確率 3.105  1.446  0.219  1.048  0.935  0.945  0.988  

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.219  1.441  0.464  1.064  1.035  1.009  0.998  

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 4.794  1.029  0.656  1.033  1.001  0.998  1.004  

 

 

図 4.12 事務所 B に関する計算結果 
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条件1： 消火訓練の実施は，全ての個別性能の向上につながる結果が得られた．事務所 A の

場合との相違は，事務所 B における性能向上効果が，火災成長防止性能 F2につい

ては小さく，避難安全性能 F5については大きく評価された点である．この理由を

特定することはできていないが，建築物や計算単位となる区画の規模，在館者数の

多さ（事務所 B の方が在館者数が多く，避難時間が長くなる），または区画同士

の接続関係など，事務所 A と事務所 B の間の平面計画の差異に起因していると考

えられる．  
条件2： 内装材料を不燃化した結果，火災成長防止性能 F2，倒壊防止性能 F3，延焼防止性

能 F4，避難安全性能 F5で性能向上につながった．ただし，事務所 A の場合と同様，

その程度は条件 1 ほど顕著ではなかった．また，個別性能の間で性能向上の程度

に大きな違いは表れなかった． 
条件3： 事務所 B でも，事務所 A の場合と同様，基準条件において既にスプリンクラー設

備が設置されているものとしていたため，条件 3 ではこれを外した場合の効果を

検証している．全ての個別性能で F 値の低下（この場合は性能の向上）が見られ

たが，事務所 A の場合に比べると，火災成長防止性能 F2の向上の程度が小さかっ

た．これは，条件 1 において，消火訓練の実施による F2の向上効果が限定的であ

ったことにも対応している． 
条件4： 外窓の強化については，延焼防止性能 F4 を含め，いずれの個別性能の向上にもつ

ながらなかった．延焼防止性能 F4の向上につながらなかった理由は，事務所 A の

場合と同様，本手法において，延焼防止性能の中でも加害防止性能に着目をした評

価を行っているためである．  
条件5： 内部構造のうち，壁および床の強化については，事務所 A の場合とは異なり，い

ずれの個別性能の向上にもつながらなかった．この理由は，事務所 A に比べて事

務所 B に規模の大きな区画が多く（区画の最大床面積は，事務所 A で約 1,000m2，

事務所 B で約 2,700m2），火災となった場合の継続時間が長くなるため，壁およ

び床の延焼抵抗時間を 108 分とする程度では，十分な性能向上につながらなかっ

たためと考えられる． 
条件6： 内部構造のうち，扉の強化は，いずれの個別性能の F 値の向上にも寄与しなかっ

た．この結果は，事務所 A の場合と同様であった． 
条件7： 柱および梁の耐火被覆の厚みの変更は，いずれの個別性能の F 値の向上にも寄与

しなかった．これは，事務所 A において，倒壊防止性能 F3が大きく向上した結果

とは対照的であった．この理由は条件 5 の場合と同様であり，事務所 A に比べて

事務所 B に規模の大きな区画が多く，火災となった場合の継続時間が長くなるた

めと考えられる． 
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4.3 事務所 C 

4.3.1 計算条件 

 敷地配置を図 4.13 に示す．建築物の平面形状は長方形で，同じく長方形状の敷地に建っ

ている．建築物の外壁は，いずれも延焼のおそれのある範囲に含まれていない． 

 構造断面を図 4.14 に示す．主要構造部である柱および梁の断面寸法は，建築基準法の要 

 

 

図 4.13 事務所 C：敷地配置 

 

 

図 4.14 事務所 C：構造断面 

4～7 階 

1～3 階 

1h 耐火（RW25 ㎜） 2h 耐火（RW45 ㎜） 

柱(1F） 

梁(2FL） 

1000×1000×32 

900×300×12×28 900×300×12×25 

梁(3FL－RFL） 

〈断面リスト〉 

800×800×28 

柱(2－7F） 
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1 階 

 
2-7 階 

 

図 4.15 事務所 C：各階区画図（防火区画および排煙計画図） 
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1 階 

 

2-7 階 

 

図 4.16 事務所 C：条件設定図 
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図 4.17 事務所 C：ネットワーク図 

 

求に従って，最上階から 4 層分までが耐火時間 1 時間，それより下の層が耐火時間 2 時間

の耐火性能を満たす仕様となっている． 

 各階区画図（防火区画および排煙計画図）を図 4.15 に示す．1 階部分は，大部分がピロテ

ィ空間となっており，そのうちの一部が駐車場として利用されている．1 階部分の屋内空間

はエントランスホールとして利用され，事務室として利用される室は 2 階以上の階に配置

されている．居室と廊下は，防火区画および防煙区画で区画されており，防煙区画内には機

械排煙設備が設置されている． 

 以上のような条件をもとに，図 4.16 に示すように計算条件を設定した．計算上，設定さ

れた区画の数は 50 であり，これらの接続状況は図 4.17 に示す通りとなっている．エレベー

ターシャフトは竪穴として設定されており，煙等の伝搬経路となりうるが，避難経路として

利用されるようにはなっていない． 

事務所 C で検討した比較条件は，表 4.6 に示す 7 条件であり，事務所 A，B の場合から変

更はない．各条件の着眼点をあらためて整理すると以下の通りとなる． 

条件1： 基準条件において実施されていなかった在館者の消火訓練が実施された場合の性

能の変化を調べている． 
条件2： 居室の天井および壁に使用されていた準不燃材料が不燃材料に変更された場合の

性能の変化を調べている． 
条件3： 基準条件において設置が前提となっていたスプリンクラー設備（SP 設備）が設

置されなかった場合の性能の変化を調べている． 
条件4： 延焼のおそれのある範囲に含まれなかったため，0 分となっていた外壁開口部の

窓の延焼抵抗時間を 20 分に延長した場合の性能の変化を調べている． 
条件5： 建築物内部の壁および床の延焼抵抗時間を 75 分から 108 分に延長した場合の性

能の変化を調べている． 
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条件6： 建築物内部の扉の延焼抵抗時間を 60 分から 75 分に延長した場合の性能の変化を

調べている． 
条件7： 条件 7 では，鉄骨柱および梁を被覆する吹き付けロックウールの厚みを 25 ㎜か

ら 60 ㎜に変更された場合の性能の変化を調べている． 
 

表 4.6 事務所 C：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

内

部

構

造 

天井 軽量コンクリート（れんが屑） 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 3.44×106 3.44×106 2.97×106 3.44×106 3.44×106 3.44×106 3.44×106 3.44×106 

総表面積（m2） 39,819 39,819 35,845 39,819 39,819 39,819 39,819 39,819 

外

周 

離隔距離（m） 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 

設

備 

排煙設備 あり あり あり あり あり あり あり あり 

SP 設備 あり あり あり なし あり あり あり あり 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 65 

梁 25 25 25 25 25 25 25 60 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし 

 

4.3.2 計算結果 

 事務所 C に関する計算結果を表 4.7 および図 4.18 に示す．本手法では，出火防止性能 F1

と消火活動支援性能 F6 を評価できるようになっていないことから，残る 5 つの F 値の計算

結果を示してある． 

 

表 4.7 事務所 C に関する計算結果 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消

火訓練

の実施 

2：内

装材料

変更 

3：SP

設備設

置 

4：外

窓強化 

5：内

部壁床

強化 

6：内

部扉強

化 

7：被

覆厚さ

変更 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 1.092  1.206  0.699  0.988  0.999  1.009  1.011  

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 3.343  1.471  0.179  1.022  1.030  1.015  1.270  

延焼防止性能 F4 延焼確率 3.357  1.477  0.177  1.020  1.028  1.014  1.030  

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.184  1.103  0.572  0.998  0.997  1.009  1.022  

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 5.114  1.107  0.500  1.054  1.040  1.012  1.011  
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図 4.18 事務所 C に関する計算結果 

 

条件1： 消火訓練の実施は，全ての個別性能の向上につながる結果が得られた．F 値の上昇

の仕方は，事務所 B の場合と類似しており，火災成長防止性能 F2および避難安全

性能 F5 の上昇が比較的小さかった．事務所 B と事務所 C は，建築物の規模（延

床面積は，事務所 B が 31,756m2，事務所 C が 31,251m2），および区画の規模（区

画の最大床面積は，事務所 B で約 2,700m2，事務所 C で約 2,500m2）が似通って

いることが，こうした結果と関係している可能性がある．  
条件2： 内装材料を不燃化した結果，全ての個別性能で性能向上が見られた．ただし，避難

安全性能 F5 および機能維持性能 F7 に対する効果は他に比べて小さかった．特に，

避難安全性能 F5に関する結果は，事務所 B とも異なっていた．事務所 B と事務所

C では，建築物の延床面積が同程度である一方で，階数は事務所 B の方が高いこ

となどといった在館者の避難条件の差異が，避難安全性能 F5 に関する結果に影響

を及ぼしている可能性がある． 
条件3： 事務所 C でも，事務所 A および事務所 B の場合と同様，基準条件において既にス

プリンクラー設備が設置されているものとしていたため，条件 3 ではこれを外し

た場合の効果を検証している．全ての個別性能で F 値の低下（この場合は性能の

向上）が見られたが，その程度は，延焼防止性能 F4，倒壊防止性能 F3，機能維持

性能 F7，避難安全性能 F5，火災成長防止性能 F2の順に大きかった． 
条件4： 外窓の強化については，延焼防止性能 F4 を含め，いずれの個別性能の向上にもつ

ながらなかった．延焼防止性能 F4の向上につながらなかった理由は，事務所 A お

よび事務所 B の場合と同様，本手法において，延焼防止性能の中でも加害防止性

能に着目をした評価を行っているためである．  
条件5： 内部構造のうち，壁および床の強化については，事務所 A の場合とは異なり，い

ずれの個別性能の向上にもつながらなかった．この理由は，事務所 A に比べて事
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務所 C に規模の大きな区画が多く（区画の最大床面積は，事務所 A で約 1,000m2，

事務所 CB で約 2,500m2），火災となった場合の継続時間が長くなるため，壁およ

び床の延焼抵抗時間を 108 分とする程度では，十分な性能向上につながらなかっ

たためと考えられる． 
条件6： 内部構造のうち，扉の強化は，いずれの個別性能の F 値の向上にも寄与しなかっ

た．この結果は，事務所 A の場合と同様であった． 
条件7： 柱および梁の耐火被覆の厚みの変更により，倒壊防止性能 F3が向上した．上昇の

程度は事務所 A の場合ほどではなかったものの，ほとんど変化が見られなかった

事務所 B の場合とは対照的であった．この理由は条件 5 の場合と同様であり，建

築物内の区画の規模が，事務所 B，事務所 C，事務所 A の順で大きく，火災とな

った場合の継続時間が長くなるため，事務所 C については，事務所 A と事務所 B
の中間的な結果が得られたものと考えられる． 

4.4 物流倉庫 A-1，A-2 

4.4.1 計算条件 

各階平面図を図 4.19 に示す．ここでは，4 階建ての場合を A-1（延床面積 11,910m2，区画

数 19），3 階建ての場合を A-2（延床面積 8,940m2，区画数 15）としてある．それぞれの計

算条件一覧を，表 4.8 および表 4.9 に示す．また，計算上設定した各室の接続状況を図 4.20

に示す． 

建築物は長方形状で，同じく長方形状の敷地に建っている．隣地境界線から建築物の各部

分までの距離は 5ｍである．建築物の主たる部分の用途は倉庫だが，1 階には事務室とトラ

ックバースを設けてある．この検討モデルでは，各室が単独で防火区画を形成することとし

ている．竪穴は，階段室およびエレベーターシャフトの各 1 か所であり，計算上，配管スペ

ースの影響は無視している．排煙設備およびスプリンクラー設備は全館にわたって未設置

である．主要構造部（柱・梁）の代表断面は各階・各区画とも共通とし，柱は□300-300-9，

梁は H350-175-7-11 である．また階高さは全階とも 6m（柱長さに反映），構造スパンは X 方

向・Y 方向とも 10ｍ（梁長さに反映）としている． 
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1 階 

 

2～4 階 

図 4.19 物流倉庫 A-1，A-2：平面図 
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表 4.8 物流倉庫 A-1：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

8：離隔距

離 

内

部

構

造 

天井 普通コンクリート 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 63,136 63,136 46,316 63,136 63,136 63,136 63,136 63,136 63,136 

総表面積（m2） 5,972 5,972 3,870 5,972 5,972 5,972 5,972 5,972 5,972 

外

周 

離隔距離（m） 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

設

備 

排煙設備 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 

SP 設備 なし なし なし あり なし なし なし なし なし 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 50 25 

梁 25 25 25 25 25 25 25 50 25 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし なし 

 

表 4.9 物流倉庫 A-2：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

8：離隔距

離 

内

部

構

造 

天井 普通コンクリート 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 49,665 49,665 36,832 49,665 49,665 49,665 49,665 49,665 63,136 

総表面積（m2） 4,588 4,588 2,984 4,588 4,588 4,588 4,588 4,588 5,972 

外

周 

離隔距離（m） 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

設

備 

排煙設備 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 

SP 設備 なし なし なし あり なし なし なし なし なし 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 50 25 

梁 25 25 25 25 25 25 25 50 25 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし なし 
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図 4.20 物流倉庫 A-1，A-2：ネットワーク図（数字は区画番号を表す） 

 

物流倉庫 A-1，A-2 で検討した比較条件は，表 4.8 及び 4.9 に示す 8 条件であり，各条件

の着眼点を整理すると以下の通りとなる． 

条件 1：基準条件において実施されていなかった在館者の消火訓練が実施された場合の性能

の変化を調べている． 

条件 2：居室の天井および壁に使用されていた準不燃材料が不燃材料に変更された場合の性

能の変化を調べている． 

条件 3：基準条件において設置していないスプリンクラー設備（SP 設備）が設置された場合

の性能の変化を調べている． 

条件 4：延焼のおそれのある範囲に含まれなかったため，0 分となっていた外壁開口部の窓

の延焼抵抗時間を 20 分に延長した場合の性能の変化を調べている． 

条件 5：建築物内部の壁および床の延焼抵抗時間を 75 分から 108 分に延長した場合の性能

の変化を調べている． 

条件 6：建築物内部の扉の延焼抵抗時間を 60 分から 75 分に延長した場合の性能の変化を調

べている． 

条件 7：鉄骨柱および梁を被覆する吹き付けロックウールの厚みを 25 ㎜から 50 ㎜に変更さ

れた場合の性能の変化を調べている． 

条件 8：隣地境界までの離隔距離を 3m とし，外壁開口の窓の延焼抵抗時間は基準条件と同

じ 0 分とした場合の性能の変化を調べている． 

 

線の色は階を表現 

赤：1 階 

緑：2 階 

青：3 階 

紫：4 階 

黄：竪穴 

線種は接続の種類を表現 

壁・床のみで接続（開口なし） 

避難用開口あり 

非避難用開口あり 

避難用・非避難用開口あり 
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4.4.2 計算結果 

 物流倉庫 A-1 に関する計算結果を表 4.10，4.11 および図 4.21 に，物流倉庫 A-2 に関する

計算結果を表 4.12，4.13 および図 4.22 示す．本手法では，出火防止性能 F1 と消火活動支援

性能 F6 を評価できるようになっていないことから，残る 5 つの F 値の計算結果を示してあ 

 

表 4.10 物流倉庫 A-1 に関する計算結果（被害量） 

被害量 被害指標 
0：基準

条件 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3 ： SP

設備設

置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

8：隣地

境界距

離 

出火防止性能 － － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 火災成長確率 0.081 0.030 0.059 0.025 0.082 0.078 0.083 0.080 0.080 

倒壊防止性能 崩壊部分面積 0.205 0.054 0.156 0.043 0.202 0.196 0.207 0.195 0.200 

延焼防止性能 延焼確率 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

避難安全性能 避難不能者数 0.071 0.066 0.050 0.066 0.069 0.071 0.070 0.069 0.070 

消防活動支援性能 － － － － － － － － － － 

機能継続性能 改修工事費 0.031 0.006 0.029 0.020 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

 

表 4.11 物流倉庫 A-1 に関する計算結果（F 値） 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

8：隣地

境界距

離 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 2.721 1.373 3.194 0.986 1.035 0.982 1.015 1.010 

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 3.795 1.314 4.773 1.016 1.048 0.994 1.051 1.027 

延焼防止性能 F4 延焼確率 2.995 1.317 3.530 1.010 1.047 0.992 1.022 1.015 

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.074 1.427 1.084 1.035 1.007 1.010 1.032 1.015 

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 5.404 1.071 1.590 1.011 1.015 0.996 1.007 1.009 

 

 
図 4.21 物流倉庫 A-1 に関する計算結果 

0.1

1

10

消防訓練 内装 SP設置 外窓 内壁床 内部扉 被覆厚さ 隣地距離

⽕災成⻑防⽌性能 F2

倒壊防⽌性能 F3

延焼防⽌性能 F4

避難安全性能 F5

機能継続性能F7
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表 4.12 物流倉庫 A-2 に関する計算結果（被害量） 

被害量 被害指標 
0：基準

条件 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3 ： SP

設備設

置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

8：隣地

境界距

離 

出火防止性能 － － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 火災成長確率 0.082 0.026 0.060 0.022 0.080 0.082 0.081 0.081 0.082 

倒壊防止性能 崩壊部分面積 0.219 0.055 0.164 0.046 0.215 0.219 0.217 0.211 0.220 

延焼防止性能 延焼確率 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

避難安全性能 避難不能者数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

消防活動支援性能 － － － － － － － － － － 

機能継続性能 改修工事費 0.030 0.005 0.028 0.018 0.029 0.030 0.030 0.030 0.030 

 

表 4.13 物流倉庫 A-2 に関する計算結果（F 値） 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

8：隣地

境界距

離 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 3.162 1.361 3.721 1.019 0.997 1.003 1.005 0.994 

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 3.970 1.335 4.766 1.019 0.999 1.008 1.037 0.994 

延焼防止性能 F4 延焼確率 4.029 1.349 4.836 1.023 1.001 1.011 1.010 0.985 

避難安全性能 F5 避難不能者数 ∞ ∞ ∞ 2.004 1.995 ∞ ∞ ∞ 

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 5.916 1.078 1.639 1.016 1.005 1.003 1.004 0.999 

 

 
図 4.22 物流倉庫 A-2 に関する計算結果 

 

る．また，基準条件に対する相対値である F 値だけでは判断が難しいと思われる項目もあ

ったため，被害量の計算結果も示してある． 

図 4.21，4.22 をみると，物流倉庫 A-1，A-2 のいずれにおいても，条件 1 から条件 3 の対

策の効果が得られた．一方で，条件 4 から条件 8 については，性能に目立った変化は見られ

なかった．ただし，物流倉庫 A-2 については，避難安全性能 F5 の値が無限大をとる場合が

0.1

1

10

消防訓練 内装 SP設置 外窓 内壁床 内部扉 被覆厚さ 隣地距離

⽕災成⻑防⽌性能 F2

倒壊防⽌性能 F3
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避難安全性能 F5

機能継続性能F7
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あった．これは，被害量である避難不能者数の期待値がゼロとなったためである．もともと

物流倉庫の在館者数は少なく，避難安全上の問題が顕在化することは少ない．ただし，期待

値ゼロという計算結果が実態を適切に再現しているとは考えにくく，モンテカルロシミュ

レーションの試行回数の不足などの要因によるものと考えられる． 

性能項目ごとに見ると，避難安全性能を除く 4 つの項目で「消火訓練の実施（条件 1）」

と「SP 設備設置（条件 3）」の効果が高い．「内装材料の変更（条件 2）」はいずれの性能項

目についても効果があったが，その程度は小さかった．これは，準不燃材料から不燃材料へ

の変更のため，性能改善の効果が小さかったものと考えられる．  

「外窓強化（条件 4）」，「内部壁床強化（条件 5）」，「内部扉強化（条件 6）」，「被覆厚さ変

更（条件 7）」については，倒壊防止性能 F3 あるいは延焼防止性能 F4 の改善に効果が期待さ

れたが，ほとんど変化が表れなかった．これは，物流倉庫の収納可燃物量の多さと外壁に設

けられた開口部の小ささが関係しているものと考えられる．すなわち，こうした物流倉庫の

特徴により，いったん盛期火災が発生してしまえば，内部の高温状態が長期間にわたって継

続するため，今回の検討で設定したような対策では十分な効果が得られなかった可能性が

ある．その詳細を明らかにするには，表 4.10 および表 4.12 に示した被害量が，他の用途の

建築物に比してどの程度の位置付けにあるのかを明らかにする必要がある． 

「離隔距離の確保（条件 8）」は，隣棟建物との関係を検討することを目的としているが，

延焼防止性能 F4 にはほとんど変化が見られなかった．この原因として，物流倉庫用途の建

築物の特徴である外壁開口部の少なさを挙げることができる．また，この物流倉庫では，1

階のトラックバース部分は外部に対して大きな開口を持つものの，比較的可燃物の少ない

用途（駐車場に相当）としていることも，結果に変化が生じなかった原因と考えられる． 

4.5 物流倉庫 B-1，B-2 

4.5.1 計算条件 

平面図を図 4.23 に示す．各階の平面形状は同一で，建築物の各部分から隣地境界線まで

の距離は 5ｍだが，4 階建てとした場合を B-1（延床面積 30,750m2，区画数 45），3 階建てと

した場合を B-2（延床面積 23,100m2，区画数 35）としている．それぞれの計算条件一覧を，

表 4.14 および表 4.15 に示す．また，計算上設定した各室の接続状況を図 4.24 に示す． 

建築物の主たる部分の用途は倉庫であるが，各階に事務室を設置してある．この検討モデ

ルでは各室が単独で防火区画を形成することとしている．竪穴は 2 系統の階段室，および 3

系統のエレベーターシャフト（中央のエレベーターは荷物搬送用）であるが，計算上，配管

スペースの影響は無視している．排煙設備およびスプリンクラー設備は全館にわたって未

設置である．主要構造部（柱・梁）の代表断面は各階・各区画とも共通とし，柱は□300-300-

9，梁は H350-175-7-11 である．また階高さは全階とも 6m（柱長さに反映），構造スパンは
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X 方向・Y 方向とも 10ｍ（梁長さに反映）としている． 

物流倉庫 B-1・B-2 で検討した比較条件は，表 4.14 及び 4.15 に示す 7 条件であり，各条件

の着眼点を整理すると以下の通りとなる．なお，物流倉庫 A-1，A-2 で検討とした隣地境界 

 

 
図 4.23 物流倉庫 B-1，B-2：平面図（各室は全て単独の防火区画） 

 

 

図 4.24 物流倉庫 B-1，B-2：ネットワーク図（数字は区画番号を表す） 

線種は接続の種類を表現 

壁・床のみで接続（開口なし） 

避難用開口あり 

非避難用開口あり 

避難用・非避難用開口あり 

線の色は階を表現 

赤：1 階 

緑：2 階 

青：3 階 

紫：4 階 

黄：竪穴 
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表 4.14 物流倉庫 B-1：計算条件一覧 
分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

内

部

構

造 

天井 普通コンクリート 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 124,629 124,629 81,124 124,629 124,629 124,629 124,629 124,629 

総表面積（m2） 14,401 14,401 8,963 14,401 14,401 14,401 14,401 14,401 

外

周 

離隔距離（m） 5 5 5 5 5 5 5 5 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 

設

備 

排煙設備 なし なし なし なし なし なし なし なし 

SP 設備 なし なし なし あり なし なし なし なし 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 50 

梁 25 25 25 25 25 25 25 50 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし 

 

表 4.15 物流倉庫 B-2：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

内

部

構

造 

天井 普通コンクリート 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 97,848 97,848 64,674 97,848 97,848 97,848 97,848 97,848 

総表面積（m2） 11,054 11,054 6,907 11,054 11,054 11,054 11,054 11,054 

外

周 

離隔距離（m） 5 5 5 5 5 5 5 5 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 

設

備 

排煙設備 なし なし なし なし なし なし なし なし 

SP 設備 なし なし なし あり なし なし なし なし 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 50 

梁 25 25 25 25 25 25 25 50 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし 

 

までの離隔距離については，影響が確認されなかったことから，物流倉庫 B-1，B-2 では設

定しなかった． 

条件 1：基準条件において実施されていなかった在館者の消火訓練が実施された場合の性

能の変化を調べている． 

条件 2：居室の天井および壁に使用されていた準不燃材料が不燃材料に変更された場合の

性能の変化を調べている． 
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条件 3：基準条件において設置していないスプリンクラー設備（SP 設備）が設置された場

合の性能の変化を調べている． 

条件 4：延焼のおそれのある範囲に含まれなかったため，0 分となっていた外壁開口部の

窓の延焼抵抗時間を 20 分に延長した場合の性能の変化を調べている． 

条件 5：建築物内部の壁および床の延焼抵抗時間を 75 分から 108 分に延長した場合の性能

の変化を調べている． 

条件 6：建築物内部の扉の延焼抵抗時間を 60 分から 75 分に延長した場合の性能の変化を

調べている． 

条件 7：鉄骨柱および梁を被覆する吹き付けロックウールの厚みを 25 ㎜から 50 ㎜に変更

された場合の性能の変化を調べている． 

4.5.2 計算結果 

 物流倉庫 B-1 に関する計算結果を表 4.16，4.17 および図 4.25 に，物流倉庫 B-2 に関する

計算結果を表 4.18，4.19 および図 4.26 に，それぞれ示す．本手法では，出火防止性能 F1 と

消火活動支援性能 F6 を評価できるようになっていないことから，残る 5 つの F 値の計算結

果を示してある．また，基準条件に対する相対値である F 値だけでは判断が難しいと思わ

れる項目もあったため，被害量の計算結果も示してある． 

図 4.25，4.26 をみると，物流倉庫 A の場合と同様，条件 1 から条件 3 の対策の効果が得

られた．また一方で，条件 4 から条件 7 の効果は見られなかった． 

性能項目ごとに見ると，避難安全性能を除く 4 つの項目で「消火訓練の実施（条件 1）」

と「SP 設備設置（条件 3）」の効果が高かった．「内装材料の変更（条件 2）」はいずれの性

能項目対しても向上効果があったが，物流倉庫 A の場合と同様の理由から，その効果は限

定的であった．避難安全性能 F5 については，物流倉庫 A に比べて物流倉庫 B の規模が大き

く，在館者数が多いためか，避難不能者数の期待値がゼロとなることはなかった．ただし，

条件 1 から条件 3 の対策が講じられることで，各性能項目の性能向上が見られる中で，避

難安全性能 F5 の向上効果が他に比べて小さい理由は，やはり物流倉庫用途の建築物におけ

る在館者数の少なさに起因してる可能性がある． 

「外窓強化（条件 4）」，「内部壁床強化（条件 5）」，「内部扉強化（条件 6）」，「被覆厚さ変

更（条件 7）」については，その効果をほとんど確認できなかった．これは，物流倉庫 A の

場合と同様，物流倉庫の収納可燃物量の多さと外壁に設けられた開口部の小ささが関係し

ているものと考えられる．物流倉庫 B は物流倉庫に比べてさらに収納可燃物量が多く，火

災継続時間も長くなるため，物流倉庫 A で効果が表れなかった条件では，物流倉庫 B でも

やはり効果が表れなかった． 
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表 4.16 物流倉庫 B-1 に関する計算結果（被害量） 

被害量 被害指標 
0：基準

条件 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

出火防止性能 － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 火災成長確率 0.089 0.066 0.068 0.065 0.086 0.090 0.08688 0.08793 

倒壊防止性能 崩壊部分面積 0.070 0.025 0.051 0.023 0.067 0.070 0.06725 0.06878 

延焼防止性能 延焼確率 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00005 0.00005 

避難安全性能 避難不能者数 0.020 0.015 0.017 0.014 0.020 0.021 0.02001 0.02025 

消防活動支援性能 － － － － － － － － － 

機能継続性能 改修工事費 0.015 0.003 0.013 0.009 0.015 0.015 0.01464 0.01474 

 

表 4.17 物流倉庫 B-1 に関する計算結果（F 値） 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 1.350 1.312 1.365 1.032 0.994 1.027 1.015 

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 2.837 1.366 3.198 1.043 0.997 1.041 1.018 

延焼防止性能 F4 延焼確率 2.847 1.368 3.211 1.043 0.996 1.041 1.016 

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.378 1.183 1.435 1.011 0.989 1.018 1.006 

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 5.287 1.117 1.571 1.020 1.008 1.019 1.012 

 

 

図 4.25 物流倉庫 B-1 に関する計算結果 
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表 4.18 物流倉庫 B-2 に関する計算結果（被害量） 

被害量 被害指標 
0：基準

条件 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

出火防止性能 － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 火災成長確率 0.084 0.060 0.064 0.055 0.088 0.088 0.088 0.087 

倒壊防止性能 崩壊部分面積 0.087 0.033 0.066 0.027 0.092 0.092 0.092 0.090 

延焼防止性能 延焼確率 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

避難安全性能 避難不能者数 0.020 0.015 0.017 0.014 0.020 0.021 0.021 0.020 

消防活動支援性能 － － － － － － － － － 

機能継続性能 改修工事費 0.019 0.004 0.017 0.012 0.019 0.019 0.019 0.019 

 

表 4.19 物流倉庫 B-2 に関する計算結果（F 値） 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 1.397 1.304 1.519 0.952 0.957 0.953 0.962 

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 2.625 1.321 3.202 0.947 0.9475 0.947 0.966 

延焼防止性能 F4 延焼確率 2.634 1.324 3.214 0.947 0.9475 0.946 0.964 

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.353 1.170 1.421 0.987 0.974 0.973 0.988 

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 5.124 1.092 1.558 0.979 0.988 0.978 0.985 

 

 
図 4.26 物流倉庫 B-2 に関する計算結果 
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4.6 物流倉庫 C 

4.6.1 計算条件 

平面図を図 4.27 に示す．建築物の延床面積は 44,100m2 で，階数は 3 である．各階の平面

形状は同一で，建築物の各部分から隣地境界線までの距離は 5ｍである．計算条件一覧を表

4.20 に示す．また，計算上設定した各室の接続状況を図 4.28 に示す． 

建築物の主たる部分の用途は倉庫であるが，１階にのみ事務室を設置してある．この検討

モデルでは各室が単独で防火区画を形成することとしている．竪穴となるのは 2 系統の階

段室および 4 系統のエレベーターシャフト（うち 2 系統は荷物搬送用を想定）であるが，計

算上，配管スペースの影響は無視している．排煙設備およびスプリンクラー設備は全館にわ

たって未設置である．各部の面積，天井高さ，開口条件は図面中に記載している．主要構造

部（柱・梁）の代表断面は各階・各区画とも共通とし，柱は□300-300-9，梁は H350-175-7-

11 である．また階高さは全階とも 6m（柱長さに反映），構造スパンは X 方向・Y 方向とも

10ｍ（梁長さに反映）としている． 

物流倉庫 C で検討した比較条件は，表 4.20 に示す 7 条件であり，各条件の着眼点を整理

すると以下の通りとなる．なお，物流倉庫 A-1，A-2 で検討とした隣地境界までの離隔距離

については，影響が確認されなかったことから，物流倉庫 C では設定しなかった． 

条件 1：基準条件において実施されていなかった在館者の消火訓練が実施された場合の性

能の変化を調べている． 

条件 2：居室の天井および壁に使用されていた準不燃材料が不燃材料に変更された場合の

性能の変化を調べている． 

条件 3：基準条件において設置していないスプリンクラー設備（SP 設備）が設置された場

合の性能の変化を調べている． 

条件 4：延焼のおそれのある範囲に含まれなかったため，0 分となっていた外壁開口部の

窓の延焼抵抗時間を 20 分に延長した場合の性能の変化を調べている． 

条件 5：建築物内部の壁および床の延焼抵抗時間を 75 分から 108 分に延長した場合の性能

の変化を調べている． 

条件 6：建築物内部の扉の延焼抵抗時間を 60 分から 75 分に延長した場合の性能の変化を

調べている． 

条件 7：鉄骨柱および梁を被覆する吹き付けロックウールの厚みを 25 ㎜から 50 ㎜に変更さ

れた場合の性能の変化を調べている． 
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1 階 

 

2,3 階 

図 4.27 物流倉庫 C 平面図（各室は全て単独の防火区画） 
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図 4.28 物流倉庫 C：ネットワーク図（数字は区画番号を表す） 

 

表 4.20 物流倉庫 C：計算条件一覧 

分

類 
項目 基準条件 

比較条件 

1：消火訓

練の実施 

2：内装材

料変更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓強

化 

5：内部壁

床強化 

6：内部扉

強化 

7：被覆厚

さ変更 

内

部

構

造 

天井 普通コンクリート 

壁 気泡コンクリート 

床 普通コンクリート 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 75 75 75 75 75 108 75 75 

扉 60 60 60 60 60 60 75 60 

床 75 75 75 75 75 108 75 75 

内

装 

総発熱量（MJ） 176,663 176,663 111,681 176,663 176,663 176,663 176,663 176,663 

総表面積（m2） 20,105 20,105 12,483 20,105 20,105 20,105 20,105 20,105 

外

周 

離隔距離（m） 5 5 5 5 5 5 5 5 

延焼抵抗

時間（分） 

壁 30 30 30 30 30 30 30 30 

窓 0 0 0 0 20 0 0 0 

設

備 

排煙設備 なし なし なし なし なし なし なし なし 

SP 設備 なし なし なし あり なし なし なし なし 

躯

体 

被覆厚さ 

(mm) 

柱 25 25 25 25 25 25 25 50 

梁 25 25 25 25 25 25 25 50 

他 消火訓練 なし あり なし なし なし なし なし なし 

 

線種は接続の種類を表現 

壁・床のみで接続（開口なし） 

避難用開口あり 

非避難用開口あり 

避難用・非避難用開口あり 

線の色は階を表

現 

赤：1 階 

緑：2 階 

青：3 階 

紫：4 階 
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4.6.2 計算結果 

物流倉庫 C に関する計算結果を表 4.21，4.22 および図 4.29 に示す．本手法では，出火防

止性能 F1 と消火活動支援性能 F6 を評価できるようになっていないことから，残る 5 つの F

値の計算結果を示してある．また，基準条件に対する相対値である F 値だけでは判断が難 

 

表 4.21 物流倉庫 C に関する計算結果（被害量） 

被害量 被害指標 
0：基準

条件 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

出火防止性能 － － － － － － － － － 

火災成長防止性能 火災成長確率 0.090 0.070 0.071 0.067 0.088 0.092 0.087 0.095 

倒壊防止性能 崩壊部分面積 0.073 0.019 0.053 0.015 0.069 0.074 0.069 0.079 

延焼防止性能 延焼確率 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

避難安全性能 避難不能者数 0.354 0.290 0.264 0.290 0.348 0.356 0.354 0.358 

消防活動支援性能 － － － － － － － － － 

機能継続性能 改修工事費 0.015 0.002 0.013 0.009 0.014 0.015 0.014 0.015 

 

表 4.22 物流倉庫 C に関する計算結果（F 値） 

F 値 被害指標 

比較条件 

1：消火

訓練の

実施 

2：内装

材料変

更 

3：SP 設

備設置 

4：外窓

強化 

5：内部

壁床強

化 

6：内部

扉強化 

7：被覆

厚さ変

更 

出火防止性能 F1 － － － － － － － － 

火災成長防止性能 F2 火災成長確率 1.296 1.279 1.339 1.024 0.985 1.041 0.947 

倒壊防止性能 F3 崩壊部分面積 3.920 1.376 5.054 1.062 0.989 1.071 0.933 

延焼防止性能 F4 延焼確率 3.834 1.378 4.933 1.066 0.991 1.074 0.942 

避難安全性能 F5 避難不能者数 1.219 1.340 1.220 1.017 0.994 1.001 0.989 

消防活動支援性能 F6 － － － － － － － － 

機能継続性能 F7 改修工事費 5.892 1.107 1.673 1.025 1.007 1.027 0.979 

 

 
図 4.29 物流倉庫 C に関する計算結果 
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しいと思われる項目もあったため，被害量の計算結果も示してある． 

図 4.29 をみると，物流倉庫 A および物流倉庫 B の場合と同様，条件 1 から条件 3 の対策

の効果が得られた．その一方で，条件 4 から条件 7 の効果は見られなかった．また，性能項

目ごとの性能向上の特徴も，平面計画によって大きくは変わらなかった．物流倉庫建築物は，

今回検討を行った 3 種類のモデルプランにあるように，区画構成が比較的単純であること，

また収納可燃物量が圧倒的に多く，同じ建築物内の事務室などの他の用途の影響を受けに

くいことなどが背景にあるものと考えられる． 

4.7 事務所建築物および物流倉庫建築物の比較 

個別性能を表現する F 値は，同じ平面計画の基準的な建築物に対する相対的な性能を表

すものであり，平面計画が異なる建築物同士を比較することが難しい．そこで，参考のため，

本章で検討した異なる用途，規模の建築物について，F 値の計算の元になっている被害量を

比較した結果を図 4.30 に示す．ただし，用途間の比較を行えるようにするため，横軸には

延べ床面積および最大区画面積を採用した．また，比較に利用した計算条件は，いずれの用

途についても対策が講じられる前の条件（事務所は条件 3，物流倉庫は基準条件）である． 

 

 
火災成長防止性能 F2：火災成長確率 

 
倒壊防止性能 F3：崩壊部分面積 

図 4.30（続く） 被害量の計算結果の比較 
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延焼防止性能 F4：延焼確率 

 
避難安全性能 F5：避難不能者数 

 
機能維持性能 F7：改修工事費 

図 4.30（承前） 被害量の計算結果の比較 

 

まず，物流倉庫については，各被害量の延床面積に対する変化が一貫していた．すなわち，

「火災成長確率」，「避難不能者数」は延床面積が大きいほど大きくなり，「崩壊部分面積」，

「延焼確率」，および「改修工事費」は延床面積が大きいほど小さくなった．これは物流倉

庫の平面計画が比較的単純であったことで，平面計画の差異が被害程度に及ぼす影響が表

れにくくなり，建築物の規模に対する依存度が大きくなったためと考えられる．最大区画面

積の場合には，延床面積の場合とはデータ点の分布の傾向が異なっており，最大区画面積が

大きくなるほど，各個別性能を代表する被害量が一貫して大きくなる傾向が表れた． 
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一方，事務所では，延床面積または最大区画面積が大きくなるほど，被害量が大きくなる

傾向が表れた．ただし，事務所 B と事務所 C については，延床面積と最大区画面積が同程

度であるものの，データ点はいずれの被害量であっても隔たっており，ばらつきが大きかっ

た．これは，同じ事務所であっても平面計画が大きく異なっていたため，延床面積や最大区

画面積といった建築物の全体的な特徴を表す指標では，個別性能の差異を捉えることが難

しいことを示している． 

4.8 まとめ 

本章では，2 章および 3 章に示した計算手続きを実装した防火性能評価プログラムを利用

して，いくつかの事務所建築物および物流倉庫建築物を対象としたケーススタディを行っ

た．この中で，消火訓練の実施（条件 1），内装材料の変更（条件 2），スプリンクラー設備

の設置または解除（条件 3），外窓の強化（条件 4），内部壁・床の強化（条件 5），内部扉の

強化（条件 6），鉄骨柱・梁の耐火被覆厚さの変更（条件 7），敷地境界からの離隔距離の変

更（条件 8）といった条件の変更が，建築物の個別性能（火災成長防止（F2），倒壊防止（F3），

延焼防止（F4），避難安全（F5），機能維持（F7）の各性能）に及ぼす影響を調べた．各条件

の性能向上効果は，各個別性能に対して一様ではなく，対象となる建築物の特徴に応じて変

化した．ただし，本ケーススタディを通じていくつかの課題も明らかになっていることから，

今後は以下のような点について検討を進める必要がある． 

・ 倒壊防止性能（F2）については，本ケーススタディにおいて火災継続時間の比較的長い

条件を中心に検討したため，内部壁・床の強化（条件 5），内部扉の強化（条件 6），

鉄骨柱・梁の耐火被覆厚さの変更（条件 7）などの効果を十分に検証できなかった．よ

り幅広い条件について検討を加えることで課題を明らかにする必要がある． 
・ 延焼防止性能（F4）の評価においては，当該建築物が火災となった場合の隣接する建築

物に対する延焼の抑止（加害防止性能）のみに着目しているため，一部条件において適

切な評価を行えない場合があった．隣接する建築物が火災となった場合の当該建築物

に対する延焼の抑止（受害防止性能）を考慮するなど，計算方法の修正が必要である．  
・ 避難安全性能（F5）の評価においては，在館者数が少ない用途の建築物での評価を適切

に行えなくなることがあった．これは被害量である避難不能者数の逆数から F 値を算

出することに起因していることから，より安定的な評価を行うための計算手続きの見

直しが必要である． 
・ 個別性能の向上あるいは低下は，複数の防火上の設計仕様が関係している場合があり，

出力された F 値から直ちにその原因を特定することは難しい．高い防火性能を備えた

建築物を普及させるという立場からは，より効果的に防火性能を向上させることがで

きる設計の代替案を示せるようになることが望ましい． 
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・ 本ケーススタディでは，消火訓練の実施，およびスプリンクラー設備の設置の各効果が，

他の防火対策に比べた高かった．両対策の有効性は広く認識されているが，上記のよう

な課題が残されている中では，他の対策と比べた優位性がどの程度あるのか，現時点で

判断を下すことは難しいため，留意が必要である． 
・ 本防火性能評価プログラムでは，単一の火源から派生的に生じうる被害形態を網羅的

に評価した上で，その結果を関連する個別性能の評価に反映させる方式を採用してい

る．これにより，7 つある個別性能を横並びで評価できるようになっているが，建築物

が置かれた状況によっては，特定の火災シナリオや被害を回避するための対策を検討

したい場合があるかもしれない．こうした検討には，建築主あるいは設計者が重視して

いる火災シナリオや被害に焦点を絞った評価を行えるように評価プログラムに変更を

加えることも考えられる．しかし，その負担を考慮すれば，出力された 7 つの個別性

能，あるいは個別性能を計算する過程で得られる指標を読み替えることで，特定の火災

シナリオや被害に関する評価を行えるようにすることが有効と考えられる． 
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5．まとめ 

 本研究では，非住宅建築物の防火性能の高度化の利点を分かりやすく説明するツールと

して利用することを目的として，出火防止性能，火災成長防止性能，倒壊防止性能，延焼防

止性能，避難安全性能，消火活動支援性能，機能維持性能の 7 つの個別性能から構成される

新しい防火性能指標を開発した．これらのうち，現時点では評価方法が定まっていない出火

防止性能および消火活動支援性能を除く，5 つの個別性能の計算手続きを示した．計算手続

きでは，建築物の内部で火災が発生し，拡大する過程をイベントツリーで表現し，これを構

成する各事象の発生確率および最終的な被害を，現象の工学的知見に基づき定式化した．こ

こに，各種対策の効果を反映させることで，それらが担う個別性能を評価できるようにした．

さらに，計算手続きを実装したプログラムを使用して，用途および規模が異なる 6 つの建築

物を対象としたケーススタディを行った．各種防火対策が講じられた場合の性能向上効果

を調べて，新たに開発した防火性能指標の特徴と課題を分析した． 

 新たに開発した防火性能指標およびその評価手続きでは，住宅性能表示制度における課

題を踏まえ，建築物の性能を「部分の仕様」から判断するのではなく，これを「全体の性能」

に換算している．こうすることで，より直感的な性能の把握を行えるようにするとともに，

「全体の性能」の向上につながる手段の多様性を許容している．ただし，依然として検討途

上のままに残されている部分もあり，今後の継続的な検討が必要である．個別の課題は各章

にまとめた通りであるが，より全体的な課題を整理すると以下のようになる． 

・ 本評価指標は 7 つの個別性能から構成されるが，このうち出火防止性能と消火活動支

援性能の評価手続きは整備されないままとなっている．また，評価手続きが整備された

5 つの個別性能についても，本来であれば性能向上への寄与を評価すべき対策のうち一

部しか考慮できていないものもある．こうした個別性能の評価手続きについては，随時

整備または改良を加えていく必要がある． 
・ 性能評価プログラムにおいて，出火率，収納可燃物の火災成長率，同じく密度，在館者

密度，消火活動の奏効率など，火災性状を左右する一部のパラメータの値は統計データ

に基づいて設定してある．これらは，いずれも建築物の維持管理の状態に左右されるも

のであり，本来は建築物によって様々であるはずだが，消火活動の奏効率を除き，用途

に共通の値を設定することにしている．しかし，建築物の維持管理状況の改善を促す上

では，実態に応じた値を設定できるようにする必要がある． 
・ 本評価指標では，同じ立地，用途，規模の建築物の基準的条件に対する相対値として防

火性能（F 値）を表現している．F 値を算出する際に設定する基準値の決め方には任意

性があるが，建築基準法で要求される最低限の水準を目安に設定することは可能であ

る．ただし，そのようにするにしても一意に決めることが難しい場合もあり，評価結果
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に一定のばらつきを伴うことが避けられない．このため，何らかの絶対的な尺度に基づ

く評価を行う余地について検討する必要がある． 
・ 本評価指標では，火災安全に係る建築物「全体の性能」を評価することで，指標として

の分かりやすさの向上を図っている．しかし，建築物の防火設計仕様の採否を判断する

建築主は，建築物の性能に関する専門家であるとは限らないため，評価結果の提示にあ

たっては丁寧な説明が求められる．そこで，本評価指標の解説と，同指標を活用した防

火設計事例を示したガイドラインを作成するなどして，本評価指標に対する理解の増

進を図る必要がある．  
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